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   ・別添様式 13 「役員及び評議員名簿」 ･･･････････････････････････････259 

   ・別添様式 14 「就任承諾書」 ･･･････････････････････････････････････260 

   ・別添様式 15 「学校教育法第 9条各号に該当しない者であること 

の誓約書」･･･････････････････････････････････････････261 

   ・別添様式 16 「（役員のうち親族不存在についての）宣誓書」 ･･････････262 

   ・別添様式 17 「（監事が兼職していない旨の）宣誓書」 ････････････････263 

   ・別添様式 18 「学校法人の事務組職」 ･･･････････････････････････････264 

   ・別添様式 19 「寄付行為の変更条項」 ･･･････････････････････････････265 

   ・別添様式 20 「寄付行為の変更部分新旧比較対照表」 ･････････････････266 

   ・別添様式 21 「現金保有証明書」 ･･･････････････････････････････････267 

   ・別添様式 22 「（役員の）新旧対照表」 ･･････････････････････････････268 

   ・別添様式 23 「辞任届」 ･･･････････････････････････････････････････271 

   ・別添様式 24 「（仮理事選任手続の際の）理事名簿」 ･･････････････････272 



  ○学校法人の標準的な寄付行為作成例････････････････････････････････････273 

  ○茨城県知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類････281 

  ○監査報告に係る告示･･････････････････････････････････････････････････282 

８ その他の様式集 

  ○各種申請 

   ・校地・校舎等証明申請書･････････････････････････････････････････････285 

   ・特定公益増進法人証明申請書･････････････････････････････････････････286 

   ・学校法人に関する証明書･････････････････････････････････････････････288 

   ・卒業証明書，成績証明書･････････････････････････････････････････････289 

   ・学則証明申請書･････････････････････････････････････････････････････291 

   ・生徒等旅客運賃割引証交付申請書･････････････････････････････････････292 

○各種報告・届出 

   ・事故報告書･････････････････････････････････････････････････････････294 

   ・自然災害（台風，地震，降雪等）による被害状況報告書･････････････････295 

   ・インフルエンザ報告書･･･････････････････････････････････････････････296 

   ・海外修学旅行届･････････････････････････････････････････････････････297 

９ 茨城県私立学校審議会関係規定 

  ○茨城県私立学校審議会の委員の定数････････････････････････････････････301 

  ○茨城県私立学校審議会運営規則････････････････････････････････････････301 



 
 
 
 
 
 

１ 私立学校関係の事務手続きについて 
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○手続等目的別様式早見表 
 

１ 学校を設置しようとするとき 
事務内容 必要様式 提出時期 頁 

共通 

(手続要項)様式第 1号 

学校設置計画承認申請書 

小･中･義務･高･中等 開設
年度の前々年度の 7月末日 
幼･幼保連携･専各 開設年
度の前々年度の 1月末日 

３ P42 

(細則) 様式第 1号 

学校設置認可申請書 

開設年度の 

前年度の 7月末日 
２ P13 

学校法人設立を併せて行う場合 
法人様式第 1号 

学校法人寄付行為認可申請書 

開設年度の 

前年度の 7月末日 
７ P222 

既設学校法人が新たに 

学校を設立する場合 

法人様式第 2号 
学校法人寄付行為変更認可申請書 
(学校等の設置に係る添付書類) 

開設年度の 

前年度の 7月末日 
７ P224 

専各のみを設置する法人が新た
に小･中･義務･高･中等･幼稚園･
幼保連携を設置する場合 

法人様式第 5号 

組織変更に係る寄付行為変更認可申請書 

開設年度の 

前年度の 7月末日 
７ P231 

 
２ 学校の設置者を変更しようとするとき 

事務内容 必要様式 提出時期(※) 頁 

共通 
(細則)様式第 3 号 

学校設置者変更認可申請書 
随時 ２ P17 

学校法人設立を併せて行う場合 
法人様式第 1号 

学校法人寄付行為認可申請書 
随時 ７ P222 

既設学校法人が新たな 

設置者となる場合 

法人様式第 2号 
学校法人寄付行為変更認可申請書 

(学校等の設置に係る添付書類) 
随時 ７ P224 

旧設置法人が解散する場合 
法人様式第 3号 

学校法人解散認可申請書 
随時 ７ P228 

学校法人の合併を伴う場合 
法人様式第 4号 

学校法人合併認可申請書 
随時 ７ P229 

※ 随時受け付けているが、私立学校審議会の開催時期に留意して提出すること 
 
３ 学校を廃止しようとするとき 

事務内容 必要様式 提出時期(※) 頁 

共通 
(細則)様式第 2 号 

学校廃止認可申請書 
随時 ２ P16 

学校法人の解散を伴う場合で通

常の解散認可手続による場合 

法人様式第 3号 

学校法人解散認可申請書 
随時 ７ P228 

学校法人の解散を伴う場合で

破産手続の開始による場合 

法人様式第 7号 

学校法人解散届 
随時 ７ P234 

複数校有する法人が一つの学

校を廃止する場合 

法人様式第 2号 
学校法人寄付行為変更認可申請書 

(学校等の廃止に係る添付書類) 
随時 ７ P224 

※ 随時受け付けているが、私立学校審議会の開催時期に留意して提出すること 
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４ 高等学校の課程を変更しようとするとき 
事務内容 必要様式 提出時期 頁 

共通 

法人様式第 2号 
学校法人寄付行為変更認可申請書 

(学校等の設置に係る添付書類) 

設置年度の 

前年度の 7月末日 
７ P224 

課程を設置する場合 
(細則)様式第 4 号 
全日制(定時制、通信制)課程設置認可申請書 

設置年度の 

前年度の 7月末日 
２ P18 

課程を廃止する場合 
(細則)様式第 5 号 
全日制(定時制、通信制)課程廃止認可申請書 

設置年度の 

前年度の 7月末日 
２ P19 

 
５ 専修学校の課程等を変更しようとするとき 

事務内容 必要様式 提出時期(※) 頁 

共通 

法人様式第 2号 
学校法人寄付行為変更認可申請書 

(学校等の設置に係る添付書類) 
随時 ７ P224 

課程を設置する場合 
(細則)様式第 19 号 
専修学校課程設置認可申請書 

随時 ２ P34 

課程を廃止する場合 
(細則)様式第 20 号 
専修学校課程廃止認可申請書 

随時 ２ P35 

目的を変更する場合 
(細則)様式第 21 号 
専修学校目的変更認可申請書 

随時 ２ P36 

※ 随時受け付けているが、私立学校審議会の開催時期に留意して提出すること 
 
６ 高等学校の学科を変更しようとするとき 

事務内容 必要様式 提出時期 頁 

共通 

法人様式第 2号 
学校法人寄付行為変更認可申請書 

(学校等の設置に係る添付書類) 

設置年度の 

前年度の 7月末日 
７ P224 

学科を設置する場合 
(細則)様式第 5 号の 2 
学科設置認可申請書 

設置年度の 

前年度の 7月末日 
２ P20 

学科を廃止する場合 
(細則)様式第 5 号の 3 
学科廃止認可申請書 

設置年度の 

前年度の 7月末日 
２ P21 

 
７ 専修学校の学科を変更しようとするとき 

事務内容 必要様式 提出時期 頁 

学科を新設する場合 
(細則)様式第 22 号 
専修学校学科設置に係る学則変更届 

随時 ２ P37 

学科を廃止する場合 
(細則)様式第 23 号 
専修学校学科廃止に係る学則変更届 

随時 ２ P38 

 
８ 寄付行為を変更しようとするとき 

事務内容 必要様式 提出時期 頁 

収益事業を始めたい 

法人様式第 2号 
学校法人寄付行為変更認可申請書 

(収益事業開始に係る添付書類) 
随時 ７ P224 

その他の寄付行為の変更

を行いたい 

法人様式第 2号 
学校法人寄付行為変更認可申請書 

(その他の寄付行為変更に係る添付書類) 
随時 ７ P224 
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９ 収容定員を変更しようとするとき 
事務内容 必要様式 提出時期 頁 

幼･小･中･義務･高･中等 
(細則)様式第 5 号の 4 
収容定員学則変更認可申請書 

変更年度の 

前年度の 7月末 
２ P22 

専修学校 
(細則)様式第 9 号 
学則変更届 

随時 ２ P27 

 
10 学校に関する変更をしようとするとき 

事務内容 必要様式 提出時期 頁 

共通 

(寄付行為の変更を伴う場合) 

法人様式第 6号 
学校法人寄付行為変更届 

随時 ７ P233 

学校の目的を変更する場合 

(専修学校を除く) 

(細則)様式第 6 号 
目的変更届 

随時 ２ P24 

学校の名称を変更する場合 
(細則)様式第 7 号 
名称変更届 

随時 ２ P25 

学校の所在地を変更する場合 
(細則)様式第 8 号 
位置変更届 

随時 ２ P26 

学則を変更する場合 

(収容定員に係るものを除く) 

(細則)様式第 9 号 
学則変更届 

随時 ２ P27 

高等学校の広域の通信制課程

に係る学則を変更する場合 

(細則)様式第 5 号の 5 
広域の通信制の課程に係る学
則変更認可申請書 

随時(※) ２ P23 

学校の経費の見積り方法等

を変更する場合 

(細則)様式第 10 号 
経費の見積り及び維持方法変更届 

随時 ２ P28 

※ 随時受け付けているが、私立学校審議会の開催時期に留意して提出すること 
 
11 土地・建物を取得（売却）しようとするとき 

事務内容 必要様式 提出時期 頁 

校地を取得(処分)する場合 
(細則)様式第 13 号 
土地権利取得(処分、現状変更)届 

随時 ２ P31 

校舎を取得(処分)する場合 
(細則)様式第 14 号 
建物権利取得(処分、現状変更)届 

随時 ２ P32 

 
12 法人理事、校長等を変更しようとするとき 

事務内容 必要様式 提出時期 頁 

学校法人の理事長、理事、

監事を変更する場合 

法人様式第 11 号 
役員変更届 

随時 ７ P238 

校長･園長を変更する場合 
(細則)様式第 17 号 
校長決定届 

随時 ２ P33 

(理事が選任できないため) 

仮理事を選任する場合 

法人様式第 12 号 
仮理事選任申請書 

随時 ７ P239 

 
  

- 4 -



13 各証明を受けようとするとき 
事務内容 必要様式 提出時期 頁 

校地･校舎について登録免

許税の免除を受ける場合 

(その他様式） 
校地･校舎等証明申請書 

随時（※） ８ P285 

学校法人に寄付をした人の

税控除を行う場合 

(その他様式） 
特定公益増進法人証明願 

随時（※） ８ P286 

学校法人である旨の証明を

受けたい場合 

(その他様式） 
学校法人証明願 

随時（※） ８ P288 

廃校した学校の卒業証明・

成績証明を受けたい場合 

(その他様式） 
証明書交付申請書 

随時（※） ８ P289 

学校の学則の証明をしたい

場合 

(その他様式） 
学則証明申請書 

随時（※） ８ P291 

学割証の交付を受ける場合 
(その他様式） 
生徒等旅客運賃割引証交付申請書 

随時 ８ P292 

  ※ 証明１件（１筆）につき、手数料が 400 円かかります。現金又は定額小為替で納付して

ください。 

なお、郵送で申請する場合は、返信用封筒（必要分切手を貼付のもの）を手数料と一緒

に同封してください。 

 

14 事故等が生じたとき 

事務内容 必要様式 提出時期 頁 

生徒が事故にあった場合 
(その他様式） 
事故報告書 

随時 ８ P294 

自然災害が発生し、学校・生

徒が被害を受けた場合又は休

校等の措置を行った場合 

(その他様式） 
自然災害（台風、地震、降雪
等）による被害状況報告書 

随時 ８ P295 

学校内でインフルエンザが流

行した場合 

(その他様式） 
インフルエンザ様疾患発生 
状況報告書 

随時 ８ P296 

いじめの重大事態が発生した

場合 

(その他様式） 
私立学校における重大事態の
発生についての報告書 

随時 ５ P248 

いじめの重大事態における調

査結果を報告する場合 

(その他様式） 
私立学校における重大事態の
調査結果についての報告書 

随時 ５ P149 

体罰事案が発生した場合 
(その他様式） 
体罰事案発生報告書 

随時 ５ P171 

修学旅行等で海外に行く場合 
(その他様式） 
海外修学旅行届 

随時 ８ P297 
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私立小・中・高・中等教育学校設置認可及び学校法人設立認可 

に係る手続きスケジュール 

（令和５年４月１日開校の場合） 

 

      ＜申 請 者＞              ＜ 県 ＞ 

 

 

 

  ・設置計画承認申請書提出 

           （締切り） 

 

                    ・申請書の審査 

                     

 

 

                    ・設置計画の承認 

         施            

         設 

         等 

         の 

         整 

         備 

         

 ・寄付行為認可(学校法人の設立認可)申請書提出 

 ・設置認可申請書提出 

           （締切り） 

 

 

                    ・申請書の審査，現地確認等 

 

 

 

 

 

                    ・設置の認可 

 

         生 

         徒 

         募 

         集 

         等 

 

 

・開 校 

3 年 7 月 31 日 

私立学校審議会への付議 

3 年 10 月 

4 年 7 月 31 日 

私立学校審議会への付議 

4 年 9 月 30 日 

5 年 4 月 1 日 
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私立幼稚園設置認可及び学校法人設立認可に係る手続きスケジュール 

（令和５年４月１日開園の場合） 

 

      ＜申 請 者＞              ＜ 県 ＞ 

 

・設置所在地市町村長の意見書 

 （申請までに取得のこと） 

・幼稚園設置計画承認申請書提出 

           （締切り） 

 

 

                    ・申請書の審査 

 

 

 

 

         施           ・設置計画の承認 

         設 

         等 

         の 

         整 

         備 

         

・寄付行為認可(学校法人の設立認可)申請書提出 

・幼稚園設置認可申請書提出 

           （締切り） 

 

 

                    ・申請書の審査，現地確認等 

 

 

 

 

 

                    ・設置の認可 

 

         園 

         児 

         募 

         集 

         等 

 

 

・開 園 

 

4 年 1 月 31 日 

私立学校審議会への付議 

4 年 3 月末 

4 年 7 月 31 日 

私立学校審議会への付議 

4 年 9 月 30 日 

5 年 4 月 1 日 
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私立専修・各種学校設置認可及び学校法人設立認可に係る手続きスケジュール 

（令和５年４月１日開校の場合） 

 

      ＜申 請 者＞              ＜ 県 ＞ 

 

 

 

  ・設置計画承認申請書提出 

           （締切り） 

 

 

                    ・申請書の審査 

 

 

 

 

         施           ・設置計画の承認 

         設 

         等 

         の 

         整 

         備 

         

 ・寄付行為認可(学校法人の設立認可)申請書提出 

 ・設置認可申請書提出 

           （締切り） 

 

 

                    ・申請書の審査，現地確認等 

 

 

 

 

 

                    ・設置の認可 

 

         学 

         生 

         募 

         集 

         等 

 

 

・開 校 

 

4 年 1 月 31 日 

私立学校審議会への付議 

4 年 4 月 

4 年 7 月 31 日 

私立学校審議会への付議 

4 年 9 月 

5 年 4 月 1 日 
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２ 私立学校に係る学校教育法関係の 
諸手続きについて 

  

- 9 -



○私立学校等に係る学校教育法の施行に関する細則 

昭和 38 年 1 月 16 日 

茨城県規則第 5 号 

 
私立学校等に係る学校教育法の施行に関する細則を次のように定める。 
（趣旨） 
第１条 この規則は，学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第19条，第189条及び第190

条の規定に基づき，学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）の規定により私人が

設置する学校（大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。），専修学校及び各種学校について，法，

学校教育法施行令（昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。）及び私立学校法（昭和24年

法律第270号）の規定に基づいてなすべき認可の申請及び届出の手続に関し，必要な事項を定める

ものとする。 

（設置廃止等の認可の申請） 
第２条 法第4条第1項の規定による認可を受けようとする者は，次の各号に掲げる区分に従い，そ

れぞれ当該各号に定める様式による申請書正副2部を提出しなければならない。 

（1） 学校の設置をしようとするとき。                    様式第1号 

（2） 学校の廃止をしようとするとき。                    様式第2号 

（3） 学校の設置者の変更をしようとするとき。                様式第3号 

（4） 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）の全日制の課程，定時制の課程

又は通信制の課程の設置をしようとするとき。               様式第4号 

（5） 高等学校の全日制の課程，定時制の課程又は通信制の課程の廃止をしようとするとき。 

 様式第5号 

（6） 高等学校の学科の設置をしようとするとき。                          様式第5号の2 

（7） 高等学校の学科の廃止をしようとするとき。                          様式第5号の3 

（8） 学校の収容定員に係る学則の変更をしようとするとき。                様式第5号の4 

（9） 高等学校の広域の通信制の課程に係る学則の変更をしようとするとき。  様式第5号の5 

（変更等の届出） 
第３条 施行令第27条の2第1項の規定による届出は，次の各号に掲げる区分に従い，それぞれ当該

各号に定める様式による届け書を提出して行うものとする。 

（1） 目的の変更をしようとするとき。                    様式第6号 

（2） 名称の変更をしようとするとき。                    様式第7号 

（3） 位置の変更をしようとするとき。                    様式第8号 

（4） 学則の変更（高等学校の広域の通信制の課程に係るもの及び収容定員に係るものを除く。）

をしようとするとき。                          様式第9号 

（5） 学校の経費の見積り及び維持方法の変更をしようとするとき。       様式第10号 

（6） 高等学校の専攻科又は別科の設置をしようとするとき。          様式第11号 

（7） 高等学校の専攻科又は別科の廃止をしようとするとき。                  様式第12号 

（8） 校地，運動場その他直接，保育又は教育の用に供する土地に関する権利を取得し，若しく

は処分しようとするとき又は用途の変更を加えようとするとき。          様式第13号 

（9） 校舎その他直接，保育又は教育の用に供する建物に関する権利を取得し，若しくは処分し

ようとするとき又は用途の変更，改築等により，これらの現状に重要な変更を加えようと

するとき。                                                          様式第14号 

（校長の届出） 
第４条 法第10条の規定による届出は，様式第17号による届け書を提出して行うものとする。 
第５条 削除 
第６条 削除 
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（専修学校） 
第７条 法第130条第1項の規定による専修学校の設置廃止又は設置者の変更の認可を受けようとす

る者は，申請書正副2部を提出しなければならない。この場合の申請書の様式については，第2条

第1号から第3号までの規定を準用する。 
2 法第130条第1項の規定による専修学校の高等課程，専門課程又は一般課程の設置廃止又は目的

の変更の認可を受けようとする者は，次の各号に掲げる区分に従い，それぞれ当該各号に定める

様式による申請書正副2部を提出しなければならない。 

（1） 高等課程，専門課程又は一般課程の設置をしようとするとき。        様式第19号 

（2） 高等課程，専門課程又は一般課程の廃止をしようとするとき。              様式第20号 

（3） 目的の変更をしようとするとき。                                         様式第21号 

3 法第131条の規定による専修学校の名称，位置若しくは学則（学科の設置廃止に係るものを除く。）

の変更又は校地，校舎その他直接教育の用に供する土地，建物に関する権利の取得等の届出は，

届け書を提出して行うものとする。この場合の届け書の様式については，第3条第2号から第4号ま

で，第8号及び第9号の規定を準用する。 

4 法第131条の規定による学科の設置廃止に係る学則の変更の届出は，次の各号に掲げる区分に従

い，それぞれ当該各号に定める様式による届け書を提出して行うものとする。 

（1） 学科の設置に伴う学則の変更をしようとするとき。                        様式第22号 

（2） 学科の廃止に伴う学則の変更をしようとするとき。                        様式第23号 

5 法第133条第1項において準用する法第10条の規定による届出は，届け書を提出して行うものと

する。この場合の届け書の様式については，第4条の規定を準用する。 

（各種学校） 

第８条 第2条（第4号から第7号まで及び第9号を除く。）の規定は，法第134条第2項において準用す

る法第4条第1項の規定による各種学校の設置廃止等の認可について，第4条の規定は，法第134条

第2項において準用する法第10条の規定による校長の届出についてそれぞれ準用する。 

2 第3条（第5号から第7号までを除く。）の規定は，施行令第27条の3第1号又は第3号に規定する届

出について準用する。この場合において，第3条第4号中「高等学校の広域の通信制の課程に係る

もの及び収容定員」とあるのは「収容定員」と読み替えるものとする。 

付 則 

1 この規則は，公布の日から施行する。 

2 この規則施行の際，現になされている認可申請，届け出その他の手続きは，この規則の規定によ

りなされたものとみなす。 

付 則（昭和51年規則第13号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（昭和51年規則第69号の2） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成6年規則第54号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成12年規則第128号） 

この規則は，平成12年4月1日から施行する。 

付 則（平成16年規則第69号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成17年規則第116号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成19年規則第107号） 

この規則は，平成19年12月26日から施行する。 

付 則（平成20年規則第3号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成30年規則第2号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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付 則（令和2年規則第83号） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は，調製した残部を限度として所要の補

正を行い使用することができる。 
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様式第10号(第3条第5号関係) 

年  月  日 

 

  茨城県知事    殿 

 

設置者 住 所          

 

氏 名          

 

経費の見積り及び維持方法変更届 

 

  この度    学校の経費の見積り及び維持の方法を変更するので，学校教育法施行

令第27条の2第1項第5号の規定により，関係書類を添えて届け出ます。 

 

 (添付書類) 

 

 1 変 更 の 事 由 

 

 2 変 更 要 項 

 

  (1) 変更前及び変更後の経費の見積り及び維持方法の対照表 

 

  (2) 変 更 の 時 期 

 

 3 変更後2年間の収支予算書 

 

 4 変更に関する決議録の謄本(法人設置の場合に限る｡) 
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様式第11号(第3条第6号関係) 

年  月  日 

 

  茨城県知事    殿 

 

設置者 住 所          

 

氏 名          

 

専 攻 科 (別 科)設 置 届 

 

  この度    高等学校(中等教育学校の後期課程)に    科を設置するので，学

校教育法施行令第27条の2第1項第2号の規定により，関係書類を添えて届け出ます。 

（注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

  様式第1号に準ずること。ただし，学則にあつては変更条文を，施設調書及び校地，

校舎等の配置図にあつては設置専攻科(別科)の使用に係る部分を明示すること。 
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様式第12号(第3条第7号関係) 

年  月  日 

 

  茨城県知事    殿 

 

設置者 住 所          

 

氏 名          

 

専 攻 科 (別 科)廃 止 届 

 

  この度    高等学校(中等教育学校の後期課程)の    科を廃止するので，学

校教育法施行令第27条の2第1項第2号の規定により，関係書類を添えて届け出ます。 

 （注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

  様式第2号に準ずること。 
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様式第13号(第3条第8号，第7条第3項，第8条第2項関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

 

設置者 住 所          

氏 名          

土地権利取得(処分，現状変更)届 

  この度    学校(専修学校，各種学校)について，土地の権利を取得(処分，用途

の変更による現状の変更を)するので，学校教育法施行令第27条の2第1項第6号(学校教

育法第131条，学校教育法施行令第27条の3第3号)の規定により，関係書類を添えて届け

出ます。 

（注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

 1 取得(処分，変更)の事由 

 2 取得(処分，変更)の時期 

 3 取得(処分，変更)の調書 

 (取得又は処分の場合) 

  
地目及び

用 途 

面 積 

(平方メートル) 
所 在 地 所 有 者 権利の種類 

従来の土地           

今回取得す

る 土 地 
          

今回処分す

る 土 地 
          

取得(処分)

後 の 土 地 
          

 (用途の変更による現状の変更の場合) 

  (1) 変更前の用途 

  (2) 変更後の用途 

  (3) 変更する面積         平方メートル 

 4 土地の図面(取得(処分，変更)する部分を朱書すること｡) 

 5 取得(処分)する部分に係る土地の登記事項証明書その他の当該土地の権利関係の書

類（所有権の移転以外の場合にあつては，地上権設定契約書，賃貸借契約書等の謄本

を添えること｡） 

 6 取得(処分，変更)に係る決議録の謄本(法人設置の場合に限る｡) 
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様式第14号(第3条第9号，第7条第3項，第8条第2項関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

 

設置者 住 所          

氏 名          

建物権利取得(処分，現状変更)届 

  この度    学校(専修学校，各種学校)について，建物の権利を取得(処分，用途

の変更等による現状の変更を)するので，学校教育法施行令第27条の2第1項第6号(学校

教育法第131条，学校教育法施行令第27条の3第3号)の規定により，関係書類を添えて届

け出ます。 

 （注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

 1 取得(処分，変更)の事由 

 2 取得(処分，変更)の時期 

 3 取得(処分，変更)の調書 

 (取得，処分又は改築等の場合) 

  種 類 用 途 
面 積 

(平方メートル) 
所 在 地 所有者 

権利の

種 類 

従来の建物             

今回取得又

は改築等を

す る 建 物 

            

今 回 処 分

す る 建 物 
            

取得，処分

又は改築等

後 の 建 物 

            

 (注) 種類の欄には，校舎，体育館，講堂，寄宿舎等の別を，用途の欄には，普通教

室，特別教室，更衣室等の別を様式第1号の添付書類の施設調書に準じて記入する

こと。 

 (用途の変更による現状の変更の場合) 

  (1) 変更前の用途 

  (2) 変更後の用途 

  (3) 変更する面積         平方メートル 

 4 建物の平面図(取得(処分，変更)する部分を朱書すること｡) 

 5 取得(処分)する部分に係る建物の登記事項証明書その他の当該建物の権利関係の書

類(所有権の移転以外の場合にあつては，賃貸借契約書等の謄本を添えること｡) 

 6 取得(処分，変更)に係る決議録の謄本(法人設置の場合に限る｡) 
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様式第17号(第4条，第7条第5項，第8条第1項関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

 

設置者 住 所          

氏 名          

校 長 決 定 届 

  この度    学校(専修学校，各種学校)の校長を決定したので，学校教育法第10条

(第133条第1項において準用する同法第10条，第134条第2項において準用する同法第10

条)の規定により，関係書類を添えて届け出ます。 

 (注) 不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

 1 校長の概要 

氏 名 (男・女) 

生 年 月 日   

住 所   

免許状の種類   

採 用 年 月 日   

資 格 等 学校教育法施行規則第  条該当 

(注) 資格等の欄には，学校教育法施行規則第20条から22条までの規定のうち，該当す

るものを記入すること。 

2 履歴書 

 3 教育職員免許状の写し又は授与証明書(専修学校及び各種学校を除く｡) 

 4 学校教育法第9条各号のいずれかに該当する者でない旨の宣誓書 

 5 5年以上教育に関する職又は教育若しくは学術に関する業務に従事したことの証明書

(専修学校及び各種学校を除く｡) 

 6 前任者がある場合は，その者の氏名，解職年月日及び解職事由 

 7 採用に関する決議録の謄本(法人設置の場合に限る｡) 

 8 学校教育法施行規則第20条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すること

を証する書類(同令第22条の規定による採用の場合に限る。) 
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様式第19号(第7条第2項第1号関係) 

 

年  月  日 

 

   茨城県知事    殿 

 

設置者 住 所          

氏 名          

 

専修学校課程設置認可申請書 

 

  この度    専修学校に    課程を設置したいので，学校教育法第130条第1項

の規定により，関係書類を添えて申請します。 

  

 (添付書類) 

  様式第1号に準ずること。ただし，学則にあつては変更条文を，施設調書及び校地，

校舎等の配置図にあつては設置課程の使用に係る部分を明示すること。 
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様式第1号(第2条第1号，第7条第1項，第8条第1項関係) 

年  月  日 

  茨城県知事  殿 

設置者 住 所          

氏 名          

学校(専修学校，各種学校)設置認可申請書 

  この度  学校(専修学校，各種学校)を設置したいので，学校教育法第4条第1項(第

130条第1項，第134条第2項において準用する同法第4条第1項)の規定により，関係書類

を添えて申請します。 

 

 （注）不要の文字は，抹消すること。 

 

 (添付書類) 

 1 設 置 趣 意 書 

 2 設 置 要 項 

  (1) 目 的 

  (2) 名 称 

  (3) 位 置 

  (4) 経費の見積り及び維持の方法 

  (5) 開 設 の 時 期 

 3 学 則 (2部) 

 4 寄付行為，定款又は規則，法人の登記事項証明書及び設置に関する決議録の謄本(法

人設置の場合に限る｡) 

 5 設置者(法人にあつては代表者)の履歴書及び身分証明書 

 6 設置者の資産調書(土地，建物，預金その他重要な財産に関する権利を証明する書類) 

 7 設置後2年間の事業計画書及び収支予算書 

 8 校地及び校舎等の権利関係の書類(借用の場合にあつては貸借契約書の謄本を添える

こと｡) 

 9 施 設 調 書 

  (1) 校 地 

総 面 積 平方メートル 

種 別 所 在 地 面 積 
所有，借用

の 別 
備 考 

校舎等敷地   平方メートル     

屋外運動場         

          

          

計         
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  (2) 校 舎 等 

総 面 積                         平方メートル 

種 別 構 造 室 名 数 面 積 
所有，借
用 の 別 

備 考 

校 舎 

  

普 通 教 室 

  平方

メート

ル 

    

  特 別 教 室         

  事 務 室         

  職 員 室         

  保 健 室         

  ○ ○ 室         

  ○ ○ 室         

  ○ ○ 室         

  
便 所 

      大便器  個 
小便器  個 

  廊 下         

  そ の 他         

  小 計         

体育館 

  運 動 場         

  更 衣 室         

  廊 下         

  そ の 他         

  小 計         

講 堂 

  ホ ー ル         

            

            

  小 計         

寄宿舎 

  寮 室         

  便 所         

  廊 下         

  そ の 他         

  小 計         

              

            

計         

 (注) 幼稚園にあつては，校舎の欄中普通教室を保育室，特別教室を遊戯室と読み替え

るものとする。 

 10 校具，教具調書 

品 名 数 量 
評 価 額 

備 考 
単 価 金 額 

          

          

計         

 (注) 幼稚園にあつては，校具を園具と読み替えるものとする。 
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 11 職員組織調書 

職 名 専兼別 氏 名 生年月日 
最終卒業

学 校 名 

免許状の種

類及び教科 
担任教科 

              

              

             

 (注) 各職員の履歴書，免許状の写し又は授与証明書及び学校教育法第9条各号の一に

該当する者でない旨の宣誓書を添えること。 

 

 12 学 級 編 制 表 

課程及び

学 科 名 

第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年 計 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

学級

数 

生徒

数 

                              

                              

計 

                            

 (注) 学年は，幼稚園にあつては，第1学年を1年保育のように，生徒は，幼稚園にあつ

ては幼児と，小学校にあつては，児童と読み替えるものとする。 

 

 13 校地，校舎等の配置図 

 14 校舎等の平面図 

 15 学校付近見取図 

 16 飲料水の水質が無害であることの証明書(上水道を利用する場合は，それを証する

書類) 

 17 照明図(夜間に授業を行う場合に限る｡) 

 18 その他知事が必要とする書類 
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様式第20号(第7条第2項第2号関係) 

年  月  日 

 

  茨城県知事    殿 

 

設置者 住 所          

 

氏 名          

 

専修学校課程廃止認可申請書 

 

  この度    専修学校の    課程を廃止したいので，学校教育法第130条第1項

の規定により，関係書類を添えて申請します。 

  

 (添付書類) 

  様式第2号に準ずること。 
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様式第21号(第7条第2項第3号関係) 

年  月  日 

 

  茨城県知事    殿 

 

設置者 住 所          

 

氏 名          

 

専修学校目的変更認可申請書 

 

  この度    専修学校の目的を変更したいので，学校教育法第130条第1項の規定に

より，関係書類を添えて申請します。 

  

 (添付書類) 

  様式第6号に準ずること。 
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様式第22号(第7条第4項第1号関係) 

年  月  日 

 

  茨城県知事    殿 

 

設置者 住 所          

 

氏 名          

 

専修学校学科設置に係る学則変更届 

 

  この度    専修学校の    課程の    科の設置に伴い，学則を変更する

ので，学校教育法第131条の規定により，関係書類を添えて届け出ます。 

  

 (添付書類) 

 1 変更の事由 

 2 変更要項 

  (1) 変更に係る部分の新旧条文対照表 

  (2) 変更の時期 

 3 新学則(全文。2部) 

 4 変更に関する決議録の謄本(法人設置の場合に限る｡) 

 5 経費及び維持の方法 

 6 その他様式第1号の添付書類中8から18まで(15及び16を除く｡)に掲げるものに準ずる

こと。ただし，施設調書及び校地，校舎等の配置図にあつては，設置学科の使用に係

る部分を明示すること。 
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様式第23号(第7条第4項第2号関係) 

年  月  日 

 

  茨城県知事    殿 

 

設置者 住 所          

 

氏 名          

 

専修学校学科廃止に係る学則変更届 

 

  この度    専修学校の    課程の    科の廃止に伴い，学則を変更する

ので，学校教育法第131条の規定により，関係書類を添えて届け出ます。 

 

 (添付書類) 

  様式第2号に準ずること。 
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様式第2号(第2条第2号，第7条第1項，第8条第1項関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

設置者 住 所          

 

氏 名          

学校(専修学校，各種学校)廃止許可申請書 

  この度  学校(専修学校，各種学校)を廃止したいので，学校教育法第4条第1項(第

130条第1項，第134条第2項において準用する同法第4条第1項)の規定により，関係書類

を添えて申請します。 

（注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

 1 廃 止 事 由 

 2 廃 止 要 項 

  (1) 名 称 

  (2) 位 置 

  (3) 廃止の時期 

  (4) 生徒の処置方法 

  (5) 教職員の処置方法 

  (6) 財産の処置方法 

  (7) 生徒指導要録の引継方法 

 3 廃止に関する決議録の謄本(法人設置の場合に限る｡) 

 4 その他知事が必要とする書類 
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様式第3号(第2条第3号，第7条第1項，第8条第1項関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

旧設置者 住 所 

氏 名        印 

新設置者 住 所 

氏 名        印 

学校(専修学校，各種学校)設置者変更認可申請書 

  この度    学校(専修学校，各種学校)の設置者を変更したいので，学校教育法第

4条第1項(第130条第1項，第134条第2項において準用する同法第4条第1項)の規定により，

関係書類を添えて申請します。 

 (注) 1 自筆による署名をする場合は，押印を省略することができる。 

    2 不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

 1 変更理由及び変更年月日 

 2 設置者変更要領 

事 項 変 更 前 変 更 後 

(1) 目 的     

(2) 名 称     

(3) 位 置     

(4) 学 則 (別紙のとおり｡) (別紙のとおり｡) 

(5) 経費の見積り及び維持方法 
(別紙収支予算書のとお

り｡) 

(別紙収支予算書のとお

り｡) 

 (注) 変更後の収支予算書は，変更後2年間のものとする。 

 

 3 新設置者の寄付行為，定款又は規則，登記事項証明書及び変更に関する決議録の謄

本(法人設置の場合に限る｡) 

 4 新設置者(法人にあつては代表者)の履歴書及び身分証明書 

 5 新設置者の資産調書(土地，建物，預金その他重要な財産に関する権利を証明する書

類) 

 6 その他知事が必要とする書類 
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様式第4号(第2条第4号関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

設置者 住 所 

氏 名          

全日制(定時制，通信制)課程設置認可申請書 

  この度    高等学校(中等教育学校の後期課程)に全日制(定時制，通信制)の課程

を設置したいので，学校教育法第4条第1項の規定により，関係書類を添えて申請しま

す。 

（注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

  様式第1号に準ずること。ただし，学則にあつては変更条文を，施設調書及び校地，

校舎等の配置図にあつては設置課程の使用に係る部分を明示すること。 

- 29 -



様式第5号(第2条第5号関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

設置者 住 所          

氏 名          

全日制(定時制，通信制)課程廃止認可申請書 

  この度    高等学校(中等教育学校の後期課程)の全日制(定時制，通信制)の課程

を廃止したいので，学校教育法第4条第1項の規定により，関係書類を添えて申請しま

す。 

 （注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

 様式第2号に準ずること。 
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様式第5号の2(第2条第6号関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

設置者 住 所          

氏 名          

学 科 設 置 認 可 申 請 書 

  この度    高等学校(中等教育学校の後期課程)の全日制(定時制，通信制)の課程

に    科を設置したいので，学校教育法第4条第1項の規定により，関係書類を添え

て申請します。 

（注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

  様式第4号に準ずること。 
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様式第5号の3(第2条第7号関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

設置者 住 所          

氏 名          

学科廃止認可申請 書 

  この度    高等学校(中等教育学校の後期課程)の全日制(定時制，通信制)の課程

の    科を廃止したいので，学校教育法第4条第1項の規定により，関係書類を添

えて申請します。 

 

（注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

 様式第2号に準ずること。 
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様式第5号の4(第2条第8号関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

設置者 住 所          

氏 名          

収容定員に係る学則変更認可申請書 

  この度    学校(各種学校)の収容定員に係る学則の変更をしたいので，学校教育

法第4条第1項(第134条第2項において準用する同法第4条第1項)の規定により，関係書

類を添えて申請します。 

 （注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

 1 変更の事由 

 2 変 更 要 項 

  (1) 変更に係る部分の新旧条文対照表 

  (2) 変更の時期 

 3 変更後の学則(全文。2部) 

 4 変更に関する決議録の謄本(法人設置の場合に限る｡) 

 5 経費の見積り及び維持の方法 

 6 その他様式第1号の添付書類中8から18まで(15及び16を除く｡)に掲げるものに準ずる

こと。ただし，「施設調書」，「校具，教具調書」，「職員組織調書」，「学級編制

表」，「校地，校舎等の配置図」及び「校舎等の平面図」にあつては，定員の変更に

係る部分を明示すること。 
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様式第5号の5(第2条第9号関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

設置者 住所 

氏名          

広域の通信制の課程に係る学則変更認可申請書 

  この度  高等学校(中等教育学校の後期課程)の広域の通信制の課程に係る学則の変

更をしたいので，学校教育法第4条第1項の規定により，関係書類を添えて申請します。 

  

（注）不要の文字は，抹消すること。 

  

(添付書類) 

 1 変更の事由 

 2 変 更 要 項 

  (1) 変更に係る部分の新旧条文対照表 

  (2) 広域の通信制の課程に係る教育区域の状況の新旧比較表 

  (3) 協力校等の施設・設備及び教育計画の概要 

  (4) 変更後の定員配分計画 

  (5) 変更時期 

 3 変更後の学則(全文。2部) 

 4 変更に関する決議録の謄本 

 5 経費の見積り及び維持の方法 

 6 その他様式第1号の添付書類中8から18まで(15及び16を除く｡)に掲げるものに準ずる

こと。ただし，「施設調書」，「校具，教具調書」，「職員組織調書」，「学級編制

表」，「校地，校舎等の配置図」及び「校舎等の平面図」にあつては，変更に係る部

分を明示すること。 
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様式第6号(第3条第1号，第8条第2項関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

設置者 住 所          

氏 名          

目 的 変 更 届 

  この度    学校(各種学校)の目的を変更するので，学校教育法施行令第27条の2

第1項第1号(第27条の3第1号)の規定により，関係書類を添えて届け出ます。 

 

（注）不要の文字は，抹消すること。 

 

 (添付書類) 

 1 変 更 の 事 由 

 2 変 更 要 項 

  (1) 変更前の目的 

  (2) 変更後の目的 

  (3) 変更の時期 

 3 変更に関する決議録の謄本(法人設置の場合に限る｡) 
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様式第7号(第3条第2号，第7条第3項，第8条第2項関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

設置者 住 所          

氏 名          

名 称 変 更 届 

  この度    学校(専修学校，各種学校)の名称を変更するので，学校教育法施行令

第27条の2第1項第1号(学校教育法第131条，学校教育法施行令第27条の3第1号)の規定

により，関係書類を添えて届け出ます。 

 （注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

 1 変 更 の 事 由 

 2 変 更 要 項 

  (1) 変更前の名称 

  (2) 変更後の名称 

  (3) 変更の時期 

 3 変更に関する決議録の謄本(法人設置の場合に限る｡) 
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様式第8号(第3条第3号，第7条第3項，第8条第2項関係) 

年  月  日 

  茨城県知事    殿 

設置者 住 所          

氏 名          

位 置 変 更 届 

  この度    学校(専修学校，各種学校)の位置を変更するので，学校教育法施行令

第27条の2第1項第1号(学校教育法第131条，学校教育法施行令第27条の3第1号)の規定

により，関係書類を添えて届け出ます。 

 （注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

 1 変 更 の 事 由 

 2 変 更 要 項 

  (1) 変更前の位置 

  (2) 変更後の位置 

  (3) 変更の時期 

 3 校地，校舎等の配置図(変更前と変更後のもの) 

 4 校舎等の平面図(変更前と変更後のもの) 

 5 学校付近見取図(変更前と変更後のもの) 

 6 様式第1号による施設調書(変更後のもの) 

 7 校地及び校舎等の権利関係の書類(変更後のもの。借用の場合にあつては貸借契約書

の謄本を添えること｡) 

 8 飲料水の水質が衛生上無害であることの証明書(上水道を利用する場合は，それを証

する書類) 

 9 照明図(夜間に授業を行う場合に限る｡) 

 10 変更に関する決議録の謄本(法人設置の場合に限る｡) 
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様式第9号(第3条第4号，第7条第3項，第8条第2項関係) 

年  月  日 

 

  茨城県知事    殿 

 

設置者 住 所          

 

氏 名          

 

学 則 変 更 届 

 

  この度    学校(専修学校，各種学校)の学則を変更するので，学校教育法施行令

第27条の2第1項第1号(学校教育法第131条，学校教育法施行令第27条の3第1号)の規定に

より，関係書類を添えて届け出ます。 

（注）不要の文字は，抹消すること。 

 (添付書類) 

 1 変 更 の 事 由 

 2 変 更 要 項 

  (1) 変更に係る部分の新旧条文対照表 

  (2) 変更の時期 

 3 新学則(全文。2部) 

 4 変更に関する決議録の謄本(法人設置の場合に限る｡) 
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３ 私立学校の設置認可等に関する 
手続きについて  
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私立学校の設置等の認可申請手続きに関する要項 

 
（趣旨） 
第１条 この要項は，私立学校（私立の小学校，義務教育学校，中学校，中等教育学校，

高等学校，幼稚園，専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。）の設置及び収容定員の変

更の認可の申請の手続に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置計画の承認申請） 

第２条 私立学校を設置しようとする者（各種学校が専修学校となる場合における当該専

修学校を設置しようとする者を除く。第５条第１項において同じ。）は，次表に掲げる期

日までに，知事に申請しなければならない。 

設 置 し よ う と す る 

学 校 の 種 類 
申 請 期 日 

小学校，義務教育学校，

中学校，中等教育学校又

は高等学校 

当該学校を設置しようとする年度（以下「開設年度」という。）

の前々年度の７月３１日 

幼稚園，専修学校又は各

種学校 
開設年度の前々年度の１月３１日 

２ 私立幼稚園を設置しようとする者は，前項の規定による申請をする際に，設置しよう

とする所在地の市町村長の意見書を添付しなければならない。 
 
（私立学校審議会の意見調整） 
第３条 知事は，前条第１項に規定する設置計画の承認を行うときは，あらかじめ，私立

学校審議会に意見を聴かなければならない。 
 
（施設及び設備の整備） 
第４条 施設及び設備の整備は，第２条第１項に規定する設置計画の承認を受けた後にお

こなわなければならい。 

２ 施設及び設備は，原則として，開設年度（収容定員の変更の場合にあっては，収容定

員を変更しようとする年度（以下「収容定員変更年度」という。）の前年度の９月３０日

までに整備しなければならない。 
 
（設置等に係る認可申請） 
第５条 私立学校の設置の認可を受けようとする者（第２条第１項に規定する設置計画の

承認を受けた者に限る。）は，私立学校等に係る学校教育法の施行に関する細則（昭和３

８年茨城県規則第５号。以下「細則」という。）に定めるところにより，開設年度の前年

度の７月３１日までに知事に申請しなければならない。 

２ 私立学校（専修学校を除く。）の収容定員の変更の認可を受けようとする者は，細則に

定めるところにより，収容定員変更年度の前年度の７月３１日までに，知事に申請しな

ければならない。 

３ 第２条第２項の規定は，私立幼稚園の収容定員変更（収容定員を増加する場合に限る。）

の認可の申請に準用する。 

 

付 則 

１ この要項は，昭和６２年７月１日から適用する。 

２ 昭和６２年６月３０日現在において，従前の規定により，私立学校の設置又は収容定

員変更の計画の承認申請の手続がなされているものについては，この要項の規定にかか

わらず，なお従前の例による。 

付 則 
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１ この要項は，平成１９年４月１日から適用する。 

２ この要項の適用の日において既に幼稚園の設置又は収容定員の変更（定員増の場合に

限る。）の申請がなされているものに係る第２条第２項の規定の適用については，同項中

「市町村長の意見書」とあるのは，「市町村の幼児施設設置協議会（当該市町村に幼児施

設設置協議会が設置されていない場合は，当該市町村の長並びに当該市町村内に存ずる

他の幼稚園及び民間保育所の設置者）の同意書」とする。 

付 則 

１ この要項は，平成２８年４月１日から適用する。 

付 則 

１ この要項は，令和３年１月２０日から適用する。 
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様式第１号 

  年  月  日 

 

 

茨城県知事   殿 

 

                    申請者  住所（所在地） 

                           氏名（理事長名）        

 

学校（専修学校，各種学校）設置計画承認申請書 

 

 この度，   学校（専修学校，各種学校）を設置したいので，関係書類を添えて申請いたします。 

 

 （注）不要の文字は，抹消すること。 

 

 （添付書類） 

 １ 設立趣意書 

２ 設置要項 

（１）目 的 

（２）名称及び設置者（代表者） 

（３）位 置 

（４）経費の見積り及び維持の方法 

（５）開設の時期，収容定員及び学級編成 

３ 学校法人の設立決議録謄本（既設学校法人については，学校設置に係る理事会･評議員会の決議録謄本） 

４ 設置者代表者の権限証明書（様式１）（既設学校法人については，学校法人の登記事項証明書） 

５ 設置者代表者の履歴書，身分証明書（既設学校法人については，理事長の履歴書） 

６ 設置者の資産調書（土地，建物，預金並びにその他重要な財産に関する権利を証明する書類，既設学校

法人については，直近の財産目録） 

７ 学校用地の取得方法を記載した書類（様式２） 

８ 学校付近の見取り図 

９ 校地，校舎等の配置図及び平面図（面積積算表を添付すること。） 

10 校長予定者の履歴書，学校教育法第9条の各号に該当しない者であることを誓約する書面（様式３），教

育職員免許状の写し又は同等の資質を有することを証明する書類 

11 学校設置に要する経費・財源調書（様式４），負債償還計画表（様式４－２） 

12 施設設備等関係書類（様式５） 

13 設置に係る資産等の確認書類 

（１）学校設置経費財源調達調書（様式６） 

（２）学校開設年度の経常的経費準備金財源調達調書（様式７） 

（３）生徒納付金等調書（様式８） 

14  幼稚園を設置する場合における付属書類 

 (１) 設置しようとする市町村内の既設の幼稚園及び保育所の位地を表示した市町村全図 

（２）設置しようとする市町村の首長の意見書の写 

（３）設置しようとする市町村の人口及び幼児数等調書（様式９） 

15 その他知事が必要と認める書類 
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様式１ 
  

設 立 代 表 者 の 権 限 証 明 書 
 
 

 学校法人     学園の設立代表者に（          ）を選任し

たことを証明する。 
 
 
 
 
 
 
                     （設立発起人） 
                       住 所 
                            氏 名         
 
                       住 所 
                       氏 名         
 
                       住 所 
                       氏 名         
 
                       住 所 
                       氏 名         
 
         
 

 (注)設立発起人の履歴書を添付すること 
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様式２ 

学校用地の取得方法を記載した書類 

 

用途 所在地（市町村，大字，地番） 地目 面積(㎡） 所有者名 取得方法 取得時期 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

１ 用途については，学校完成後の予定用途を記入すること（校舎敷地，校庭敷地等） 

２ 各地番ごとの登記所の証明書を添付すること 

３ 取得方法については，「寄付」，「売買」等と記載し，「借用」による場合には，その旨を記載する

こと。 

４ 取得時期については，既に取得している場合には，取得した実年月日を，これから取得する場合

には取得を予定する年月を記載すること。なお，借用を予定している場合には，借地の開始予定

年月日を記載すること。 

５ 既に土地を取得又は借用している場合にあっては，土地売買契約書又は土地賃貸借契約書等の謄

本を添付すること。 
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様式３ 
 

学校教育法第９条各号に該当しない者であることを誓約する書面  

 

誓  約  書  
 
 
        学校の校長就任予定者である      に
ついて，次のいずれにも該当していないことを誓約します。  
 
 
１ 成年被後見人又は被保佐人  
 
２ 禁錮以上の刑に処せられた者  
 
３ 教育職員免許法第１０条第１項第２号又は第３号に該当

することにより免許状がその効力を失い，当該失効の日か
ら３年を経過しない者  

 
４ 教育職員免許法第１１条第１項から第３項までの規定に

より免許状取上げの処分を受け，３年を経過しない者  
 
５ 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下

に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その
他の団体を結成し，又はこれに加入した者  

 
 
 
         年   月    日  
 
  茨城県知事   殿  
 
 
 
          学校法人  
 
          理事長（設立代表者）  
 
 

 ※「学校法人」は，寄付行為認可申請を行う場合においては，設立しようと

する学校法人の名称とすること。 

 ※「設立代表者」は，合併認可申請を行う場合においては合併しようとする

各学校法人の理事長，組織変更認可申請を行う場合においては組織を変更

しようとする学校法人の理事長とすること。 
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様式４ 

学校設置に要する経費・支払計画調書                   単位：千円 

取得等年度 
区分 

年度 年度 開設年度 年度 所要経費 
合  計 

支 払 計 画 
（支 払 時 期） 所要経費 経費等内訳 所要経費 経費等内訳 所要経費 経費等内訳 所要経費 経費等内訳 

学 
 

校 
 

設 
 

置 
 

経 
 

費 

校  地 
 

（うち造成費） 

 
 

（    ） 

取得面積  ㎡ 
買取先   外 
 ○    名 

        

校
舎
建
設
費  

校  舎 
 

 
 

建築面積  ㎡ 
構造 

        

体育館 
 

 建築面積  ㎡ 
構造         

その他施設費 
 

 建築面積  ㎡ 
構造         

校舎建設費合計 
  

        

図  書  
一般教育図書 冊 
専 門 図 書  冊         

教  具  ○ 外 ○ 点         

校  具  ○ 外 ○ 点         

備  品  ○ 外 ○ 点         

その他  ○ 外 ○ 点         

計           

経常的経費           

合計           

（注） １. 経常経費は，学校法人会計基準の資金収支計算書の人件費，教育研究経費，管理経費及び設備経費の合計額を記入すること。 
    ２. 特殊な場合を除き，開設年度以降に計上されることはない。 
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  負 債 償 還 計 画 表                      様式４－２ 

表１ 要項第 2 条第 2 号，第 3 号，第 5 条第 1 号,第 2 号関係 
単位：千円 

区分 借入先 
当初借入 
金  額 

借入年月日 
返済期間

及び利率 

申請前年度

末まで（設立

申請時）の償

還額 

申請前年度

末（設立申

請時）現在

の残高 

借入金に対する返済計画（元金償還額＋利息支出額） 借入金の使途等 

申請年度 開設年度 年度 年度 年度 年度 

申
請
前
年
度
末
の
負
債
残
高 

日本私学振

興・共済事

業団 

千円 
 

○年 
○月○日 

○年 ％ 
（据置 年） 

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 使途： 
抵当： 

            

○○銀行             

(学校債)             

小計             

申
請
年
度
以
降

の
借
入
予
定 

             

             

小計             

合  計（A）             

年度末残高（元金＋利息）        

帰  属  収  入（B）        

帰属収入に対する負債償還額（元金＋利息）の割合  A／B 
％ 

 
％ 
 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

％ 
 

 
表 2 要項第 5 条第 3 号関係                                                                   単位；千円 
 

帰属収入（①） 
借入金等返済支出

（②） 
借入金等利息支出（③） 

負債償還合計（④） 負債償還率 
（④ / ①） 

短期借入金への償還

額を除く負債償還率 （②＋③） うち短期借入金 

申請前年度      ％ ％ 

（注）１ 法人全体の負債(申請年度以後に予定している負債,短期借入金等を含む。)についての償還計画を年度毎に記入すること。 
    ２ 負債の償還が完了する年度まで欄を追加して作成すること。 
    ３ 「借入金に対する返済計画」の項には，元金償還額と利息支出額の合計額を記載すること。 
    ４ 「帰属収入に対する負債償還額（元金＋利息）の割合」の欄は，小数点第 1 位（小数点第 2 位切り捨て）まで記入すること。 

５ 表２は既設学校法人が新たに学校を新設する場合に記載するものとし,申請前年度決算の帰属収入に占める負債償還額の合計額の割合を求めること。 
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（様式５） 

施 設 設 備 等 調 書 

 
 

１ 校 地 

種  別 所   在   地 面  積 所有・借用の別 備 考 
校舎等敷地     
運 動 場     

  ㎡   
     
計     

 
 

２ 校舎等 

種  別 構  造 室 等 名 数 面  積 備 考 

校 舎 

 普 通 教 室  ㎡  
 特 別 教 室    
 事 務 室    
 職 員 室    
          室    
          室    
          室    
          室    
 便       所   大便器  個 ・ 小便器  個 
 そ  の  他    

計    

体育館 

 運 動 場    
 更 衣 室    
          室    
 そ の 他    

計    

講 堂 

 ホ ー ル    
     
     

計    

 

     
     
     

計    

 

     
     
     

計    
合     計    
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３ 校具及び教具 

品   名 数  量 
評   価   額 

備    考 
単  価 金  額 

  円 円  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

計     
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４ 教 職 員 組 織 調 書                                 様式 ５－２号 

 

職 名 
専任 
兼任 
の別 

氏   名 生年月日 

最  終  学  歴 
免許等の 
種類及び 
教科 

教 育 関 連 業 務 関 係 
担 当 
教科名 学校名・学部・学科名 修業 

年限 卒業年月日 内     容 年数 
計 
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様式６ 
学校設置経費財源調達調書 

 
年度区分 年度 年度 開設年度 年度 計 

設置経費 A 
千円 千円 千円 千円 千円 

（うち校舎等建設費）B      

寄附金収入      

補助金収入      

利子収入      

その他収入      

      

      

      

      

      

      

      

自己財源収入計

C 
     

借入金収入 D      

校舎建設費に占める

借入金割合 D／B 
     

総計（C＋D）      

（注）１. 特殊な場合を除き，開設年度以降に計上されることはない。 
   ２. 学校設置費の財源には，日本私学振興・共済事業団から校舎等建設費（校舎等建設費の１／２を限度）に

充てるために借り入れた借入金を除き，借入金等の負債は充てない。 
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様式７ 
学校開設年度の経常的経費準備金財源調達調書 

 
年度区分 年度 年度 開設年度 計 備考 

開設年度の経常的経費         千円 × １/３（１/２) ＝        千円（最小準備金） 

○○収入 
千円 千円 千円 千円  

○○収入      

○○収入      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計      

（注）１ 経常的経費は，学校法人会計基準の資金収支計算書の人件費，教育研究費，管理経費及び設備経費の合計額とする。 

    ２ 特殊な場合を除き，開設年度以降に計上されることはない。 

     ３  経常的経費の財源には，借入金等の負債は充てない。 
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様式８ 

生  徒  納  付  金  等  調  書 

（単位：円） 

年 

度 

予定生徒数 

生 徒 納 付 金 経 常 的 経 費 差  引  額 （J)の数が負数

の場合の補填財

源 
納付金名称 

生徒１人当たり

納付金年額（Ｃ） 

収入見込額(A)又

は(B)×(C) 
費  目 所 要 額 

生徒１人当たり経費

(E)/(B)（Ｆ） 

総額 

(D)－(E)（Ｊ） 

生徒１人当たり 

（C)／（B）－(F) 

開

設

年

度 

入学予定者数 入 学 金   0  人 件 費   

#DIV/0! 0  #DIV/0! 

  

   人 A 
入学時その他
納付金 

  0  教育研究経費   

在籍予定 

生徒数 

授 業 料   よ 管 理 経 費   

施 設 費    0  設備費   

   人 B その他納付金   0      

計（D）0  0  計（E） 0  #DIV/0!   

  

入学予定者数 入 学 金   0  人 件 費   

 0  #DIV/0! 

  

   人 A 
入学時その他
納付金 

  0  教育研究経費   

在籍予定 

生徒数 

授 業 料   よ 管 理 経 費   

年

度 

施 設 費    0  設備費   

   人 B その他納付金   0      

計（D）00  0  計（E）  
0 

#DIV/0! 
  

  

入学予定者数 入 学 金   0  人 件 費   

 0  #DIV/0! 

  

   人 A 
入学時その他
納付金 

  0  教育研究経費   

在籍予定 

生徒数 

授 業 料   0  管 理 経 費   

年

度 

施 設 費    0  設備費   

   人 B その他納付金   0      

計（D）00  0  計（E） 0     

※幼稚園においては入学金を入園料，授業料を保育料と読み替えるものとする。 

※開設年度から完成年度まで年度毎に作成すること。 
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様式９ 

市町村の人口及び幼児数等調書 

（注） １ この表は，過去５年間の状況を記入すること。 

      ２ 「対前年度増加率」欄は，当該年度の人口数を前年度の人口数で除して得た小数点以下第４位までの数を記入すること。 

      ３ 「就園等幼児数」は，幼稚園及び保育所への実就園等幼児数を記入すること。 

          ４ 「就園等率」欄は，就園等幼児数を各年齢時の数で除して得た少数点以下第３位までの数を記入すること。 

区分 年度 

４月１日現在の 

人 口 の状 況 

４月１日現在の幼児等の状況     年５月１日現在の既設の幼稚園及び保育所の状況 

０歳 児 １歳 児 ２歳 児 

３歳児 ４歳児 ５歳児 

幼児数

計 

当該学区内の幼稚

園保育所の名称 

３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

人口数 
対前年 

増加率 

３歳

児の

数 

就園

等幼

児数 

就園

率等 

４歳

児の

数 

就園

等幼

児数 

就園

率等 

５歳

児の

数 

就園

等幼

児数 

就園

率等 

収容

定員 
実員 

収容

定員 
実員 

収容

定員 
実員 

収容

定員 
実員 

○○○小

学校通学

区 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

平均                              計                 

○○○小

学校通学

区 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

平均                              計                 
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４ 私立幼稚園等関係規程・通知 
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私立幼稚園設置に関する要項 

 

 （趣旨） 

第１条 幼稚園の設置については，幼稚園設置基準（昭和 31年文部省令第 32号。以下「設置基準」と

いう。）に定めるもののほか，この要項の定めるところによる。 

 （設置者） 

第２条 設置者は，学校法人とする。ただし，幼児教育の振興上知事が必要と認めた場合は，この限り

でない。 

２ 設置者の主たる構成員は，教育に関する識見を有し，かつ，幼稚園を管理することが適当と認めら

れる者で，学校教育法（昭和 22 年法律第 26号）第 9条各号に該当しない者でなければならない。 

 （園地面積） 

第３条 園地面積は，園舎の建築面積に運動場の面積を加えて得た面積以上とする。 

 （教職員） 

第４条 養護教諭若しくは養護助教諭又は事務職員を置かない幼稚園にあっては，養護又は事務を担当

する者を定めなければならない。 

 （教育上適切な環境の意義） 

第５条 設置基準第 7条第 1項に規定する教育上適切な環境とは，おおむね次に掲げるものをいう。 

(1) 幼稚園の付近に当該幼稚園の教育環境を著しく害するおそれがある旅館，遊戯場等の施設がない

こと。 

(2) 幼稚園の付近に園児の教育上又は保健衛生上著しく害のある騒音，煤煙，悪臭等をもたらす工場

等の施設がないこと。 

(3) 幼児教育の機会均等，幼児教育の充実等の見地から，隣接の幼稚園又は保育所との配置が適正で

あること。 

 （保育室等の面積） 

第６条 保育室の面積は，子ども 1人につき 1.98 平方メートル以上とする。 

 （飲料水に関する証明） 

第７条 設置基準第 9条第 4項に規定する飲料水に関する証明は，保健所長の証明（上水道の場合にあ

っては，上水道使用証明書）とする。 

 （収容定員の変更等に係る園地等の面積） 

第８条 収容定員を変更する場合における当該変更後の園地面積については，第 3条の規定を準用する。 

２ 収容定員の変更等に伴い新たに増設する保育室の面積については，第 6条の規定を準用する。 

（設置認可に係る資産等の審査基準） 

第９条 幼稚園の設置認可に係る資産等の審査基準は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 設置する幼稚園の設備（賃貸借等によることが適当であると認められる設備を除く。），園舎及び

園地は，負担付又は借用のものでないこと。ただし，次のいずれかに該当する場合で，かつ，教育

上支障がないときは，この限りでない。 

 ア 国又は地方公共団体から借用する場合 

イ 国又は地方公共団体以外の者から借用する場合にあっては，２０年以上の長期にわたり安定し

て使用できる保証がある場合 

(2) 幼稚園設置に要する経費（以下「設置経費」という。）の財源には，原則として，借入金その他の

負債を充てないこと。ただし，日本私立学校振興・共済事業団が行う貸付を受ける場合であって園

舎建築費の 2分の 1の範囲内の額の借入金を充てるときは，この限りでない。 

(3) 幼稚園の経営に必要な運用財産として，開設年度の経常的経費（人件費，教育研究経費，管理経

費及び設備経費をいう。以下同じ。）の 3分の 1以上に相当する資金を保有すること。この場合にお

いて，当該運用財産の財源には，借入金その他の負債を充てないこと。 

(4) 設置経費及び前号に規定する運用財産は，原則として，認可申請時において，収納されているこ

と。 
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(5) 幼稚園の経営については，毎年度の経常的支出に対し，授業料等の経常的収入で収支の均衡が保

てるものであること。 

(6) 幼稚園の完成年度（全学年の生徒等が在籍することとなる年度をいう。）までの各年度の経常的経

費の財源には，原則として，借入金その他の負債を充てないこと。 

 

   付 則 

１ この要項は，平成 19年 4月 1日から適用する。 

２ この要項による改正前の茨城県私立幼稚園設置に関する要項（昭和 51年 4月 1日制定）の施行前に

設置の認可を受けた幼稚園の園地面積並びに保育室及び遊戯室の面積については，第 3条及び第 7条

の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず，同項に規定する幼稚園が収容定員の変更等に伴い園地を拡張し，又は保

育室若しくは遊戯室を新設する場合におけるそれらの施設の面積については，第 3条又は第 7条の規

定を適用する。 

   付 則 

この要項は，平成 27年 4月 1日から適用する。 

   付 則 

１ この要項は，平成 30年 1月 1日から適用する。 

２ 適用日前に学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第４条第１項の規定に基づき，設置の認可を受

けた幼稚園の既存施設の保育室の面積については，第 6条の規定にかかわらず，なお従前の例による

（1室につき 53平方メートル以上とする。）。 
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昭和三十一年文部省令第三十二号

幼稚園設置基準

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三条の規定に基き、幼稚園設置基準を次のよう

に定める。

目次

第一章 総則（第一条・第二条）

第二章 編制（第三条—第六条）

第三章 施設及び設備（第七条—第十二条）

第四章 雑則（第十三条）

附則

第一章　総則

（趣旨）

第一条　幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）に定めるも

ののほか、この省令の定めるところによる。

（基準の向上）

第二条　この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであ

るから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。

第二章　編制

（一学級の幼児数）

第三条　一学級の幼児数は、三十五人以下を原則とする。

（学級の編制）

第四条　学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とす

る。

（教職員）

第五条　幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭又は教諭

（次項において「教諭等」という。）を一人置かなければならない。

２　特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数

の三分の一の範囲内で、専任の助教諭若しくは講師をもつて代えることができる。

３　専任でない園長を置く幼稚園にあつては、前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、教諭、

助教諭又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師を一人置くこ

とを原則とする。

４　幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができ

る。

第六条　幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くよ

うに努めなければならない。

第三章　施設及び設備

（一般的基準）

第七条　幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければなら

ない。

２　幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければなら

ない。

（園地、園舎及び運動場）

第八条　園舎は、二階建以下を原則とする。園舎を二階建とする場合及び特別の事情があるため園

舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第一階に置かなけれ
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ばならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、こ

れらの施設を第二階に置くことができる。

２　園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

３　園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。

（施設及び設備等）

第九条　幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるとき

は、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

一　職員室

二　保育室

三　遊戯室

四　保健室

五　便所

六　飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備

２　保育室の数は、学級数を下つてはならない。

３　飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

４　飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。

第十条　幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び

数の園具及び教具を備えなければならない。

２　前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

第十一条　幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。

一　放送聴取設備

二　映写設備

三　水遊び場

四　幼児清浄用設備

五　給食施設

六　図書室

七　会議室

（他の施設及び設備の使用）

第十二条　幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等

の施設及び設備を使用することができる。

第四章　雑則

（保育所等との合同活動等に関する特例）

第十三条　幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共

に保育することができる。

一　当該幼稚園及び保育所等（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第五項に規定する保育所等をいう。以下同

じ。）のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合におけ

る当該保育所等において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目

標が達成されるよう保育を行うに当たり、当該幼稚園との緊密な連携協力体制を確保する必要

があると認められる場合

二　前号に掲げる場合のほか、経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が

他の幼児と共に活動する機会が減少したことその他の事情により、学校教育法第二十三条第

二号に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから、幼児の心身の発達を助

長するために特に必要があると認められる場合

２　前項の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育する場合においては、

第三条中「一学級の幼児数」とあるのは「一学級の幼児数（当該幼稚園に在籍しない者であつて

当該学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。）」と、第五条第四項中「他の学校の教員等」

とあるのは「他の学校の教員等又は保育所等の保育士等」と、第十条第一項中「幼児数」とあるの
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は「幼児数（当該幼稚園に在籍しない者であつて各学級の幼児と共に保育されるものの数を含

む。）」と読み替えて、これらの規定を適用する。

附　則　抄

１　この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。

２　園地、園舎及び運動場の面積は、第八条第三項の規定に基き別に定められるまでの間、園地に

ついてはなお従前の例により、園舎及び運動場については別表第一及び別表第二に定めるところ

による。ただし、この省令施行の際現に存する幼稚園については、特別の事情があるときは、当分

の間、園舎及び運動場についてもなお従前の例によることができる。

３　第十三条第一項の規定により幼稚園の幼児と保育所等に入所している児童を共に保育し、か

つ、当該保育所等と保育室を共用する場合においては、別表第一及び別表第二中「面積」とある

のは、「面積（保育所等の施設及び設備のうち幼稚園と共用する部分の面積を含む。）」と読み替

えて、これらの表の規定を適用する。

附　則　（昭和三七年一月三一日文部省令第二号）

この省令は、昭和三十七年二月一日から施行する。

附　則　（昭和四一年一二月二七日文部省令第四四号）

この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。

附　則　（昭和四六年三月二二日文部省令第八号）

この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附　則　（昭和四九年八月八日文部省令第三八号）

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十九年九月一日）から施行

する。

附　則　（平成七年二月八日文部省令第一号）

１　この省令は、平成七年四月一日から施行する。

２　この省令施行の際現に存する幼稚園については、改正後の第三条の規定にかかわらず、平成十

三年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

附　則　（平成一四年三月二九日文部科学省令第一七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五条に一項を加える改正規定、第七

条第二項、第八条第二項、第十条第一項及び第十二条の改正規定は、平成十五年四月一日から

施行する。

附　則　（平成一七年四月一日文部科学省令第三二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年五月一三日文部科学省令第三五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年九月八日文部科学省令第三四号）

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附　則　（平成一九年一〇月三〇日文部科学省令第三四号）

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第九十六号）の施行の日か

ら施行する。

附　則　（平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号）

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十二月二十六日）か

ら施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二

十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条

第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三

項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第

二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計

調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九

条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改
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正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設

置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改

正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中

高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定（副校長、主幹教諭又は指

導教諭に係る部分に限る。）は、平成二十年四月一日から施行する。

附　則　（平成二二年三月一〇日文部科学省令第五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年一〇月一九日文部科学省令第三五号）

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二六年七月三一日文部科学省令第二三号）

この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を

改正する法律（平成二十四年法律第六十六号）の施行の日から施行する。

別表第１　（園舎の面積）

学級数 １学級 ２学級以上

面積 １８０平方メートル ３２０＋１００×（学級数－２）　平方メートル

別表第２　（運動場の面積）

学級数 ２学級以下 ３学級以上

面積 ３３０＋３０×（学級数－１）　平方メートル ４００＋８０×（学級数－３）　平方メートル
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既設幼稚園の学校法人化認可取扱要領 
（趣旨） 
第 1 条 学校法人立以外の幼稚園の設置者（以下「旧設置者」という。）が学校法人に設置

者変更する場合における当該学校法人の設立認可については，関係法令に定めるものの

ほか，この取扱基準の定めるところによる。 
（基本財産） 
第 2 条 学校法人は，幼稚園設置基準（昭和 31 年文部省令第 32 号。以下「設置基準」と

いう。）に定める施設及び設備を基本財産として所有しなければならない。ただし，次の

各号のいずれか一つに該当し，教育上支障がないことが確実と認められ，かつ，長期に

わたり安定して使用できる場合は，借用でも差し支えないものとする。 
（１）園地 
（２）園舎 
  ア 借用部分が国，地方公共団体又はこれらに準ずる団体の所有であり，所有権を移

転することが困難な場合。 
  イ 借用部分が公益法人の所有であり，当該法人の目的に照らして，所有権を移転す

ることが困難な場合。 
（負債等） 
第３条 旧設置者の負債のうち幼稚園の園地，園舎及び設備の取得に要したことが明確で 
あり，かつ，適正な返済計画があり，当事者間で合意されているものについては，負債 
の引き受けを認めるものとし，この負債については，園地，園舎に抵当権が設定されて 
いても差し支えないものとする。ただし，引き受ける負債の額は，寄付しようとする園 
地，園舎及び設備それぞれの評価額の範囲内とする。 

（役員等） 
第４条 役員，評議員等は，学校法人の管理及び運営に必要な知識及び経験を有するとと 
もに学校法人の役員，評議員としてふさわしい社会的人望を有する者とする。 

 ２ 学校法人の役員及び評議員は財産の寄付者又は特定の関係者のみをもって充てるこ 
となく，広く教育関係者，学識経験者その他教育に関し高い見識を有する者のうちから 
公正に選任するものとする。 

 ３ 学校法人の運営の中心となる者は，単に名目的な者でなく学校運営に専念できる者 
とする。 

 ４ 非常勤役員等は，その地位について報酬を受けないものとする。 
 ５ 宗教法人が学校法人を設立する場合は，寄付行為にその宗教法人の指名するもの 1 

名を理事とする旨の規定を設けることができる。 
  付 則 
  この基準は，昭和 55 年 11 月 1 日から実施し，昭和 51 年 3 月 31 日現在設置されてい 
る幼稚園の設置者に適用するものとする。 
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○ 既設幼稚園の位置移転等に係る取扱基準 
 
１ 位置の変更 
  次の要件を満たす場合は，位置の変更として取り扱うこととし学校教育法施行規則第 2
条第 1 項第 1 号に基づき届出事項とする。 

 Ⅰ 移転の理由が，次いずれかに該当すること 
  ア 公共事業等に係る移転 
  イ 教育環境の著しい悪化に伴う移転 
  ウ その他合理的理由があり知事が認めた移転 
 Ⅱ 次のいずれも満たすこと 
 （１）当該市町村の幼児施設設置協議会の同意（設置していない市町村については，当

該市町村の長並びに当該市町村内に存する他の幼稚園及び私立保育所の設置者の同

意） 
 （２）幼稚園設置基準（昭和 31 年文部省令第 32 号）及び茨城県私立幼稚園設置に関す

る要項（昭和 51 年 4 月 1 日制定）の基準を満たすこと 
    また，学校法人立にあっては学校法人の寄付行為の認可基準等に関する要項（昭

和 62 年 3 月 5 日制定）の基準を満たすこと 
 （３）幼稚園の同一性の保持 
   ア 従前の認可定員及び学級編成が同一であること 
   イ 従前より，教育条件が向上又は同等水準であること 
   ウ 園児の通園区域及び募集区域に変更がない若しくは一部変更程度であること 
   エ 移転は同一市町村内であること 
   オ 教職員の組織及び体制が継続されていること 
 （４）園舎等にかかわる補助金がある場合には，その処理が問題なく行われること 
２ 上記以外の場合は，既設幼稚園にあっては廃止認可，移転先の幼稚園にあっては，設

置認可の事項として取り扱うこととする。 
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○就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基

づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例 
平成26年9月30日 
茨城県条例第42号 

就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保

連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。 
就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき

幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例 
 

(趣旨) 
第1条 この条例は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき，幼保連

携型認定こども園の設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を定め

るものとする。 
 

(定義) 
第2条 この条例において使用する用語は，法及び幼保連携型認定こども園の学級の編制，

職員，設備及び運営に関する基準(平成26年／内閣府／文部科学省／厚生労働省／令第1
号)において使用する用語の例による。 

 
(設備運営基準の目的) 

第3条 設備運営基準は，知事の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児が，明るく，

衛生的な環境において，素養があり，かつ，適切な養成又は訓練を受けた職員の指導に

より，心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 
 

(設備運営基準の向上) 
第4条 知事は，茨城県少子化対策審議会の意見を聴き，幼保連携型認定こども園に対し，

設備運営基準を超えて，その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 
2 県は，設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。 
 

(学級の編制の基準) 
第5条 満3歳以上の園児については，教育課程に基づく教育を行うため，学級を編制する

ものとする。 
2 1学級の園児数は，35人以下を原則とする。 
3 学級は，学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則と

する。 
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(職員の数等) 
第6条 幼保連携型認定こども園には，学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭，指導保

育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければなら

ない。 
2 特別の事情がある場合は，保育教諭等は，専任の副園長若しくは教頭が兼ね，又は当

該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で，専任の助保育教諭若しくは講

師をもって代えることができる。 
3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については，その

保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は，規則で定める。 
4 幼保連携型認定こども園には，調理員を置かなければならない。ただし，満3歳以上の

園児に対する食事の提供について，第15条第1項において読み替えて準用する児童福祉

法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条

例第61号)第46条(後段を除く。第9条第3項において同じ。)に規定する方法により行う幼

保連携型認定こども園にあっては，調理員を置かないことができる。 
5 幼保連携型認定こども園には，次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。 

(1) 副園長又は教頭 
(2) 主幹養護教諭，養護教諭又は養護助教諭 
(3) 事務職員 
 
(位置及び設備に関する一般的基準) 

第7条 幼保連携型認定こども園の位置は，その運営上適切で，通園の際安全な環境にこ

れを定めなければならない。 
2 幼保連携型認定こども園の設備は，指導上，保健衛生上，安全上及び管理上適切なも

のでなければならない。 
 

(園舎及び園庭) 
第8条 幼保連携型認定こども園には，園舎及び園庭を備えなければならない。 
2 園舎は，2階建以下を原則とする。ただし，特別の事情がある場合は，3階建以上とす

ることができる。 
3 乳児室，ほふく室，保育室，遊戯室及び便所(以下この項及び次項において「保育室等」

という。)は，1階に設けるものとする。ただし，園舎が第15条第1項において読み替えて

準用する児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第

45条第1項第5号ア，イ，カ及びケに掲げる要件を満たすときは，保育室等を2階に，前

項ただし書の規定により園舎を3階建以上とする場合であって，園舎が第15条第1項にお

いて読み替えて準用する同条例第45条第1項第5号イからケまでに掲げる要件を満たす

ときは，保育室等を3階以上の階に設けることができる。 
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4 前項ただし書の場合において，3階以上の階に設けられる保育室等は，原則として，満

3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。 
5 園舎及び園庭は，同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。 
6 園舎及び園庭の面積は，規則で定める基準に適合するものでなければならない。 
 

(園舎に備えるべき設備) 
第9条 園舎には，次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については，満2歳未満の保育を必

要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし，特別の事

情がある場合は，保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは，それぞれ兼用することがで

きる。 
(1) 職員室 
(2) 乳児室又はほふく室 
(3) 保育室 
(4) 遊戯室 
(5) 保健室 
(6) 調理室 
(7) 便所 
(8) 飲料水用設備，手洗用設備及び足洗用設備 

2 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は，学級数を下ってはならない。 
3 満3歳以上の園児に対する食事の提供について，第15条第1項において読み替えて準用

する児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第46
条に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては，第1項の規定にかかわ

らず，調理室を備えないことができる。この場合において，当該幼保連携型認定こども

園は，当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こ

ども園において行うことが必要な調理のための加熱，保存等の調理機能を有する設備を

備えなければならない。 
4 園児に対する食事の提供を幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う場合

において，当該方法により食事の提供を受ける園児数が20人に満たないときは，当該食

事の提供を行う幼保連携型認定こども園は，第1項の規定にかかわらず，調理室を備えな

いことができる。この場合において，当該幼保連携型認定こども園は，当該食事の提供

について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。 
5 飲料水用設備は，手洗用設備及び足洗用設備と区別して備えなければならない。 
6 第1項に掲げる設備のうち乳児室，ほふく室，保育室及び遊戯室の面積は，規則で定め

る基準に適合するものでなければならない。 
7 第1項に掲げる設備のほか，園舎には，次に掲げる設備を備えるよう努めなければなら

ない。 
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(1) 放送聴取設備 
(2) 映写設備 
(3) 水遊び場 
(4) 園児清浄用設備 
(5) 図書室 
(6) 会議室 
 
(園具及び教具) 

第10条 幼保連携型認定こども園には，学級数及び園児数に応じ，教育上及び保育上，保

健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。 
2 前項の園具及び教具は，常に改善し，補充しなければならない。 
 

(教育週数並びに教育及び保育を行う時間) 
第11条 毎学年の教育週数は，特別の事情がある場合を除き，39週を下ってはならない。 
2 教育及び保育の時間は，次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 

(1) 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は，4時
間とし，園児の心身の発達の程度，季節等に適切に配慮すること。 

(2) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上

の保育を必要とする子どもに該当する園児については，教育時間を含む。)は，1日に

つき8時間を原則とすること。 
(3) 前号の教育及び保育の時間については，その地域における乳幼児の保護者の労働時

間その他家庭の状況等を考慮して，園長がこれを定めるものとする。 
 
(履修困難な教科の学習指導) 

第12条 園児が心身の状況によって履修することが困難な教科は，その園児の心身の状況

に適合するように課さなければならない。 
 

(幼保連携型認定こども園における子育ての支援に当たっての留意事項) 
第13条 幼保連携型認定こども園における乳幼児の保護者に対する子育ての支援は，次に

掲げる事項に留意して行われるものとする。 
(1) 保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に，保護者が

子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨とすること。 
(2) 当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育に関する専門性を十分に活用するこ

と。 
(3) 当該幼保連携型認定こども園が所在する地域における教育及び保育に対する需要

に照らし当該地域において実施することが必要と認められる子育て支援事業を，保護
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者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。 
(4) 前号に掲げる子育て支援事業を実施するに当たっては，当該幼保連携型認定こども

園が所在する地域の人材や社会資源の活用が図られるよう努めること。 
 
(掲示) 

第14条 幼保連携型認定こども園は，その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に，当該施

設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。 
 

(児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の準用) 
第15条 児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第5
条，第6条第1項，第2項及び第4項，第7条，第9条，第11条から第13条まで，第15条(第4
項ただし書を除く。)，第20条，第21条第1項及び第2項，第45条第1項第5号，第46条(後
段を除く。)並びに第50条の規定は，幼保連携型認定こども園について準用する。この場

合において，次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
読み替えられる児童福祉法に基づき

児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

第5条の見出し並びに同条第1項及び

第2項 
最低基準 設備運営基準 

第6条第1項 入所している者 就学前の子どもに関する教育，保育

等の総合的な提供の推進に関する法

律(平成18年法律第77号)第14条第6

項に規定する園児(以下「園児」とい

う。) 
第6条第2項及び第15条第5項 児童の 園児の 
第9条第1項 法 就学前の子どもに関する教育，保育

等の総合的な提供の推進に関する法

律 
第11条の見出し 入所した者 園児 
第11条，第15条第2項及び第3項並び

に第21条第1項 
入所している者 園児 

第11条 又は入所 又は入園 
第12条 入所中の児童 園児 

当該児童 当該園児 
第13条 児童福祉施設の長 就学前の子どもに関する教育，保育
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等の総合的な提供の推進に関する法

律第14条第1項に規定する園長(以下

「園長」という。) 
入所中の児童等に対し法第47条第1

項本文の規定により親権を行う場合

であって懲戒するとき又は同条第3

項 

法第47条第3項 

その児童等 園児 
第15条第1項 入所している者 保育を必要とする子どもに該当する

園児 
第10条 就学前の子どもに関する教育，保育

等の総合的な提供の推進に関する法

律に基づき幼保連携型認定こども園

の設備及び運営に関する基準を定め

る条例(平成26年茨城県条例第42号)

第15条第2項において読み替えて準

用する第10条 
社会福祉施設 学校，社会福祉施設等 

第20条 利用者 園児 
第21条第1項 援助 教育及び保育(満3歳未満の園児につ

いては，その保育。以下同じ。)並び

に子育ての支援 
第45条第1項第5号 又は遊戯室 ，遊戯室又は便所 
第45条第1項第5号ア 耐火建築物又は同条第9号の3に規定

する準耐火建築物(同号ロに該当す

るものを除く。) 

耐火建築物 

第45条第1項第5号イ 施設又は設備 設備 
第45条第1項第5号ウ 施設及び設備 設備 
第45条第1項第5号カ及び第46条第5

号 
乳幼児 園児 

第46条 第15条第1項 就学前の子どもに関する教育，保育

等の総合的な提供の推進に関する法

律に基づき幼保連携型認定こども園

の設備及び運営に関する基準を定め

る条例第15条第1項において読み替

えて準用する第15条第1項 
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幼児に 園児に 
幼児の年齢 園児の年齢 
，幼児 ，園児 

第50条 保育所の長 園長 
入所している乳幼児 園児 
保育 教育及び保育 

 
2 児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条の

規定は，幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において，

同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他

の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と，設備については「他の学校，社会福祉施

設等の設備を兼ねる」と，「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と，設備

については「設備」と，同条中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは，必要に応

じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は，」と，「設備及び職員」とあるの

は職員については「職員」と，設備については「設備」と，「併せて設置する社会福祉施

設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と，設備については「他

の学校，社会福祉施設等」と，同条ただし書中「入所している者の居室及び各施設に特

有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については

「就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6
項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と，設備については「乳児室，ほふく室，

保育室，遊戯室及び便所」と読み替えるものとする。 
 

(委任) 
第16条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定め

る。 
 

付 則 
(施行期日) 

1 この条例は，規則で定める日から施行する。 
(平成27年規則第4号で平成27年4月1日から施行) 

(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置) 
2 みなし幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「改正法」という。)
附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧

幼保連携型認定こども園(改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定こども園

である法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限
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る。)をいう。)をいう。)の設備については，第8条から第10条までの規定にかかわらず，

当分の間，なお従前の例による。 
(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例) 

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に幼稚園(その運営の

実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この項に

おいて同じ。)を設置している者が，当該幼稚園を廃止し，当該幼稚園と同一の所在場所

において，当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における

当該幼保連携型認定こども園に係る第8条第3項の規定の適用については，当分の間，同

項中「第15条第1項において読み替えて準用する児童福祉法に基づき児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準を定める条例第45条第1項第5号ア，イ，カ及びケに掲げる要件

を満たす」とあるのは「耐火建築物で，園児の待避上必要な設備を備える」と，「同条例」

とあるのは「児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例」と読み替えるものとする。 
4 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保され

ていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が，当該

保育所を廃止し，当該保育所と同一の所在場所において，当該保育所の設備を用いて幼

保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第8
条第3項の規定の適用については，当分の間，同項中「第15条第1項において読み替えて

準用する児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」

とあるのは，「児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める

条例」と読み替えるものとする。 
5 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が，当該幼稚園又は保

育所を廃止し，当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において，当該幼稚園又は保育

所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定

こども園であって，当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位

置に園庭(規則で定める基準に適合する面積のものに限る。)を設けるものは，当分の間，

第8条第5項の規定にかかわらず，次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けるこ

とができる。この場合において，当該幼保連携型認定こども園は，満3歳以上の園児の教

育及び保育に支障がないようにしなければならない。 
(1) 園児が安全に移動できる場所であること。 
(2) 園児が安全に利用できる場所であること。 
(3) 園児が日常的に利用できる場所であること。 
(4) 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。 
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○就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基

づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 
平成27年3月2日 
茨城県規則第5号 

就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保

連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を次のように定め

る。 
就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき

幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 
 

(趣旨) 
第1条 この規則は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する

法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成

26年茨城県条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 
 

(定義) 
第2条 この規則において使用する用語は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的

な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)，幼保連携型認

定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準(平成26年／内閣府／文部科

学省／厚生労働省／令第1号)及び条例において使用する用語の例による。 
 

(職員の数) 
第3条 条例第6条第3項の職員の数は，一の幼保連携型認定こども園につき2人以上，かつ，

次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に定めるところにより算

定した員数以上とする。 
園児の区分 員数 

1 満4歳以上の園児 おおむね園児30人につき1人 
2 満3歳以上満4歳未満の園児 おおむね園児20人につき1人 
3 満1歳以上満3歳未満の園児 おおむね園児6人につき1人 
4 満1歳未満の園児 おおむね園児3人につき1人 
備考 

(1) この表に定める員数は，副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第

2項に規定する普通免許状をいう。以下この号及び付則第5項において同じ。)を有し，かつ，児童福祉法(昭和

22年法律第164号)第18条の18第1項の登録(以下この号において「登録」という。)を受けたものに限る。)，教

頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し，かつ，登録を受けたものに限る。)，主幹保育教諭，指導保育教諭，保
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育教諭，助保育教諭又は講師であって，園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。 

(2) この表に定める員数は，左欄の園児の区分に応じ，それぞれ右欄に定める員数を順次合算した数とする。 

(3) 1の項及び2の項に定めるところにより算定した職員の員数が学級数を下るときは，当該学級数に相当する

数を職員の員数とする。 

(4) 園長が専任でない場合にあっては，原則として，この表に定める員数を1人増加するものとする。 

 
(平28規則46・一部改正) 
 

(園舎及び園庭の面積) 
第4条 条例第8条第6項の規則で定める基準のうち，園舎の面積に係るものについては，

次に掲げる面積を合算した面積以上とする。 
(1) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に定める面積 

学級数 面積(平方メートル) 
1学級 180 
2学級以上 320＋100×(学級数－2) 

 
(2) 満3歳未満の園児数に応じ，次条の規定により算定した面積 

2 条例第8条第6項の規則で定める基準のうち，園庭の面積に係るものについては，次に

掲げる面積を合算した面積以上とする。 
(1) 次に掲げる面積のうち，いずれか大きい面積 
ア 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に定める面積 

学級数 面積(平方メートル) 
2学級以下 330＋30×(学級数－1) 
3学級以上 400＋80×(学級数－3) 

 
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 

(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積 
 
(園舎に備えるべき設備の面積) 

第5条 条例第9条第6項の規則で定める基準は，次の各号に掲げる設備の区分に応じ，そ

れぞれ当該各号に定める面積以上であることとする。ただし，乳児室とほふく室を一の

設備として設ける場合における面積は，ほふくをしない満2歳未満の園児1人につき1.65
平方メートル以上，かつ，ほふくをする満2歳未満の園児1人につき3.3平方メートル以上

であることとする。 
(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうち，ほふくしないものの数を乗

じて得た面積 
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(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうち，ほふくするものの数を乗じ

て得た面積 
(3) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積 
 

付 則 
(施行期日) 

1 この規則は，平成27年4月1日から施行する。 
(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年間は，第3条の規定にか

かわらず，みなし幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育，保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「改正法」

という。)附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみな

された旧幼保連携型認定こども園(改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定

こども園である法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成される

ものに限る。)をいう。)をいう。)の職員の数については，茨城県認定こども園の認定要

件に関する条例の一部を改正する条例(平成26年茨城県条例第55号)による改正前の茨城

県認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年茨城県条例第64号)第4条の規定の例

による。 
(幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例) 

3 施行日から起算して10年間は，副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園につい

ての第3条の適用については，同条の表備考第1号中「かつ，」とあるのは，「又は」とす

る。 
(平28規則46・令和２規則39・一部改正) 

4 登園時間帯その他の園児が少数である時間帯において，第3条の表の左欄に掲げる園児

の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に定める員数を順次合算した数が1人となる場合で

あって，一の幼保連携型認定こども園に置く条例第6条第3項の職員(以下「従事職員」と

いう。)の数を2人とするときは，当分の間，当該従事職員のうち1人は，第3条の表備考

第1号の規定にかかわらず，知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者

とすることができる。 
(平28規則46・追加) 

5 第3条の表備考第1号に規定する者については，当分の間，小学校教諭又は養護教諭の

普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事し

ている者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることがで

きる。この場合において，当該小学校教諭等免許状所持者は，補助者として従事する場

合を除き，教育課程に基づく教育に従事してはならない。 
(平28規則46・追加) 
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6 1日につき8時間を超えて開園する幼保連携型認定こども園において，開園時間を通じ

て必要となる従事職員の総数が，第3条の規定により置かなければならない従事職員の

数(以下「基準従事職員数」という。)を超える場合における第3条の表備考第1号に規定

する者については，当分の間，開園時間を通じて必要となる従事職員の総数から，基準

従事職員数を差し引いて得た数の範囲で，知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有す

ると認める者をもって代えることができる。この場合において，当該者は，補助者とし

て従事する場合を除き，教育課程に基づく教育に従事してはならない。 
(平28規則46・追加) 

7 前2項の規定により第3条の表備考第1号に規定する者を小学校教諭等免許状所持者又

は知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代える場合におい

ては，当該小学校教諭等免許状所持者並びに知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有

すると認める者の総数は，基準従事職員数の3分の1を超えてはならない。 
(平28規則46・追加) 

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例) 
8 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保され

ていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が，当該

幼稚園を廃止し，当該幼稚園と同一の所在場所において，当該幼稚園の設備を用いて幼

保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第4
条第2項及び第5条の規定の適用については，当分の間，次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
読み替え

られる規

定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

第4条第2

項 
(1) 次に掲げる面積のうち，いずれか大きい面積 

ア 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応

じ，それぞれ同表の右欄に定める面積 

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ，

それぞれ同表の右欄に定める面積 

            
  学級数 面積(平方

メートル) 
    学級数 面積(平方

メートル) 
  

2学級以下 330 ＋ 30

×(学級数

－1) 

2学級以下 330 ＋ 30

×(学級数

－1) 
3学級以上 400 ＋ 80

×(学級数

－3) 

3学級以上 400 ＋ 80

×(学級数

－3) 
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を   
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乗じて得た面積 
第5条 (1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園

児のうち，ほふくしないものの数を乗じて得た

面積 

(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の

園児のうち，ほふくするものの数を乗じて得た

面積 

(3) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2

歳以上の園児数を乗じて得た面積 

(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園

児のうち，ほふくしないものの数を乗じて得た

面積 

(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の

園児のうち，ほふくするものの数を乗じて得た

面積 

 
(平28規則46・旧第4項繰下) 

9 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保され

ていると認められるものに限る。以下この項において同じ。)を設置している者が，当該

保育所を廃止し，当該保育所と同一の所在場所において，当該保育所の設備を用いて幼

保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第4
条第1項及び第2項の規定の適用については，当分の間，次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
読み替えられる

規定 
読み替えられる字句 読み替える字句 

第4条第1項 (1) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に定

める面積 
(1) 満3歳以上

の園児数に応

じ，次条の規

定により算定

した面積 

      
  学級数 面積(平方メート

ル) 
  

1学級 180 
2学級以上 320＋ 100× (学

級数－2) 

  
第4条第2項 (1) 次に掲げる面積のうち，いずれか大きい面積 

ア 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に

定める面積 

(1)  3.3 平 方

メートルに満

3歳以上の園

児数を乗じて

得た面積 
      
  学級数 面積(平方メート

ル) 
  

2学級以下 330＋30×(学級

数－1) 
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3学級以上 400＋80×(学級

数－3) 
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 

 
(平28規則46・旧第5項繰下) 

10 条例付則第5項の規則で定める基準は，第4条第2項第1号の面積以上とする。 
(平28規則46・旧第6項繰下) 
 

付 則(平成28年規則第46号) 
この規則は，平成28年4月1日から施行する。 

 
   付 則(令和２年規則第 39 号) 
 この規則は，令和２年４月１日から施行する。 
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○茨城県幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こど

も園の認定要件に関する条例 
平成18年11月17日 
茨城県条例第64号 

〔茨城県認定こども園の認定基準に関する条例〕を公布する。 
茨城県幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園

の認定要件に関する条例 
(平24条例14・平26条例55・改称) 
 

(趣旨) 
第1条 この条例は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき，

幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園(以下「認定

こども園」という。)の認定の要件(以下「認定要件」という。)を定めるものとする。 
(平24条例14・平26条例55・一部改正) 
 

(定義) 
第2条 この条例において使用する用語は，法において使用する用語の例による。 
2 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 幼稚園型認定こども園 第3条第1号に掲げる認定要件に適合する施設であって，法

第3条第1項の規定による認定を受けたもの及び第3条第2号に掲げる認定要件に適合

する施設であって，法第3条第3項の規定による認定を受けたものをいう。 
(2) 保育所型認定こども園 第3条第3号に掲げる認定要件に適合する施設であって，法

第3条第1項の規定による認定を受けたものをいう。 
(3) 地方裁量型認定こども園 第3条第4号に掲げる要件に適合する施設であって，法第

3条第1項の規定による認定を受けたものをいう。 
(平19条例66・平24条例14・平26条例55・一部改正) 
 

(施設の機能に関する認定要件) 
第3条 施設の機能に関する認定要件は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 当該施設が幼稚園である場合にあっては，幼稚園教育要領に従って編成された教育

課程に基づく教育を行うほか，当該教育のための時間の終了後，当該幼稚園に在籍し

ている子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行うこと。 
(2) 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその付属設備が一体

的に設置されている施設にあっては，次に掲げる要件のいずれかに適合すること。 
ア 当該施設を構成する保育機能施設において，満3歳以上の子どもに対し学校教育法

- 78 -



(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い，かつ，

当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が

確保されていること。 
イ 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構

成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。 
(3) 当該施設が保育所である場合にあっては，保育を必要とする子どもに対する保育を

行うほか，当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(当該保育所が所在

する市町村における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の

利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し，

かつ，満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよ

う保育を行うこと。 
(4) 当該施設が保育機能施設である場合にあっては，保育を必要とする子どもに対する

保育を行うほか，当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し，か

つ，満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう

保育を行うこと。 
(5) 子育て支援事業のうち，当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需

要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを，保護者の要請

に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。 
(平24条例14・追加，平26条例55・一部改正) 
 

(職員の配置に関する認定要件) 
第4条 職員の配置に関する認定要件は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 教育及び保育に従事する職員の人数は，一の認定こども園につき2人以上，かつ，

次に掲げる人数をいずれも満たす人数とする。 
ア 満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上 
イ 満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上 
ウ 満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね20人につき1人以上 
エ 満4歳以上の子どもおおむね30人につき1人以上 

(2) 満3歳以上の子どもであって，幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの(以下

「教育時間相当利用児」という。)及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するもの(以
下「教育及び保育時間相当利用児」という。)が共通して利用する4時間程度の利用時

間(以下「共通利用時間」という。)においては，満3歳以上の子どもについて学級を編

制し，学級ごとに少なくとも1人の職員(以下「学級担任」という。)に担当させること。

この場合において，1学級の子どもの数は，原則として35人以下とすること。 
(3) 第1号ウ及びエに係る職員数が前号の規定により編制した学級数を下るときは，当

該学級数に相当する数を当該職員数とする。 
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(4) 認定こども園の長1人を置くこと。 
(平24条例14・旧第3条繰下・一部改正，平26条例55・一部改正) 
 

(職員の資格に関する認定要件) 
第5条 職員の資格に関する認定要件は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 満3歳未満の子どもの保育に従事する者は，保育士の資格を有する者であること。 
(2) 満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は，幼稚園の教員の免許状を有す

る者又は保育士の資格を有する者のいずれかであること。 
(3) 前号の規定にかかわらず，学級担任は，幼稚園の教員の免許状を有する者であるこ

と。 
(4) 第2号の規定にかかわらず，満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児

の保育に従事する者は，保育士の資格を有する者であること。 
(5) 認定こども園の長は，教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発

揮させるために必要な管理及び運営を行う能力を有する者であること。 
(平24条例14・旧第4条繰下・一部改正，平26条例55・一部改正) 
 

(施設設備に関する認定要件) 
第6条 施設設備に関する認定要件は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 法第3条第3項の幼稚園及び保育機能施設については，それぞれの用に供される建物

及びその付属設備(第5号において「建物等」という。)が原則として同一の敷地内又は

隣接する敷地内にあること。 
(2) 園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては，満2歳以上満3歳未満

の子どもの保育の用に供する保育室，遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の

子どもの保育の用に供する乳児室，ほふく室その他の施設設備の面積を除く。第4号た

だし書において同じ。)は，次の表に掲げる基準を満たすこと。ただし，既存施設(法
第4条第1項の規定による申請の際現に幼稚園又は保育所若しくは保育機能施設の用に

供されている施設をいう。第4号ただし書及び第6号ただし書において同じ。)が保育所

型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって，第4号本文

(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては，第4号本文，第8号及び第9号)に掲

げる基準を満たすときは，この限りでない。 
学級数 面積 

1学級 180平方メートル 
2学級以上 320＋100×(学級数－2)平方メートル 

 
(3) 保育室又は遊戯室，屋外遊戯場及び調理室を設けること。ただし，次のいずれかに

該当する場合は，調理室を設けないことができる。 
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ア 第7号ただし書の規定により満3歳以上の子どもに対する食事の提供を他の者に委

託するとき。 
イ 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供を当該幼稚園型認定こども園

内で調理する方法により行う場合であって，当該方法により食事の提供を受ける子

どもの数が20人に満たないとき(当該食事の提供について当該方法により行うため

に必要な調理設備を備えている場合に限る。)。 
(4) 保育室又は遊戯室の面積は，満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上で

あること。ただし，満3歳以上の子どもに係る保育室又は遊戯室の面積については，既

存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合で

あって，その園舎の面積が第2号本文に規定する基準を満たすときは，この限りでない。 
(5) 屋外遊戯場及び建物等が原則として同一の敷地内又は隣接する敷地内にあること。 
(6) 屋外遊戯場の面積は，次に掲げる基準を満たすこと。ただし，既存施設が保育所型

認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であってアの基準を満

たすとき及び既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を

受ける場合であってイの基準を満たすときは，この限りでない。 
ア 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。 
イ 次の表に掲げる面積に満2歳以上満3歳未満の子どもについてアにより算定した面

積を加えた面積以上であること。 
学級数 面積 

2学級以下 330＋30×(学級数－1)平方メートル 
3学級以上 400＋80×(学級数－3)平方メートル 

 
(7) 調理室内で子どもに提供する食事を調理すること。ただし，満3歳以上の子どもに

対する食事の提供については，次に掲げる要件を満たす場合に限り，他の者に委託す

ることができる。 
ア 当該認定こども園が食事の提供に関する業務の責任を負い，当該業務に関し適切

な管理体制が確保されていること。 
イ 当該認定こども園又は他の施設，保健所，市町村等に配置されている栄養士によ

り，栄養等に関する指導が受けられること。 
ウ 食事の提供に関する業務を受託する者については，当該業務を適切に遂行できる

能力を有する者とすること。 
エ 子どもの年齢，発達の段階及び健康状態に応じた食事の提供，食物アレルギー等

への配慮等子どもの食事の内容，回数及び時機に適切に応じることができること。 
オ 子どもの発育及び発達の段階に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関

する計画を作成すること。 
カ 当該認定こども園内に加熱，保存等の調理機能を有する設備が備えられているこ
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と。 
(8) 満2歳未満の子どもの保育を行う場合には，第3号に規定する施設のほか，乳児室又

はほふく室を設けること。 
(9) 前号の乳児室又はほふく室の面積は，乳児室にあっては満2歳未満の子ども1人につ

き1.65平方メートル以上，ほふく室にあっては満2歳未満の子ども1人につき3.3平方

メートル以上であること。ただし，乳児室とほふく室を一の設備として設ける場合に

おける面積は，ほふくをしない満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル以上，

かつ，ほふくをする満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。 
(平23条例11・一部改正，平24条例14・旧第5条繰下・一部改正，平26条例55・一

部改正) 
 

(教育及び保育の内容に関する認定要件) 
第7条 教育及び保育の内容に関する認定要件は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 教育及び保育の内容については，法第3条第2項及び第4項に規定する主務大臣が定

める施設の設備及び運営に関する基準(以下「設備等基準」という。)を参酌して知事

が別に定める基準に適合するものとすること。 
(2) 前号に掲げる認定要件に適合するために必要な教育及び保育に関する全体的な計

画を作成すること。 
(平24条例14・旧第6条繰下・一部改正，平26条例55・一部改正) 
 

(教育及び保育に従事する者の資質の向上に関する認定要件) 
第8条 教育及び保育に従事する者の資質の向上に関する認定要件は，次に掲げるとおり

とする。 
(1) 設備等基準を参酌して知事が別に定める基準に適合するよう教育及び保育に従事

する者の資質の向上を図ること。 
(2) 前号に掲げる認定要件に適合するために必要な研修その他の資質の向上のための

事業に関する計画を作成すること。 
(平24条例14・旧第7条繰下・一部改正) 
 

(子育て支援事業に関する認定要件) 
第9条 子育て支援事業に関する認定要件は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 子育て支援事業については，設備等基準を参酌して知事が別に定める基準に適合す

るものとすること。 
(2) 前号に掲げる認定要件に適合するために必要な子育て支援事業に関する計画を作

成すること。 
(平24条例14・旧第8条繰下・一部改正) 
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(管理運営等に関する認定要件) 
第10条 管理運営等に関する認定要件は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 多様な機能を一体的に提供するために必要な管理及び運営を行うこと。 
(2) 保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は，1日につき8時間を基準と

して，保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定める

こと。 
(3) 開園日数及び開園時間は，保護者の就労の状況等地域の実情に応じて保育を必要と

する子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるように定めること。 
(4) 施設の建物又は敷地の公衆の見やすい場所に，当該施設が認定こども園である旨の

表示をすること。 
(5) 前各号に掲げるもののほか，管理運営等に関する認定要件については，設備等基準

を参酌して知事が別に定める基準に適合するものとすること。 
(6) 前各号に掲げる認定要件に適合するために必要な管理運営等に関する計画を作成

すること。 
(平24条例14・旧第9条繰下・一部改正，平26条例55・一部改正) 
 

付 則 
(施行期日) 

1 この条例は，公布の日から施行する。 
(職員の資格に関する認定要件の特例) 

2 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の学級担任に関する認定要件に係

る第5条第3号の規定の適用については，当分の間，同号中「幼稚園の教員の免許状を有

する者」とあるのは，「幼稚園の教員の免許状を有する者又は保育士の資格を有する者で

あってその意欲，適性，能力等を考慮して適当と認められるもの(幼稚園の教員の免許状

の取得に向けた努力を行っている者に限る。)」とする。 
(平24条例14・一部改正) 

3 幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の教育及び保育時間相当利用児の

保育に従事する者に関する認定要件に係る第5条第4号の規定の適用については，当分の

間，同号中「保育士の資格を有する者」とあるのは，「保育士の資格を有する者又は幼稚

園の教員の免許状を有する者であってその意欲，適性，能力等を考慮して適当と認めら

れるもの(保育士の資格の取得に向けた努力を行っている者に限る。)」とする。 
(平24条例14・平26条例55・一部改正) 

4 登園時間帯その他の子どもが少数である時間帯において，第4条第1号アからエまでに

掲げる人数をいずれも満たす最少の人数が1人となる場合であって，一の認定こども園に

置く職員の人数を2人とするときは，当分の間，第5条第1号，第2号及び第4号の規定に

かかわらず，当該職員のうち1人は，知事が幼稚園の教員の免許状を有する者又は保育士
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の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者にすることができる。 
(平28条例42・追加) 

5 第5条第1号及び第4号(付則第3項の規定を適用する場合を除く。)の規定により置かなけ

ればならない保育士の資格を有する者については，当分の間，幼稚園の教員の免許状を

有する者又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設にお

いて養護をつかさどる主幹教諭及び養護教諭として従事している者を除く。次項及び付

則第8項において同じ。)をもって代えることができる。 
(平28条例42・追加) 

6 第5条第2号の規定により置かなければならない幼稚園の教員の免許状を有する者又は

保育士の資格を有する者については，当分の間，小学校教諭又は養護教諭の普通免許状

を有する者をもって代えることができる。この場合において，当該者は，補助者として

従事する場合を除き，教育課程に基づく教育に従事してはならない。 
(平28条例42・追加) 

7 1日につき8時間を超えて開園する認定こども園において，開園時間を通じて必要とな

る職員の総数が，第4条第1号の規定により置かなければならない職員の数(以下「基準職

員数」という。)を超える場合における第5条第1号，第2号及び第4号の規定により置かな

ければならない幼稚園の教員の免許状を有する者又は保育士の資格を有する者について

は，当分の間，開園時間を通じて必要となる職員の総数から，基準職員数を差し引いて

得た数の範囲で，知事が幼稚園の教員の免許状を有する者又は保育士の資格を有する者

と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合にお

いて，当該者は，補助者として従事する場合を除き，教育課程に基づく教育に従事して

はならない。 
(平28条例42・追加) 

8 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる

者をもって代える場合においては，同表の右欄に掲げる者の総数は，基準職員数の3分の

1を超えてはならない。 
付則第5項 第5条第1号及び第4号(付則第3項の

規定を適用する場合を除く。)の規定

により置かなければならない保育士

の資格を有する者 

幼稚園の教員の免許状を有する者又

は小学校教諭若しくは養護教諭の普

通免許状を有する者 

付則第6項 第5条第2号の規定により置かなけれ

ばならない幼稚園の教員の免許状を

有する者又は保育士の資格を有する

者 

小学校教諭又は養護教諭の普通免許

状を有する者 

付則第7項 第5条第1号，第2号及び第4号の規定

により置かなければならない幼稚園

知事が幼稚園の教員の免許状を有す

る者又は保育士の資格を有する者と
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の教員の免許状を有する者又は保育

士の資格を有する者 
同等の知識及び経験を有すると認め

る者 

 
(平28条例42・追加) 
 

付 則(平成19年条例第66号) 
この条例は，規則で定める日から施行する。 

(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行) 
 

付 則(平成23年条例第11号) 
この条例は，平成23年4月1日から施行する。 
 

付 則(平成24年条例第14号) 
この条例は，平成24年4月1日から施行する。 
 

付 則(平成26年条例第55号) 
1 この条例は，規則で定める日から施行する。 

(平成27年規則第9号で平成27年4月1日から施行) 
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年間は，この条例による

改正後の茨城県幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こど

も園の認定要件に関する条例第4条第1号の規定にかかわらず，施行日の前日において現

に存する幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の

職員の配置については，なお従前の例による。 
 

付 則(平成28年条例第42号) 
この条例は，公布の日から施行する。 
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○茨城県幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こど

も園の認定要件に関する条例第7条第1号，第8条第1号，第9条第1号及び第10条第

5号に基づき設備等基準を参酌して知事が別に定める基準 
平成18年11月30日 

茨城県告示第1336号 
〔茨城県認定こども園の認定基準に関する条例(平成18年茨城県条例第64号)第6条第1号，

第7条第1号，第8条第1号及び第9条第4号に基づき，設備等基準を参酌して知事が別に定め

る基準〕を次のように定める。 
茨城県幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園

の認定要件に関する条例第7条第1号，第8条第1号，第9条第1号及び第10条第5号に

基づき設備等基準を参酌して知事が別に定める基準 
(平24告示391・平27告示395・改称) 
 

(教育及び保育の内容に関し知事が定める基準) 
第1条 教育及び保育の内容に関し知事が定める基準は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 教育及び保育の内容は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推

進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条の規定，幼稚園教育要領(平成20年文部科

学省告示第26号)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づくとと

もに，幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労

働省告示第1号)を踏まえること。 
(2) 次に掲げる幼稚園教育要領及び保育所保育指針の目標が達成されるように教育及

び保育を提供すること。 
ア 養護の行き届いた環境の下で，子どもの欲求を適切に満たし，生命の保持及び情

緒の安定を図るようにすること。 
イ 健康かつ安全で幸福な生活のための基本的な生活習慣及び態度を育て，健全な心

身の基礎を培うようにすること。 
ウ 人とのかかわりの中で，人に対する愛情及び信頼感並びに人権を大切にする心を

育てるとともに，自立と協同の態度及び道徳性の芽生えを培うようにすること。 
エ 自然及び社会の身近な事象への興味及び関心を育て，それらに対する豊かな心情

及び思考力の芽生えを培うようにすること。 
オ 日常生活の中で，言葉への興味及び関心を育て，喜んで話したり，聞いたりする

態度及び豊かな言葉の感覚を養うようにすること。 
カ 多様な体験を通して豊かな感性を育て，創造性を豊かにするようにすること。 

(3) 教育及び保育は，次に掲げる幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地

方裁量型認定こども園(以下「認定こども園」という。)として配慮すべき内容を含む

こと。 
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ア 当該認定こども園の利用を始めた年齢により集団生活の経験年数が異なる子ども

がいることに配慮し，零歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を子ども

の発達の連続性を考慮して展開していくこと。 
イ 子どもの1日の生活の連続性及び多様性に配慮するとともに，保護者の生活形態を

反映した子どもの利用時間及び登園日数の違いを踏まえ，一人一人の子どもの状況

に応じ，教育及び保育の内容について工夫をすること。 
ウ 満3歳以上の子どもであって，幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの及び

保育所と同様に1日に8時間程度利用するものが共通して利用する4時間程度の時間

(以下「共通利用時間」という。)において，幼児期の特性を踏まえ，環境を通して行

う教育活動の充実を図ること。 
(4) 教育及び保育については，前号に掲げるものを踏まえ，認定こども園として目指す

べき目標及び理念並びに運営の方針を明確にすること。 
(5) 次に掲げる事項に留意して，幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画

の双方の性格を併せ持つ教育及び保育の内容に関する全体的な計画並びに年，学期，

月，週及び日々の指導計画を作成し，教育及び保育を適切に展開すること。 
ア 指導計画の作成に当たっては，子どもの1日の生活時間に配慮し，活動と休息，緊

張感と解放感の調和を図ること。 
イ 共通利用時間における教育及び保育については，幼稚園教育要領及び保育所保育

指針に基づき実施すること。 
ウ 満3歳以上の子どもについては，学級による集団活動とともに，満3歳未満の子ど

もを含む異年齢の子どもによる活動を，子どもの発達の状況にも配慮しつつ適切に

組み合わせて設定するなどの工夫をすること。 
エ 受験等を目的とした単なる知識及び特別な技能の早期獲得のみを目指すことのな

いように配慮すること。 
(6) 園舎，保育室，屋外遊戯場，遊具，教材等の環境の構成に当たっては，次に掲げる

事項に留意すること。 
ア 子どもの発達の特性を踏まえ，満3歳未満の子どもについては健康，安全及び発達

の確保を図るとともに，満3歳以上の子どもについては同一学年の子どもで編制され

る学級による集団活動の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して発達

を促す経験が得られるよう工夫をすること。 
イ 子どもの生活が安定するよう1日の生活のリズムを整える工夫をすること。この場

合において，満3歳未満の子どもについては睡眠時間等の個人差に配慮するとともに，

満3歳以上の子どもについては集中して遊ぶ場と家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場

との適切な調和を図るよう工夫をすること。 
ウ 共通利用時間については，子ども一人一人の行動の理解及び予測に基づき計画的

に環境を構成するとともに，集団とのかかわりの中で，自己を発揮し，子ども同士
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の学び合いが深まり広がるように子どもの教育及び保育に従事する者のかかわりを

工夫すること。 
エ 子どもとその教育及び保育に従事する者の信頼関係を築き，子どもとともにより

よい教育及び保育の環境を創造すること。 
(7) 日々の教育及び保育の指導については，次に掲げる事項に留意すること。 
ア 零歳から小学校就学前までの子どもの発達の連続性を理解した上で，生活及び遊

びを通して総合的な指導を行うこと。 
イ 子どもの発達の個人差，施設の利用を始めた年齢の違いなどによる集団生活の経

験年数の差，家庭環境等を踏まえ，一人一人の子どもの発達の特性及び課題に留意

すること。 
ウ 子どもの集団生活への円滑な接続について，家庭との連携及び協力を図ること。 
エ 1日の生活のリズム及び利用時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ，子ど

もに不安及び動揺を与えないよう配慮すること。 
オ 共通利用時間においては，同年代の子どもとの集団生活の中で遊びを中心とする

子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるように，環境の構成，子

どもの教育及び保育に従事する者の指導等の工夫をすること。 
カ 健全な食習慣の定着を促すとともに，子ども一人一人の状態に応じた摂取方法及

び摂取量のほか，食物アレルギー等への適切な対応に配慮すること。 
キ 楽しく食べる経験，食に関する体験活動等を通じて，食事をすることへの興味及

び関心を高め，健全な食生活を実践する力の基礎を培う食育の取組を行うこと。 
ク 利用時間の相違により食事を摂る子ども及び摂らない子どもがいることに配慮す

ること。 
ケ 午睡については，安心して眠ることのできる環境を確保するとともに，一律とな

らないよう配慮すること。 
コ 子どもの健康状態，発達の状況，家庭環境等から特別に配慮を要する子どもにつ

いて，一人一人の状況を的確に把握し，専門機関との連携を含め，適切な環境の下

で健やかな発達が図られるよう留意すること。 
サ 家庭との連携においては，日々の子どもの状況を的確に把握するとともに，家庭

と認定こども園とで日常の子どもの様子を適切に伝え合う等日常的な連携を図るこ

と。この場合においては，職員間の連絡及び協力体制を築き，家庭からの信頼を得

られるようにすること。 
シ 教育及び保育の活動に対する保護者の積極的な参加を促すこと。この場合におい

ては，保護者の生活形態が異なることを踏まえ，保護者間の相互理解が深まるよう

に配慮すること。 
(8) 次に掲げる事項に留意して，小学校教育との連携を図ること。 
ア 教育及び保育の内容については，小学校教育への円滑な接続に向けた工夫を図り，
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連携を通じた質の向上を図ること。 
イ 地域の小学校等との交流活動，合同の研修の実施等を通じ，認定こども園及び小

学校等の交流を積極的に進めること。 
ウ 指導要録の抄本又は写し等の子どもの育ちを支えるための資料の送付により連携

する等，教育委員会及び小学校等との積極的な情報の共有及び相互理解を深めるこ

と。 
(平27告示395・一部改正) 
 

(教育及び保育に従事する者の資質の向上に関し知事が定める基準) 
第2条 教育及び保育に従事する者の資質の向上に関し知事が定める基準は，次に掲げる

とおりとする。 
(1) 教育及び保育に従事する者は，自らその資質の向上に努めること。 
(2) 日々の指導計画の作成，教材準備，研修等に必要な時間の確保については，午睡の

時間及び休業日の活用，非常勤職員の配置等の工夫を行うこと。 
(3) 幼稚園の教員の免許状を有する者と保育士の資格を有する者との相互理解を図る

こと。 
(4) 認定こども園の長及び職員に対する当該認定こども園の内外での研修の幅を広げ

ること。この場合においては，認定こども園の内外での適切な研修計画を作成し，研

修を実施するとともに，当該認定こども園の内外での研修の機会を確保できるよう勤

務体制の組立て等に配慮すること。 
(5) 認定こども園の長は，認定こども園を1の園として多様な機能を一体的に発揮させ

る能力並びに地域の人材及び資源を活用する調整能力の向上に努めること。 
(平27告示395・一部改正) 
 

(子育て支援に関し知事が定める基準) 
第3条 子育て支援に関し知事が定める基準は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 単に保護者の育児を代わって行うのではなく，教育及び保育に関する専門性を活用

し，子育て相談及び親子の集いの場の提供等の保護者への支援を通して保護者の子育

てを自ら実践する力の向上を積極的に支援すること。 
(2) 子育て支援事業は，保護者が利用を希望するときに利用可能な体制を確保すること。 
(3) 子どもの教育及び保育に従事する者が研修等により子育て支援に必要な能力を涵

かん養し，その専門性及び資質を向上させていくとともに，地域の子育てを支援する

ボランティア，特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条
第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)，専門機関等と連携する等地域の人材

及び社会資源を活用すること。 
(4) 子育て支援事業の担当者は，子どもの育児及び保育に関する相談指導等について相
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当の知識及び経験を有する者であること。 
(平27告示395・一部改正) 
 

(管理運営等に関し知事が定める基準) 
第4条 管理運営等に関し知事が定める基準は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 定員は，原則として20人以上とすること。 
(2) 保護者が多様な施設を適切に選択できるよう，情報開示に努めること。 
(3) 児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭，母子家庭又は低所得家庭等の子

ども，障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのない

よう，入園する子どもの選考を公正に行うとともに，市町村との連携を図り，当該子

どもの受入れに配慮すること。 
(4) 耐震，防災，防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整えるとともに，事故

等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう適切な保険又は共済制度への

加入を通じて補償の体制を整えること。 
(5) 自己評価，外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い，その結果の公表

等を通じて教育及び保育の質の向上に努めること。 
(平27告示395・一部改正) 
 

付 則 
この告示は，公布の日から施行する。 
 

付 則(平成24年告示第391号) 
この告示は，平成24年4月1日から施行する。 
 

付 則(平成27年告示第395号) 
この告示は，平成27年4月1日から施行する。 
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○茨城県就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法

律施行細則 
平成18年11月30日 
茨城県規則第90号 

茨城県就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細

則を次のように定める。 
茨城県就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律施

行細則 
 

(趣旨) 
第1条 この規則は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し，就学前の子どもに関

する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年／内閣府／文部

科学省／厚生労働省／令第2号。以下「省令」という。)並びに茨城県幼稚園型認定こど

も園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件に関する条例(平成

18年茨城県条例第64号)及び就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進

に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条

例(平成26年茨城県条例第42号)(次条においてこれらを「条例」という。)に定めるもの

のほか，必要な事項を定めるものとする。 
(平24規則11・平28規則44・一部改正) 
 

(定義) 
第2条 この規則において使用する用語は，特別の定めがある場合を除くほか，法及び条

例において使用する用語の例による。 
(平28規則44・一部改正) 
 

(認定申請書) 
第3条 法第4条第1項の申請書は，認定こども園認定申請書(様式第1号)とする。 
 

(設置等の届出又は認可の申請) 
第4条 法第16条又は法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の届出

又は認可の申請は，幼保連携型認定こども園設置認可申請書(届出書)(様式第2号)により

行うものとする。 
2 法第16条又は法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者の変更の

届出又は認可の申請は，幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(届出書)(様式第2
号の2)により行うものとする。 

(平28規則44・全改) 
 

(変更の届出等) 
第5条 法第29条第1項又は省令第15条第2項の規定による届出は，変更届出書(様式第3号)
により行うものとする。 

2 省令第28条第1号の知事が定める数は，法第4条第1項第3号に規定する保育を必要とす
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る子どもに係る利用定員に5分の1を乗じて得た数又は同項第4号に規定する保育を必要

とする子ども以外の子どもに係る利用定員に5分の1を乗じて得た数のうちいずれか少

ない数とする。 
3 省令第28条第2号の知事が定める変更は，職員の資格の保有状況に係る変更とする。 

(平28規則44・一部改正) 
 

(運営状況の報告等) 
第6条 法第30条第1項の規定による報告は，幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども

園及び地方裁量型認定こども園にあっては認定こども園運営状況報告書(様式第4号)に
より，幼保連携型認定こども園にあっては幼保連携型認定こども園運営状況報告書(様式

第4号の2)により行うものとする。 
2 省令第29条の知事の定める日は，6月30日とする。 
3 省令第29条第2号の知事が定める事項は，次に掲げる事項とする。 

(1) 職員の配置に関する事項 
(2) 職員の資格に関する事項 
(3) 施設設備に関する事項 
(4) 教育及び保育の内容に関する事項 
(5) 教育及び保育に従事する者の資質の向上に関する事項 
(6) 子育て支援事業に関する事項 
(7) 管理運営等に関する事項 

4 省令第29条第3号の知事が定める事項は，次に掲げる事項とする。 
(1) 教育及び保育の目標並びに主な内容 
(2) 実施する子育て支援事業 
(3) 子どもの1日の活動内容 
(4) 利用料 
(5) 職員の資格の保有状況 
(6) 園舎及び屋外遊戯場又は園庭の面積 
(7) 食事の提供方法等 
(8) 学級数 

(平28規則44・一部改正) 
 

(廃止等の届出又は認可の申請) 
第7条 認定こども園(幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定

こども園並びに幼保連携型認定こども園(国又は県が設置するものを除く。)をいう。以

下この条において同じ。)の設置者は，認定こども園を廃止し，若しくは休止し，又は休

止した認定こども園を再開しようとするときは，認定こども園廃止(休止・再開)認可申

請書(届出書)(様式第5号)により，廃止し，若しくは休止し，又は再開しようとする日の1
月前までに知事に申請し，又は届け出るものとする。 

(平28規則44・一部改正) 
 

付 則 
この規則は，公布の日から施行する。 
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付 則(平成24年規則第11号) 

この規則は，平成24年4月1日から施行する。ただし，様式第1号の改正規定(「又は外国

人登録証明書」を削る部分に限る。)は，平成24年7月9日から施行する。 
 

付 則(平成28年規則第44号) 
この規則は，平成28年4月1日から施行する。 
 
  付 則(令和２年規則第83号) 
１ この規則は，令和２年12月28日から施行する。 
２ この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は，調製した残部を限度とし 

て所要の補正を行い使用することができる。 
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様式第1号(第3条関係) 
(平24規則11・平28規則44・令２規則83・一部改正) 

  年  月  日 
  茨城県知事    殿 

申請者 住所             

氏名            

  法人又は団体にあっては，所在地並

びに名称及び代表者の氏名 
  

 
 

認定こども園認定申請書 
 
 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項(第
3項)の認定を受けたいので，同法第4条第1項の規定により，下記のとおり関係書類を添え

て申請します。 
 

記 
施設の名称 施設1   施設の種

別 
施設1   

施設2   施設2   
施設の所在地 施設1   

施設2   
定員 保育を必要

とする子ど

もの数 

満3歳未満 満3歳以上 合計 
※  人(  人) ※  人(  人) ※ 

 

  

   人( 人) 
保育を必要

とする子ど

も以外の子

どもの数 

満3歳未満 満3歳以上 
      人       人 

認定こども園の名称   
認定こども園の長とな

るべき者の氏名 
  

教育及び保育の目標並

びに主な内容 
別紙2「教育及び保育の目標」及び「教育及び保育の主な内容」のとおり 

実施する子育て支援事

業 
別紙2「実施する子育て支援事業」のとおり 

開設予定年月日    年   月   日 
 
備考 
 1 この様式において「認定こども園」とは，幼稚園型認定こども園，保育所型認定こ

ども園及び地方裁量型認定こども園をいう。 
 2 共同して申請する場合は，申請者を2段書きすること。 
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 3 「施設の名称」欄，「施設の種別」欄及び「施設の所在地」欄は，認定こども園を1
の施設で構成する場合は「施設1」欄に，2の施設で構成する場合は「施設1」欄及び「施

設2」欄に，それぞれ記入すること。 
 4 「施設の種別」欄には，幼稚園，保育所又は保育機能施設の別を記入すること。 
 5 ※欄の括弧内には，保育所型認定こども園を構成する保育所において，定員を超え

て保育を行う場合は，その超える数を記入すること。 
 
添付書類 
 1 職員及び施設設備に関する調書(別紙1) 
 2 教育保育概要(別紙2) 
 3 幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有することを証する書類の写し 
 4 申請者の定款，寄付行為その他の規約及び登記事項証明書(申請者が個人の場合に

あっては，住民票)の写し 
 5 施設の周辺の地図 
 6 建物の配置図，平面図及び立面図 
 7 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査

済証の写し 
 8 土地及び建物の登記事項証明書並びに使用の権利を証する書類の写し 
 9 食事の提供に関する業務の委託契約書の写し 
 10 食事に関する計画を記載した書類 
 11 教育及び保育に関する全体的な計画を記載した書類 
 12 教育及び保育に従事する者の研修その他の資質の向上のための事業に関する計画

を記載した書類 
 13 子育て支援事業に関する計画を記載した書類 
 14 管理運営等に関する計画を記載した書類(別紙3) 
 15 保育する子どもに関して契約している保険等の契約書の写し 
 16 利用料に関する書類 
 17 認定こども園の長となるべき者の履歴書 
 18 その他知事が必要と認める書類 
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別紙1 

職員及び施設設備に関する調書 
子

ど

も

の

定

員

等 

区分 満1歳未満 満1歳 満2歳 満3歳 満4歳 満5歳 合

計 
保育を必要と

する子どもの

定員及び数 

  人 

( 人) 
  人 

( 人) 
  人 

( 人) 
  人 

( 人) 
  人 

( 人) 
  

人 

( 人) 

  

人 

(

 

人

) 

保育を必要と

する子ども以

外の子どもの

定員及び数 

  人 

( 人) 
  人 

( 人) 
  

人 

( 人) 

学級数   学級 学

級 
職

員

配

置

の

状

況 

必要な職員数 ※1 

 

  人 

( 人) 

 

※2 

 

人 

( 人) 

 

※3 

 

  人 

( 人) 

 

※4 

 

人 

( 人) 

 

※

5 

 

  

人 

(

 

人

) 

 
職員の配置 保育士の資格を有

する者 

 

人 

保育士の資格を有する

者 

 

  

  

人 

幼稚園の教員の免許状及び保育士の

資格の両方を有する者 

人 

幼稚園の教員の免許状のみを有する

者 

人 

保育士の資格のみを有する者 

人 

人 

職

員

資

格

の

状

況

等 

職

名 
氏名 年齢 免 許 又 は

資格 
学 級

担任 
常勤又は非常勤の別 非常勤職員の

勤務形態 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時
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間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時

間／日 
建

物

の

構

造

等 

構造 階数 総面積 利用形態 
造   m2 1 自己所有  2 賃貸借契約(期間  年間) 

3 使用貸借契約(期間  年間) 

施

設 
室名 面積 室名 面積 

乳児室 m2 遊戯室 m2 
ほふく室 m2 調乳室 m2 
満2歳の子どもが使用する保育室 m2 もく浴室 m2 
満3歳以上の子どもが使用する保育室 m2 職員室 m2 
調理室 m2     

合計 m2 
園舎の面積 m2 
屋外遊戯場の面積 m2 

土

地

の

状

況

敷地面積 利用形態 
m2 1 自己所有  2 賃貸借契約(期間  年間) 

3 使用貸借契約(期間  年間) 
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等 
食

事

の

提

供

方

法

等 

食事の提供方法 自園調理・自園調理(委託)・外部搬入 
栄養指導を行う栄養士 氏名 所属 

    
加熱，保存等の調理機能

を有する設備 
設備名 数量 

    
    
    
    

学

級

担

任

の

特

例

を

適

用

す

る

職

員 

氏名 幼稚園の教員の免許状の取得に係る試験の受験状況又は養

成課程の履修状況 
認定こども園の長となるべき者(認定

こども園の長)の意見 
      
      
      
      

教

育

及

び

保

育

時

間

相

当

利

用

児

担

当

の

特

例

氏名 保育士の資格の取得に係る試験の受験状況又は養成課程の

履修状況 
認定こども園の長となるべき者(認定

こども園の長)の意見 
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を

適

用

す

る

職

員 
 
備考 
 1 「子どもの定員等」欄の括弧内には，申請年月日の前日に保育している子どもの数

を記入すること。 
 2 「※1」欄には満1歳未満の子どもの定員を3で除して得た数(その数に小数点以下2位
未満の端数があるときは，これを切り捨てる。以下この項及び次項において同じ。)を，「※

2」欄には満1歳及び満2歳の子どもの定員を合計して得た数を6で除して得た数を，「※3」
欄には満3歳の子どもの定員を20で除して得た数を，「※4」欄には満4歳及び満5歳の子ど

もの定員を合計して得た数を30で除して得た数を，それぞれ記入すること。 
 3 「※1」欄の括弧内には申請年月日の前日に保育している満1歳未満の子どもの数を3
で除して得た数を，「※2」欄の括弧内には申請年月日の前日に保育している満1歳及び満2
歳の子どもの数を合計して得た数を6で除して得た数を，「※3」欄の括弧内には申請年月

日の前日に保育している満3歳の子どもの数を20で除して得た数を，「※4」欄の括弧内に

は申請年月日の前日に保育している満4歳及び満5歳の子どもの数を合計して得た数を30
で除して得た数を，それぞれ記入すること。 
 4 「※5」欄には，「※1」欄から「※4」欄までの数を合計して得た数(その数に小数点

以下の端数があるときは、これを四捨五入する。次項において同じ。)を記入すること。 
 5 「※5」欄の括弧内には，「※1」欄から「※4」欄までの括弧内の数を合計して得た

数を記入すること。 
 6 「免許又は資格」欄は，幼稚園の教員の免許状を有する者は「幼」を，保育士の資

格を有する者は「保」を，両方を有する者は「幼」及び「保」を，それぞれ○で囲むこと。 
 7 「学級担任」欄には，学級担任をする者の欄に○を付すこと。 
 8 「常勤又は非常勤の別」欄には，該当するものを○で囲むこと。 
 9 「非常勤職員の勤務形態」欄には，1月当たりの勤務日数及び勤務時間を記入するこ

と。 
 10 「利用形態」欄は，該当する番号を○で囲むこと。 
 11 「食事の提供方法」欄は，該当するものを○で囲むこと。 
 12 「学級担任の特例を適用する職員」とは，茨城県幼稚園型認定こども園，保育所型

認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件に関する条例(次項において「条例」

という。)付則第2項の規定により保育士の資格を有する者であって，その意欲，適性，能

力等を考慮して適当と認められるものとされた職員をいう。 
 13 「教育及び保育時間相当利用児担当の特例を適用する職員」とは，条例付則第3項
の規定により幼稚園の教員の免許状を有する者であって，その意欲，適性，能力等を考慮

して適当と認められるものとされた職員をいう。 
 14 記入する欄が不足する場合は，適宜欄を設けて記入するか，又は別葉とすること。 
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別紙2 

教育保育概要 
認定こど

も園の名

称 

  

教育及び

保育の目

標 

  

教育及び

保育の主

な内容 

開園日数 日／年 教育時間 平日 時  分～  時  

分 
土曜日 時  分～  時  

分 
日曜日 

休日 
時  分～  時  

分 
教育週数 週／年 保育時間 平日 時  分～  時  

分 
土曜日 時  分～  時  

分 
日曜日 

休日 
時  分～  時  

分 
実施する

子育て支

援事業 

事業名 実施日数 担当職員 
  日／週 保育教諭 

       人(うち兼任  人) 

幼稚園教諭 

       人(うち兼任  人) 

保育士 

       人(うち兼任  人) 

その他の職員 

       人(うち兼任  人) 

  日／週 
  日／週 
  日／週 
  日／週 

子どもの1

日の活動

内容 

満3歳未満 満3歳以上 
時刻 活動内容 時刻 活動内容 

        
利用料   

 
備考 
 1 「休日」とは，国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休

日をいう。 
 2 「事業名」欄には，次の各号に掲げる事業のいずれかを記入すること。 
 (1) 親子のつどいの場等提供事業 親子が相互の交流を行う場所を開設する等により，

子育てに関する保護者からの相談に応じ，必要な情報の提供等の援助を行う事業 
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 (2) 子育て家庭訪問事業 家庭に職員を派遣し，子育てに関する保護者からの相談に応

じ，必要な情報の提供等の援助を行う事業 
 (3) 一時保育事業 保護者の疾病等の理由により，家庭において保育されることが一時

的に困難となった子どもにつき，認定こども園又はその家庭において保育を行う事業 
 (4) 子育て支援連絡調整事業 子育て支援を希望する保護者と，子育て支援を実施する

者との間の連絡及び調整を行う事業 
 (5) 子育て支援サポート事業 地域の子育て支援を行う者に対する必要な情報の提供

及び助言を行う事業 
 3 「担当職員」欄の括弧内には，担当職員が子育て支援事業のほか教育及び保育に従

事する場合にその数を記入すること。 
 4 「利用料」欄には，利用料，入園料，食事代等認定こども園の利用に要する費用を

記入すること。 
 5 記入する欄が不足する場合は，適宜欄を設けて記入するか，又は別葉とすること。
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別紙3 

管理運営等に関する計画 
選考の方法   
耐震，防災，防犯等子どもの健康及

び安全確保する体制の状況 
  

民間保険等への加入状況 保険の種類   
保険会社名   
保険金額(補償金額) 円 

情報開示の方法   
自己評価，外部評価等の実施方法   

 
備考 
 1 「選考の方法」欄には，選考基準，特別な配慮が必要な子どもの選考，市町村との

連携等について記入すること。 
 2 「耐震，防災，防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制の状況」欄には，避難

訓練の実施，子ども及び職員の健康診断の実施等について記入すること。 
 3 「情報開示の方法」欄には，開示する内容，開示する方法等について記入すること。 
 4 「自己評価，外部評価等の実施方法」欄には，自己評価及び外部評価の実施方法，

評価者及び評価結果の公表方法等について記入すること。 
 5 記入する欄が不足する場合は，適宜欄を設けて記入するか，又は別葉とすること。 
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様式第2号(第4条関係) 

(平28規則44・全改・令２規則83・一部改正) 
年  月  日  

 茨城県知事    殿 
申請(届出)者   住所                

氏名               

  法人又は団体にあっては，所在地並

びに名称及び代表者の氏名 
  

 
  

幼保連携型認定こども園設置認可申請書(届出書) 
 
 幼保連携型認定こども園を設置したいので，就学前の子どもに関する教育，保育等の総

合的な提供の推進に関する法律第17条第1項(第16条)の規定により，下記のとおり関係書類

を添えて申請します(届け出ます)。 
  

記 
 
幼保連携型認定こども園の名称   
施設の所在地   
目的   

定員 保育を必要とする子

どもの数 
満3歳未満 満3歳以上 合計 

人 人 人 
保育を必要とする子

ども以外の子どもの

数 

  満3歳以上 
人 

園長となるべき者の氏名   
経費の見積り及び維持方法   
教育及び保育の目標並びに主な内容 別紙2「教育及び保育の目標」及び「教育及び保育の主な内容」のと

おり 
実施する子育て支援事業 別紙2「実施する子育て支援事業」のとおり 
開設予定年月日     年    月    日 

 
添付書類 
 1 職員及び設備に関する調書(別紙1) 
 2 教育保育概要(別紙2) 
 3 管理運営等に関する計画を記載した書類(別紙3) 
 4 その他知事が必要と認める書類 
 
別紙1 
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職員及び設備に関する調書 
 
園

児

の

定

員

等 

区分 満1歳未満 満1歳 満2歳 満3歳 満4歳 満5歳 合

計 
保育を必要とす

る子どもの定員

及び数 

 人 

( 人) 
 人 

( 人) 
 人 

( 人) 
 人 

( 人) 
 人 

( 人) 
 人 

( 人) 
 

人 

(

 

人

) 

保育を必要とす

る子ども以外の

子どもの定員及

び数 

   人 

( 人) 
 人 

( 人) 
 人 

( 人) 

学級数   学級 学

級 
職

員

配

置

の

状

況 

必要な職員数 ※1 

 人 

( 人) 

※2 

人 

( 人) 

※3 

 人 

( 人) 

※4 

人 

( 人) 

※

5 

 

人 

(

 

人

) 
職員の配置 人 人 人 人 

職

員

資

格

の

状

況

等 

職

名 
氏名 年齢 免許又は資格 学

級

担

任 

常勤又は非

常勤の別 
非常勤職員の勤務形態 

      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 
      幼・保   常勤・非常勤  日／月 時間／日 

建 構造 階数 総面積 利用形態 
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物

の

構

造

等 

造 

1 耐 火

建築物 

2 準 耐

火建築

物 

3 そ の

他 

  m2 1 自己所有 2 賃貸借契約(期間  年間) 

3 使用貸借契約(期間  年間) 

設

備 
室名 面積 室名 面積 

乳児室 m2 遊戯室 m2 
ほふく室 m2 調乳室 m2 
満2歳以上満3歳未満の園児が使用する保育室 m2 もく浴室 m2 
満3歳以上の園児が使用する保育室 m2 職員室 m2 
調理室 m2 便所 m2 
保健室 m2 会議室 m2 
図書室 m2     

合計 m2 
園舎の面積 m2 
園庭の面積 m2 
飲料用設備 有・無 放送聴取設備 有・無 
手洗用設備 有・無 映写設備 有・無 
足洗用設備 有・無 水遊び場 有・無 
園児清浄用

設備 
有・無     

土

地

の

状

況

等 

敷地面積 利用形態 
m2 1 自己所有 2 賃貸借契約(期間  年間) 

3 使用貸借契約(期間  年間) 

食

事

の

提

供

方

法

等 

食事の提供方法 自園調理 ・自園調理(委託)・ 外部搬入 
栄養指導を行う栄養士 氏名 所属 

    
加熱，保存等の調理機能を有する

設備 
設備名 数量 

    
    
    
    

 
備考 
 1 「園児の定員等」欄の括弧内には，開設予定日における園児の見込み数を記入する
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こと。 
 2 「※1」欄には満1歳未満の園児の定員を3で除して得た数(その数に小数点第2位以下

の端数があるときは，これを切り捨てる。以下この項及び次項において同じ。)を，「※2」
欄には満1歳以上満3歳未満の園児の定員を合計して得た数を6で除して得た数を，「※3」
欄には満3歳以上満4歳未満の園児の定員を20で除して得た数を，「※4」欄には満4歳以上

の園児の定員を合計して得た数を30で除して得た数を，それぞれ記入すること。 
 3 「※1」欄の括弧内には申請年月日の前日における満1歳未満の園児の数を3で除して

得た数を，「※2」欄の括弧内には申請年月日の前日における満1歳以上満3歳未満の園児の

数を合計して得た数を6で除して得た数を，「※3」欄の括弧内には申請年月日の前日にお

ける満3歳以上満4歳未満の園児の数を20で除して得た数を，「※4」欄の括弧内には申請年

月日の前日における満4歳以上の園児の数を合計して得た数を30で除して得た数を，それ

ぞれ記入すること。 
 4 「※5」欄には，「※1」欄から「※4」欄までの数を合計して得た数(小数点以下を四

捨五入する。次項において同じ。)を記入すること。 
 5 「※5」欄の括弧内には，「※1」欄から「※4」欄までの括弧内の数を合計して得た

数を記入すること。 
 6 「職員資格の状況」欄については，資格を有していない職員も含め，園に勤務する

全ての職員(嘱託の医師・歯科医師・薬剤師を含む)を記載し，「職名」欄には，園長，副園

長，教頭，主幹保育教諭，指導保育教諭，主幹養護教諭，養護教諭，主幹栄養教諭，栄養

教諭，事務職員，保育教諭，助保育教諭，講師，養護助教諭，栄養士，調理員，医師，歯

科医師，薬剤師等を記載すること。 
 7 「免許又は資格」欄には，幼稚園の教員の免許状を有する者は「幼」を，保育士の

資格を有する者は「保」を，両方を有する者は「幼」及び「保」を，それぞれ○で囲むこ

と。 
 8 「学級担任」欄には，学級担任をする者の欄に○を付すこと。 
 9 「常勤又は非常勤の別」欄には，該当するものを○で囲むこと。 
 10 「非常勤職員の勤務形態」欄には，1月当たりの勤務日数及び勤務時間を記入する

こと。 
 11 「構造」「利用形態」欄は，該当する番号を○で囲むこと。 
 12 記入する欄が不足する場合は，適宜欄を設けて記入するか，又は別葉とすること。 
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別紙2 

教育保育概要 
幼保連携型

認定こども

園の名称 

  

教育及び保

育の目標 
  

教育及び保

育の主な内

容 

開園日数 日／年 教育時間 平日 時  分～  時  分 
土曜日 時  分～  時  分 
日曜日 

休日 
時  分～  時  分 

教育週数 週／年 保育時間 平日 時  分～  時  分 
土曜日 時  分～  時  分 
日曜日 

休日 
時  分～  時  分 

実施する子

育て支援事

業 

事業名 実施日数 担当職員 
  日／週 保育教諭 

人(うち兼任 人) 

幼稚園教諭 

人(うち兼任 人) 

保育士 

人(うち兼任 人) 

その他の職員 

人(うち兼任 人) 

  日／週 
  日／週 
  日／週 
  日／週 

園児の 1日

の活動内容 
満3歳未満 満3歳以上 
時刻 活動内容 時刻 活動内容 
        

利用料   
 
備考 
 1 「休日」とは，国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休

日をいう。 
 2 「事業名」欄には，次の各号に掲げる事業のいずれかを記入すること。 
 (1) 親子のつどいの場等提供事業 親子が相互の交流を行う場所を開設する等により，

子育てに関する保護者からの相談に応じ，必要な情報の提供等の援助を行う事業 
 (2) 子育て家庭訪問事業 家庭に職員を派遣し，子育てに関する保護者からの相談に応

じ，必要な情報の提供等の援助を行う事業 
 (3) 一時保育事業 保護者の疾病等の理由により，家庭において保育されることが一時

的に困難となった子どもにつき，認定こども園又はその家庭において保育を行う事業 
 (4) 子育て支援連絡調整事業 子育て支援を希望する保護者と，子育て支援を実施する
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者との間の連絡及び調整を行う事業 
 (5) 子育て支援サポート事業 地域の子育て支援を行う者に対する必要な情報の提供

及び助言を行う事業 
 3 「担当職員」欄の括弧内には，担当職員が子育て支援事業のほか教育及び保育に従

事する場合にその数を記入すること。 
 4 「利用料」欄には，利用料，入園料，食事代等認定こども園の利用に要する費用を

記入すること。 
 5 記入する欄が不足する場合は，適宜欄を設けて記入するか，又は別葉とすること。 
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別紙3 

管理運営等に関する計画 
選考の方法   
耐震，防災，防犯等子どもの健康及

び安全を確保する体制の状況 
  

民間保険等への加入状況 保険の種類   
保険会社名   
保険金額(補償金額) 円 

情報開示の方法   
自己評価，外部評価等の実施方法   
苦情窓口の設置状況   

 
備考 
 1 「選考の方法」欄には，選考基準，特別な配慮が必要な子どもの選考，市町村との

連携等について記入すること。 
 2 「耐震，防災，防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制の状況」欄には，災害

対策設備，防災計画，食品等の備蓄状況，地域住民との連携方法，避難訓練の実施，子ど

も及び職員の健康診断の実施等について記入すること。 
 3 「情報開示の方法」欄には，開示する内容，開示する方法等について記入すること。 
 4 「自己評価，外部評価等の実施方法」欄には，自己評価及び外部評価の実施方法，

評価者及び評価結果の公表方法等について記入すること。 
 5 「苦情窓口の設置状況」欄には，苦情受付担当者の氏名，苦情解決のための手続方

法，担当者及び手続方法の周知方法について記載すること。 
 6 記入する欄が不足する場合は，適宜欄を設けて記入するか，又は別葉とすること。 
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様式第2号の2(第4条関係) 
(平28規則44・追加・令２規則83・一部改正) 

年  月  日  
 
 茨城県知事    殿 

変更前の設置者 住所            

氏名           

変更後の設置者 住所            

氏名           

  法人又は団体にあっては，所在地並びに名称及び代表者

の氏名 
 
 

幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(届出書) 
 幼保連携型認定こども園の設置者を変更したいので，就学前の子どもに関する教育，保

育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第17条第1項(第16条)の規定により，下記

のとおり関係書類を添えて申請します(届け出ます)。 
記 

 
項目 変更前 変更後 
幼保連携型認定こども園の名称     
施設の所在地     
目的     
変更年月日   
変更の理由   

 
※ 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第

15条第1項第4号から第6号までの規定に掲げる事項を記載した書類を添付すること。 
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様式第3号(第5条関係) 

(平24規則11・平28規則44令２規則83・一部改正) 
 

  年  月  日 
 
  茨城県知事    殿 
 

設置者 住所 

氏名              
 法人又は団体にあっては，所在地並びに名称及び代表

者の氏名 
 
 

変更届出書 
 
 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供

の推進に関する法律第4条第1項各号に掲げる事項(第28

条の規定により周知された事項) 

 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供

の推進に関する法律施行規則第15条第1項各号に掲げる

事項 

を変更する 

 
 
ので， 同法第29条第1項 

同規則第15条第2項 
の規定により，下記のとおり関係書

類を添えて届け出ます。 
 
 

記 
 
認定こども園の名称   
施設の所在地 施設1   

施設2   
変更する事項 変更前 変更後 

      
      
変更予定年月日   年  月  日 

 
備考 
 1 この様式において「認定こども園」とは，幼稚園型認定こども園，保育所型認定こ

ども園及び地方裁量型認定こども園並びに幼保連携型認定こども園(国又は県が設置する
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ものを除く。)をいう。 
 2 不要な文字は，消すこと。 
 3 共同して届出をする場合は，設置者を2段書きすること。 
 4 「施設の所在地」欄は，認定こども園を1の施設で構成する場合は「施設1」欄に，2
の施設で構成する場合は「施設1」欄及び「施設2」欄に，それぞれ記入すること。 
 5 変更する事項が確認できる書類を添付すること。 
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様式第4号(第6条関係) 
(平28規則44・令２規則83・一部改正) 

  年  月  日 
  茨城県知事    殿 

設置者 住所 

氏名              
 法人又は団体にあっては，所在地並びに名称及び代表

者の氏名 
 

認定こども園運営状況報告書 
 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」と

いう。)第30条第1項の規定により，認定こども園の運営状況について，下記のとおり報告

します。 
記 

施設の名称 施設1   施設の種別 施設1   
施設2   施設2   

施設の所在

地 
施設1   
施設2   

報告年月日

の前日にお

いて保育し

ている保育

を必要とす

る子どもの

利用定員 

満3歳未満 満3歳以上 合計 
人 人 人 

報告年月日

の前日にお

いて保育し

ている保育

を必要とす

る子ども以

外の子ども

の利用定員 

満3歳未満 満3歳以上 
人 人 

認定こども

園の名称 
  

認定こども

園の長の氏

名 

  

 
備考 
 1 この様式において「認定こども園」とは，幼稚園型認定こども園，保育所型認定こ
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ども園及び地方裁量型認定こども園をいう。 
 2 共同して報告をする場合は，設置者を2段書きすること。 
 3 「施設の名称」欄，「施設の種別」欄及び「施設の所在地」欄は，認定こども園を1
の施設で構成する場合は「施設1」欄に，2の施設で構成する場合は「施設1」欄及び「施

設2」欄に，それぞれ記入すること。 
 4 「施設の種別」欄には，幼稚園，保育所又は保育機能施設の別を記入すること。 
添付書類 
 1 職員及び施設設備に関する調書(茨城県就学前の子どもに関する教育，保育等の総合

的な提供の推進に関する法律施行細則(以下「規則」という。)様式第1号の別紙1を使用す

ること。) 
 2 教育保育概要(規則様式第1号の別紙2を使用すること。) 
 3 職員について変更があった場合には，変更に係る職員の幼稚園の教員の免許状又は

保育士の資格を有することを証する書類の写し 
 4 食事の提供に関する業務の委託契約書の写し 
 5 食育に関する計画の前年度の実施状況及び今年度の計画を記載した書類 
 6 教育及び保育に関する全体的な計画の前年度の実施状況及び今年度の計画を記載し

た書類 
 7 教育及び保育に従事する者の研修その他の資質の向上のための事業に関する計画の

前年度の実施状況及び今年度の計画を記載した書類 
 8 子育て支援事業に関する計画の前年度の実施状況及び今年度の計画を記載した書類 
 9 管理運営等に関する計画の前年度の実施状況及び今年度の計画を記載した書類 
 10 保育する子どもに関して契約している保険等の契約書の写し 
 11 利用料に関する書類 
 12 その他知事が必要と認める書類 
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様式第4号の2(第6条関係) 
(平28規則44・追加・令２規則83・一部改正) 

年  月  日  
 
 茨城県知事    殿 

設置者 住所                

氏名               

  法人又は団体にあっては，所在地並びに名称及び代表者

の氏名 
 

幼保連携型認定こども園運営状況報告書 
 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律第30条第1項
の規定により，幼保連携型認定こども園の運営状況について，下記のとおり報告します。 

記 
幼保連携型認定こども園

の名称 
  

施設の所在地   
報告年月日の前日におい

て保育を必要とする子ど

もの利用定員 

満3歳未満 満3歳以上 合計 
人 人 人 

報告年月日の前日におい

て保育を必要とする子ど

も以外の子どもの利用定

員 

満3歳未満 満3歳以上 
  人 

園長の氏名   
 
添付書類 
 1 職員及び設備に関する調書(茨城県就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な

提供の推進に関する法律施行細則(次項において「規則」という。)様式第2号別紙1を使用

すること。) 
 2 教育保育概要(規則様式第2号別紙2を使用すること。) 
 3 職員について変更があった場合には，変更に係る職員の幼稚園の教員の免許状又は

保育士の資格を有することを証する書類の写し 
 4 食事の提供に関する業務の委託契約書の写し 
 5 利用料に関する書類 
 6 その他知事が必要と認める書類 
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様式第5号(第7条関係) 

(平28規則44・令２規則83・一部改正) 
  年  月  日 

  茨城県知事    殿 
設置者 住所 

氏名              
 法人又は団体にあっては，所在地並びに名称及び代表

者の氏名 
 

認定こども園廃止(休止・再開)認可申請書(届出書) 
 認定こども園を廃止(休止・再開)したい(する)ので，下記のとおり申請します(届け出ま

す)。 
記 

施設の名称 施設1   施設の種別 施設1   
施設2   施設2   

施設の所在

地 
施設1   
施設2   

届出年月日

の前日にお

いて保育し

ている保育

を必要とす

る子どもの

数 

満3歳未満 満3歳以上 合計 
人 人 人 

届出年月日

の前日にお

いて保育し

ている保育

を必要とす

る子ども以

外の子ども

の数 

満3歳未満 満3歳以上 
人 人 

認定こども

園の名称 
  

廃 止 ( 休

止・再開)の

予定年月日 

  年   月   日 

廃 止 ( 休

止・再開)の

理由 
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休止予定期

間 
  年  月  日から  年  月  日まで 

保育してい

る 子 ど も

(園児 )の処

置方法 

  

財産の処分

方法 
  

 
備考 
 1 この様式において「認定こども園」とは，幼稚園型認定こども園，保育所型認定こ

ども園及び地方裁量型認定こども園並びに幼保連携型認定こども園をいう。 
 2 不要な文字は，消すこと。 
 3 共同して届け出る場合は，設置者を2段書きすること。 
 4 「施設の名称」欄，「施設の種別」欄及び「施設の所在地」欄には，認定こども園を

1の施設で構成する場合は「施設1」欄に，2の施設で構成する場合は「施設1」及び「施設

2」欄に，それぞれ記入すること。 
 5 「施設の種別」欄には，幼保連携型認定こども園，幼稚園，保育所又は保育機能施

設の別を記入すること。 
 6 廃止又は休止の場合は，次に掲げる事項(休止の場合にあっては，第4号に掲げる事項

を除く。)について知事が必要と認める書類を添付すること。 
 (1) 廃止又は休止の理由 
 (2) 保育している子ども又は園児の処置方法 
 (3) 廃止の期日又は休止の予定期間 
 (4) 財産の処分 
 

- 117 -



 
 
 
 
 
 

５ 私立高等学校・中等教育学校・中学校・ 
義務教育学校及び小学校関係規定 
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私立学校設置認可の基準等に関する要項 

 
（趣旨） 

第１条 この要項は，私立の高等学校，中等教育学校，中学校，義務教育学校及び小学校

（以下「私立学校」という。）の設置（収容定員の変更（収容定員を増加する場合に限る。）

を含む。以下同じ。）の認可基準等に関し必要な事項を定めるものとする。 

２ 私立学校の設置者は，学校教育法その他関係法令にのっとり，学校教育の水準の維持

向上に努めるものとし，いやしくも，この要項に定める基準を理由に学校教育の水準を

低下させてはならない。 

 

（高等学校設置認可基準） 

第２条 高等学校の設置認可基準は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 同時に授業を受ける１学級の生徒数は，４０人以下とする。ただし，特別の事情が

あり，かつ，教育上支障がない場合は，この限りではない。 

(2) 高等学校に置く副校長及び教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程又は定時制

の課程ごとに一人以上とし，主幹教諭，指導教諭及び教諭（以下この条において「教

諭等」という。）の数は当該高等学校の収容定員を４０で除して得た数以上で，かつ，

教育上支障がないものとする。 

(3) 教諭等は、特別の事情があり，かつ，教育上支障がない場合は，助教諭又は講師を

もってこれに代えることができる。 

(4) 高等学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は，他の学校の教員等と兼

ねることができる。 

(5) 高等学校には，相当数の養護をつかさどる主幹教諭，養護教諭その他の生徒の養護

をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。 

(6) 高等学校には，必要に応じて相当数の実習助手を置くものとする。 

(7) 高等学校には，全日制の課程及び定時制の課程の設置の状況，生徒数等に応じ，相

当数の事務職員を置かなければならない。 

(8) 運動場の面積は，全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわら

ず，８，４００平方メートル以上とする。ただし，体育館等の屋内運動施設を備えて

いる場合その他の教育上支障がない場合は，この限りでない。 

(9) 高等学校の校舎の面積は，法令に特別の定めがある場合を除き，全日制の課程若し

くは定時制の課程の別又は学科の種類にかかわらず，別表１に定める面積以上とする。

ただし，地域の実態その他により特別の事情があり，かつ，教育上支障がない場合は，

この限りでない。 

(10) 校舎には,教室（普通教室、特別教室等とする。）,図書室,保健室,職員室のほか,必

要に応じて,専門教育を施すための施設を備えるものとする。 

(11) 高等学校には，校舎及び運動場のほか，体育館を備えるものとする。ただし，地域

の実態その他により特別の事情があり，かつ，教育上支障がない場合は，この限りで

ない。 

(12) 高等学校には，学科の種類，生徒数等に応じ，指導上，保健衛生上及び安全上必要

な種類及び数の校具及び教具を備え，常に改善し，補充しなければならない。 

(13) 高等学校は，特別の事情があり，かつ，教育上及び安全上支障がない場合は，他の

学校等の施設及び設備を使用することができる。 

（14）前各号に定めるもののほか，高等学校設置基準（平成１６年文部省令第２０号）を

準用する。 

 

（中等教育学校設置認可基準） 

第３条 中等教育学校の認可基準は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 前期課程の設備，編成その他設置に関する事項については，中学校の設置認可基準
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の規定を準用する。 

(2) 後期課程の設備，編成その他設置に関する事項については，高等学校の設置認可基

準の規定を準用する。 

 

（中学校設置認可基準） 

第４条 中学校の設置認可基準は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) １学級の生徒数は，法令に特別の定めがある場合を除き，４０人以下とする。ただ

し，特別の事情があり，かつ，教育上支障がない場合は，この限りではない。 

(2) 中学校に置く主幹教諭，指導教諭及び教諭（以下この条において「教諭等」という。）

の数は、１学級当たり１人以上とする。教諭等は，特別の事情があり，かつ，教育上

支障がない場合は，校長，副校長若しくは教頭が兼ね，又は助教諭若しくは講師をも

って代えることができる。 

(3) 中学校に置く教員等は，教育上必要と認められる場合は，他の学校の教員等と兼ね

ることができる。 

(4) 校舎及び運動場の面積は，法令に特別の定めがある場合を除き，別表２及び３に定

める面積以上とする。ただし，地域の実態その他により特別の事情があり，かつ，教

育上支障がない場合は，この限りでない。 

(5) 校舎及び運動場は，同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし，

地域の実態その他により特別の事情があり，かつ，教育上及び安全上支障がない場合

は，その他の適当な位置にこれを設けることができる。 

(6) 校舎には，教室（普通教室、特別教室等とする。），図書室，保健室，職員室のほか，

必要に応じて，特別支援学級のための教室を備えるものとする。 

(7) 中学校には，校舎及び運動場のほか，体育館を備えるものとする。ただし，地域の

実態その他により特別の事情があり，かつ，教育上支障がない場合は，この限りでな

い。 

(8) 中学校には，学級数及び生徒数に応じ，指導上，保健衛生上及び安全上必要な種類

及び数の校具及び教具を備えるものとし，これらの校具及び教具は，常に改善し，補

充しなければならない。 

(9) 中学校は,特別の事情があり,かつ,教育上及び安全上支障がない場合は,他の学校等

の施設及び設備を使用することができる。 

（10）前各号に定めるもののほか，中学校設置基準（平成１４年３月２９日文部科学省令

第１５号）を準用する。 

 

（義務教育学校設置認可基準） 

第５条 義務教育学校の認可基準は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 前期課程の設備，編成その他設置することについては，小学校の設置認可基準の規

定を準用する。 

(2) 後期課程の設備，編成その他設置に関する事項については，中学校の設置認可基準

の規定を準用する。 

 

（小学校設置認可基準） 

第６条 小学校の設置認可基準は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) １学級の児童数は，法令に特別の定めがある場合を除き，４０人以下とする。ただ

し，特別の事情があり，かつ，教育上支障がない場合は，この限りではない。 

(2) 小学校に置く主幹教諭，指導教諭及び教諭（以下この条において「教諭等」という。）

の数は，１学級当たり１人以上とする。教諭等は，特別の事情があり，かつ，教育上

支障がない場合は，校長，副校長若しくは教頭が兼ね，又は助教諭若しくは講師をも

って代えることができる。 

(3) 小学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ね

ることができる。 
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 (4) 校舎及び運動場の面積は，法令に特別の定めがある場合を除き，別表４及び５に定 

める面積以上とする。ただし，地域の実態その他により特別の事情があり，かつ，教 

育上支障がない場合は，この限りでない。 

(5) 校舎及び運動場は，同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし，

地域の実態その他により特別の事情があり，かつ，教育上及び安全上支障がない場合

は，その他の適当な位置にこれを設けることができる。 

(6)校舎には，教室（普通教室、特別教室等とする。），図書室，保健室，職員室のほか，

必要に応じて，特別支援学級のための教室を備えるものとする。 

(7) 小学校には，校舎及び運動場のほか，体育館を備えるものとする。ただし，地域の

実態その他により特別の事情があり，かつ，教育上支障がない場合は，この限りでな

い。 

(8) 小学校には，学級数及び児童数に応じ，指導上，保健衛生上及び安全上必要な種類

及び数の校具及び教具を備え，常に改善し，補充しなければならない。 

(9) 小学校は，特別の事情があり，かつ，教育上及び安全上支障がない場合は，他の学

校等の施設及び設備を使用することができる。 

(10）前各号に定めるもののほか，小学校設置基準（平成１４年３月２９日文部科学省令

第１４号）を準用する。 

 

（設置認可に係る資産等の審査基準） 

第７条 私立学校の設置認可に係る資産等の審査基準は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 設置する学校の設備（賃貸借等によることが適当であると認められる設備を除く。），

校舎及び校地は，負担付又は借用のものでないこと。ただし，次のいずれかに該当す

る場合で，かつ，教育上支障がないときは，この限りでない。 

ア 国又は地方公共団体から借用する場合 

イ 国又は地方公共団体以外の者から借用する場合にあっては，２０年以上の長期に

わたり安定して使用できる保証がある場合 

(2) 学校設置に要する経費（以下「設置経費」という。）の財源には，原則として，借入 

金その他の負債を充てないこと。ただし，日本私立学校振興・共済事業団が行う貸付

を受ける場合であって校舎建築費の 2 分の 1 の範囲内の額の借入金を充てるときは，

この限りでない。 

(3) 学校の経営に必要な運用財産として，開設年度の経常的経費（人件費，教育研究経

費，管理経費及び設備経費をいう。以下同じ。）の 3分の 1以上に相当する資金を保有

すること。この場合において，当該運用財産の財源には，借入金その他の負債を充て

ないこと。 

(4) 設置経費及び前号に規定する運用財産は，原則として，認可申請時において，収納

されていること。 

(5) 学校の経営については，学校の種類及び規模に応じて，毎年度の経常的支出に対し，

授業料及び入学金等の経常的収入で収支の均衡が保てるものであること。 

(6) 学校の完成年度（全学年の生徒等が在籍することとなる年度をいう。）までの各年度

の経常的経費の財源には，原則として，借入金その他の負債を充てないこと。 

 

付 則 

１ この要項は，昭和５６年７月１日から適用する。 

２ 第７条から第９条までの規定は，昭和５７年４月１日までに開設する私立学校には適

用しない。 

３ 茨城県私立学校認可手続内規は，昭和５６年６月３０日をもって，これを廃止する。 

付 則 

この要項の改正は，昭和６２年７月１日から適用する。ただし，改正後の第２条第１項

第 2 号及び別表第１から別表第３までの規定は，昭和６４年４月１日から適用する。 

付 則 
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この要項の改正は，平成１８年９月１５日から適用する。 

付 則 

この要項の改正は，平成２７年４月１日から適用する。 

付 則 

この要項の改正は，平成２８年４月１日から適用する。 

付 則 

この要項の改正は，平成３０年２月１日から適用する。 

 

 

別表１（第２条第１項第９号）高等学校校舎面積基準表 

収容定員 面積（平方メートル） 

１２０人以下 １２００ 

１２１人以上４８０人以下 １２００＋６×（収容定員－１２０） 

４８１人以上 ３３６０＋４×（収容定員－４８０） 

 

別表２（第４条第１項第４号）中学校校舎面積基準表 

収容定員 面積（平方メートル） 

１人以上４０人以下 ６００ 

４１人以上４８０人以下 ６００＋６×（生徒数－４０） 

４８１人以上 ３２４０＋４×（生徒数－４８０） 

 

別表３（第４条第１項第４号）中学校運動場面積基準表 

収容定員 面積（平方メートル） 

１人以上２４０人以下 ３６００ 

２４１人以上７２０人以下 ３６００＋１０×（生徒数－２４０） 

７２１人以上 ８４００ 

 

別表４（第６条第１項第４号）小学校校舎面積基準表 

収容定員 面積（平方メートル） 

１人以上４０人以下 ５００ 

４１人以上４８０人以下 ５００＋５×（児童数－４０） 

４８１人以上 ２７００＋３×（児童数－４８０） 

 

別表５（第６条第１項第４号）小学校運動場面積基準表 

収容定員 面積（平方メートル） 

１人以上２４０人以下 ２４００ 

２４１人以上７２０人以下 ２４００＋１０×（児童数－２４０） 

７２１人以上 ７２００ 
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私立高等学校通信制課程の設置及び運営等に関する要項 
 

（趣旨） 
第１条 私立高等学校通信制課程の設置及び運営については，教育基本法（平成１８年法律第１２０

号），学校教育法（昭和２２年法律第２６号），高等学校通信教育規程（昭和３７年文部省令第３２

号。以下「規程」という。）並びに高等学校学習指導要領（以下「指導要領」という。）等その他の

関係法令等の規定によるほか，この要項に定めるところによる。 
２ 通信制の課程を置く私立高等学校（以下「実施校」という。）の設置者は，通信制の課程の編成，

施設，設備等がこの要項で定める基準より低下した状態にならないようにすることはもとより，こ

れらの水準の向上を図ることに努めなければならない。 
 
 （教育課程の編成等） 
第２条 実施校の設置者は，高等学校教育として，教育基本法，学校教育法，指導要領等の教育課程

に関する法令等に従い，適切な教育課程を編成しなければならない。 
２ 教育課程の実施に当たっては，指導要領及びその解説を踏まえ，各教科・科目，総合的な学習の

時間及び特別活動（以下「教科・科目等」という。）のそれぞれについて，指導目標，指導内容，

指導の順序，使用教材，指導の時間配当等を具体的に定めた指導計画を作成しなければならない。 
 
（通信教育の方法等） 

第３条 私立高等学校の通信制の課程で行う教育（以下「通信教育」という。）は，添削指導，面接

指導及び試験の方法により行うものとする。 
２ 通信教育においては，前項に掲げる方法のほか，放送その他の多様なメディアを利用した指導等

の方法を加えて行うことができる。 
３ 通信教育においては，生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。 
４ 通信教育については，各教科の教員免許状を取得している実施校の教員が行わなければならない。 
５ 面接指導及び試験は，実施校のほか，原則として，規程第３条に規定する協力校（以下「協力校」

という。）又は面接指導及び試験を実施するための施設（以下「面接指導実施施設」という。）にお

いて行うものとする。 
６ 添削指導に用いる課題は，その大部分を記述式であることとし，添削指導は正誤のみの記載では

なく必要な解説等を付すこと。 
７ 多様なメディアを利用して行う学習を取り入れる場合は，計画的かつ継続的に提供され，高等学

校教育の目標及びその水準の維持に十分配慮すること。 
 
 （通信教育実施区域） 
第４条 実施校の通信教育を受ける生徒の住所（以下「通信教育実施区域」という。）が，茨城県内

のほか，他の都道府県に及ぶ場合には，当該都道府県の意向を踏まえなければならない。 
２ 通信教育実施区域は，通信教育の実施にあたり支障のない範囲で定めるものとする。 
 
 （通信制の課程の規模） 
第５条 実施校における通信制の課程に係る収容定員は，２４０人以上とする。ただし，特別の事情
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があり，かつ，教育上支障がない場合は，この限りでない。 
２ 実施校の設置者は，前項の収容定員について，通信教育の実施にあたり十分な教育環境が確保さ

れるよう，適正な人数を定めなければならない。 
 
 （教諭の数等） 
第６条 実施校における通信制の課程に係る副校長，教頭，主幹教諭及び教諭の数は，５人以上とし，

かつ，教育上支障がないものとする。特に，協力校又は面接指導実施施設において，面接指導及び

試験を実施する場合は，担当教諭の配置等具体的な実施計画を立てた上で行わなければならない。 
２ 前項の教諭は，特別の事情があり，かつ，教育上支障がない場合は，助教諭又は講師をもってこ

れに代えることができる。 
３ 実施校に置く教諭等は，教育上必要と認められる場合は，他の学校の教諭等と兼ねることができ

る。 
 
 （事務職員の数） 
第７条 実施校には，生徒数に応じ，相当数の通信制の課程に係る事務職員を置かなければならない。 
 
 （施設及び設備の一般的基準） 
第８条 実施校の施設及び設備は，指導上，保健衛生上，安全上及び管理上適切なものでなければな

らない。 
 
 （校舎の面積） 
第９条 通信制の課程のみを置く私立高等学校（以下「独立校」という。）の校舎の面積は，１，２

００平方メートル以上とする。ただし，次条第４項の規定により，他の学校等の施設を兼用する場

合又は地域の実態その他特別の事情があり，かつ，教育上支障がない場合は，この限りではない。 
 
 （校舎に備えるべき施設） 
第１０条 実施校の校舎には，少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。 

（１）教室（普通教室，特別教室等とする。） 
（２）図書室，保健室 
（３）職員室 

２ 前項に掲げる施設のほか，必要に応じて，専門教育を施すための施設を備えるものとする。 
３ 全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校における第１項第１号及び第２号に掲げる施

設については，当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で行う教育の用に

供する施設を兼用することができる。 
４ 独立校における第１項第１号及び第２号に掲げる施設については，当該独立校と同一の敷地内又

は当該独立校の敷地の隣接地に所在する他の学校等の当該各号に掲げる施設に相当する施設を兼

用することができる。 
 
 （校具及び教具） 
第１１条 実施校には，学科の種類，生徒数等に応じ，指導上，保健衛生上及び安全上必要な種類及

- 124 -



び数の校具及び教具を備えなければならない。 
 

（協力校） 
第１２条  実施校の設置者は，協力校を設ける場合には，当該協力校の設置者との協力及び連携を

十分に図り，生徒の修学に支障のないようにしなければならない。 
２ 実施校の設置者は，協力校を設ける場合は，当該実施校の学則に当該協力校の名称及び位置を記

載することとし，私立学校等に係る学校教育法の施行に関する細則（昭和３８年茨城県規則第５号。

以下「細則」という。）の規定に基づき，当該協力校の施設及び設備の概要，当該協力校における

教育計画の概要並びに当該協力校の設置者の同意の文書等の書類を添えて，知事に認可申請又は届

出を行わなければならない。 
 

（面接指導実施施設） 
第１３条 実施校の設置者は，面接指導実施施設を設ける場合には，当該面接指導実施施設の設置者

と協力及び連携を十分に図り，生徒の修学に支障のないようにしなければならない。 
２ 面接指導実施施設は，次に掲げる要件を満たすものとする。 

（１）学校法人等が設置する教育施設（大学，高等専門学校，専修学校，各種学校，指定技能教育 
  施設）であること。 
（２）当該面接指導実施施設の本来の目的である教育活動等に支障がなく，実施校の教育を行うこ

とができる施設及び設備が提供されること。 
（３）実施校の設置者は，当該面接指導実施施設の利用について当該面接指導実施施設の設置者の

同意を得ていること。 
３ 実施校の設置者は，面接指導実施施設を設ける場合は，当該実施校の学則に面接指導実施施設の

名称及び位置を記載することとし，細則の規定に基づき，当該面接指導実施施設の施設及び設備の

概要，当該面接指導実施施設における教育計画の概要並びに当該面接指導実施施設の設置者の同意

の文書等の書類を添えて，知事に認可申請又は届出を行わなければならない。 
 

（指定技能教育施設） 
第１４条 実施校の設置者は，学校教育法第５５条に規定する技能教育のための施設（以下「指定技

能教育施設」という）と連携する場合には，当該指定技能教育施設の設置者との連携を十分に図り，

生徒の修学に支障のないようにしなければならない。 
 

（資産等） 
第１５条 実施校の設置認可に係る資産等は，次に掲げるとおりとする。 
（１）実施校の設備（賃貸借等によることが適当であると認められる設備を除く。），校舎及び校地

は，原則として負担付き又は借用のものでないこと。ただし，次のいずれかに該当する場合

で，かつ，教育上支障がないときは，この限りではない。 
    ア 国又は地方公共団体から校舎の用に供する建物を借用する場合 
    イ 国又は地方公共団体以外の者から校舎の用に供する建物を借用する場合にあっては，２

０年以上の長期にわたり校舎として安定して使用できる保証がある場合 
（２）実施校の設置に要する経費（以下「設置経費」という。）の財源には，原則として，借入金
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その他の負債を充てないこと。ただし，日本私立学校振興・共済事業団が行う貸付けを受け

る場合であって校舎建築費の２分の１の範囲内の額の借入金を充てるときは，この限りでな

い。 
（３）実施校の経営に必要な運用財産として，開設年度の経常的経費（人件費，教育研究経費，管

理経費及び設備経費をいう。以下同じ。）の３分の１以上に相当する資金を保有すること。こ

の場合において，当該運用財産の財源には，借入金その他の負債を充てないこと。 
（４）設置経費及び前号に規定する運用財産は，原則として，認可申請時において，収納されてい

ること。 
（５）実施校の経営については，毎年度の経常的支出に対し，授業料，入学金等の経常的収入で収

支の均衡が保てるものであること。 
（６）実施校の完成年度（全学年の生徒等が在籍することとなる年度をいう。）までの各年度の経

常的経費の財源には，原則として，借入金その他の負債を充てないこと。 
 

（その他） 
第１６条 実施校の設置者は，生徒募集に当たり，入学志願者，その保護者が実施校の通信制課程と

しての教育内容及び方法を正しく理解できるよう配慮しなければならない。 
２ 実施校の設置者は，実施校と実施校の生徒を学習面や生活面で支援する民間施設（以下「サポー

ト施設」という。）との関係について，生徒，保護者等の誤解を招くような連携を行ってはならな

い。 
３ 協力校，面接指導実施施設，指定技能教育施設，サポート施設及びその他の施設（以下「連携施

設」と総称する。）と協力及び連携を行う実施校の設置者は，連携施設との協力及び連携の内容に

ついて，連携施設の設置者とあらかじめ文書による取り決めを行うとともに，連携施設との協力及

び連携の内容について担当する教諭等を配置し，連携施設を定期的に訪問するなど，適切な協力及

び連携関係の確保に努めること。 
 

附 則 
（施行期日） 
この要項は，平成３０年１月１日から施行する。 
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平成十六年文部科学省令第二十号

高等学校設置基準

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三条の規定に基づき、高等学校設置基準（昭和二十三年

文部省令第一号）の全部を改正する省令を次のように定める。

目次

第一章 総則（第一条—第四条）

第二章 学科（第五条・第六条）

第三章 編制（第七条—第十一条）

第四章 施設及び設備（第十二条—第十八条）

附則

第一章　総則

（趣旨）

第一条　高等学校は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置する

ものとする。

２　この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低の基準とする。

３　高等学校の設置者は、高等学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態に

ならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。

（設置基準の特例）

第二条　公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事

（以下「都道府県教育委員会等」という。）は、高等学校に全日制の課程及び定時制の課程を併置する場合

又は二以上の学科を設置する場合その他これらに類する場合において、教育上支障がないと認めるとき

は、高等学校の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じ

て、別段の定めをすることができる。

２　専攻科及び別科の編制、施設、設備等については、この省令に示す基準によらなければならない。ただし、

教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科及び別科の編制、施設及び設備に

関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。

第三条　削除

第四条　削除

第二章　学科

（学科の種類）

第五条　高等学校の学科は次のとおりとする。

一　普通教育を主とする学科

二　専門教育を主とする学科

三　普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

第六条　前条第一号に定める学科は、普通科とする。

２　前条第二号に定める学科は、次に掲げるとおりとする。

一　農業に関する学科

二　工業に関する学科

三　商業に関する学科

四　水産に関する学科

五　家庭に関する学科

六　看護に関する学科

七　情報に関する学科

八　福祉に関する学科

九　理数に関する学科

十　体育に関する学科
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十一　音楽に関する学科

十二　美術に関する学科

十三　外国語に関する学科

十四　国際関係に関する学科

十五　その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科

３　前条第三号に定める学科は、総合学科とする。

第三章　編制

（授業を受ける生徒数）

第七条　同時に授業を受ける一学級の生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育

上支障がない場合は、この限りでない。

（教諭の数等）

第八条　高等学校に置く副校長及び教頭の数は当該高等学校に置く全日制の課程又は定時制の課程ごと

に一人以上とし、主幹教諭、指導教諭及び教諭（以下この条において「教諭等」という。）の数は当該高等学

校の収容定員を四十で除して得た数以上で、かつ、教育上支障がないものとする。

２　教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもって代えることがで

きる。

３　高等学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

（養護教諭等）

第九条　高等学校には、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる

職員を置くよう努めなければならない。

（実習助手）

第十条　高等学校には、必要に応じて相当数の実習助手を置くものとする。

（事務職員の数）

第十一条　高等学校には、全日制の課程及び定時制の課程の設置の状況、生徒数等に応じ、相当数の事務

職員を置かなければならない。

第四章　施設及び設備

（一般的基準）

第十二条　高等学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければな

らない。

（校舎の面積）

第十三条　校舎の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、全日制の課程若しくは定時制の課程の別

又は学科の種類にかかわらず、次の表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の

事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

収容定員 面積（平方メートル）

一二〇人以下 1200

一二一人以上四八〇人以下 1200＋6×（収容定員－120）

四八一人以上 3360＋4×（収容定員－480）

（運動場の面積）

第十四条　運動場の面積は、全日制の課程若しくは定時制の課程の別又は収容定員にかかわらず、八、四

〇〇平方メートル以上とする。ただし、体育館等の屋内運動施設を備えている場合その他の教育上支障が

ない場合は、この限りでない。

（校舎に備えるべき施設）

第十五条　校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

一　教室（普通教室、特別教室等とする。）

二　図書室、保健室

三　職員室

２　校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。
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（その他の施設）

第十六条　高等学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他に

より特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

（校具及び教具）

第十七条　高等学校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び

数の校具及び教具を備えなければならない。

２　前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

（他の学校等の施設及び設備の使用）

第十八条　高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施

設及び設備を使用することができる。

附　則　抄

（施行期日等）

１　この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現に存する高等学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前

の例によることができる。

附　則　（平成一九年一〇月三〇日文部科学省令第三四号）

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第九十六号）の施行の日から施行す

る。

附　則　（平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号）

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十二月二十六日）から施行す

る。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四

条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三

項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第

百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規

則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職

員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第

二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、

第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一

項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第

四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定（副校長、主幹教諭又は

指導教諭に係る部分に限る。）は、平成二十年四月一日から施行する。
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平成十四年文部科学省令第十五号

中学校設置基準

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三条の規定に基づき、中学校設置基準を次のように定め

る。

目次

第一章 総則（第一条—第三条）

第二章 編制（第四条—第六条）

第三章 施設及び設備（第七条—第十二条）

附則

第一章　総則

（趣旨）

第一条　中学校は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）その他の法令の規定によるほか、この省

令の定めるところにより設置するものとする。

２　この省令で定める設置基準は、中学校を設置するのに必要な最低の基準とする。

３　中学校の設置者は、中学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態になら

ないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。

第二条　削除

第三条　削除

第二章　編制

（一学級の生徒数）

第四条　一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情

があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

（学級の編制）

第五条　中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の

生徒を一学級に編制することができる。

（教諭の数等）

第六条　中学校に置く主幹教諭、指導教諭及び教諭（以下この条において「教諭等」という。）の数は、一学級

当たり一人以上とする。

２　教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長若しくは教頭が兼ね、又は

助教諭若しくは講師をもって代えることができる。

３　中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

第三章　施設及び設備

（一般的基準）

第七条　中学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならな

い。

（校舎及び運動場の面積等）

第八条　校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。た

だし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

２　校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他によ

り特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けるこ

とができる。

（校舎に備えるべき施設）

第九条　校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

一　教室（普通教室、特別教室等とする。）

二　図書室、保健室

三　職員室
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２　校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。

（その他の施設）

第十条　中学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により

特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

（校具及び教具）

第十一条　中学校には、学級数及び生徒数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校

具及び教具を備えなければならない。

２　前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

（他の学校等の施設及び設備の使用）

第十二条　中学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設

及び設備を使用することができる。

附　則　抄

（施行期日等）

１　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二章及び第三章の規定、附則第三項の規定

（学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第五十一条及び第六十五条の三の改正規定

を除く。）並びに別表の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

２　第二章及び第三章の規定並びに別表の規定の施行の際現に存する中学校の編制並びに施設及び設備

については、当分の間、なお従前の例によることができる。

附　則　（平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十九

年四月一日）から施行する。

附　則　（平成一九年一〇月三〇日文部科学省令第三四号）

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第九十六号）の施行の日から施行す

る。

附　則　（平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号）

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十二月二十六日）から施行す

る。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四

条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三

項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第

百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規

則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職

員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第

二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、

第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一

項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第

四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定（副校長、主幹教諭又は

指導教諭に係る部分に限る。）は、平成二十年四月一日から施行する。

別表（第八条関係）

イ　校舎の面積

生徒数 面積（平方メートル）

一人以上四〇人以下 ６００

四一人以上四八〇人以下 ６００＋６×（生徒数－４０）

四八一人以上 ３２４０＋４×（生徒数－４８０）

ロ　運動場の面積

生徒数 面積（平方メートル）

- 131 -



一人以上二四〇人以下 ３６００

二四一人以上七二〇人以下 ３６００＋１０×（生徒数－２４０）

七二一人以上 ８４００
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平成十四年文部科学省令第十四号

小学校設置基準

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三条の規定に基づき、小学校設置基準を次のように定め

る。

目次

第一章 総則（第一条—第三条）

第二章 編制（第四条—第六条）

第三章 施設及び設備（第七条—第十二条）

附則

第一章　総則

（趣旨）

第一条　小学校は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）その他の法令の規定によるほか、この省

令の定めるところにより設置するものとする。

２　この省令で定める設置基準は、小学校を設置するのに必要な最低の基準とする。

３　小学校の設置者は、小学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態になら

ないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。

第二条　削除

第三条　削除

第二章　編制

（一学級の児童数）

第四条　一学級の児童数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情

があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

（学級の編制）

第五条　小学校の学級は、同学年の児童で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の

児童を一学級に編制することができる。

（教諭の数等）

第六条　小学校に置く主幹教諭、指導教諭及び教諭（以下この条において「教諭等」という。）の数は、一学級

当たり一人以上とする。

２　教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長若しくは教頭が兼ね、又は

助教諭若しくは講師をもって代えることができる。

３　小学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

第三章　施設及び設備

（一般的基準）

第七条　小学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならな

い。

（校舎及び運動場の面積等）

第八条　校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。た

だし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

２　校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他によ

り特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けるこ

とができる。

（校舎に備えるべき施設）

第九条　校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

一　教室（普通教室、特別教室等とする。）

二　図書室、保健室

三　職員室
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２　校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。

（その他の施設）

第十条　小学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により

特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

（校具及び教具）

第十一条　小学校には、学級数及び児童数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校

具及び教具を備えなければならない。

２　前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

（他の学校等の施設及び設備の使用）

第十二条　小学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設

及び設備を使用することができる。

附　則　抄

（施行期日等）

１　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二章及び第三章の規定、附則第三項の規定

（学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第十六条の改正規定を除く。）並びに別表の規

定は、平成十五年四月一日から施行する。

２　第二章及び第三章の規定並びに別表の規定の施行の際現に存する小学校の編制並びに施設及び設備

については、当分の間、なお従前の例によることができる。

附　則　（平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十九

年四月一日）から施行する。

附　則　（平成一九年一〇月三〇日文部科学省令第三四号）

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第九十六号）の施行の日から施行す

る。

附　則　（平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号）

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十二月二十六日）から施行す

る。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四

条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、第二項及び第三

項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第

百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規

則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職

員免許法施行規則第六十八条及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第

二項及び第三項並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、

第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一

項及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第

四十七条中高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定（副校長、主幹教諭又は

指導教諭に係る部分に限る。）は、平成二十年四月一日から施行する。

別表（第八条関係）

イ　校舎の面積

児童数 面積（平方メートル）

一人以上四〇人以下 ５００

四一人以上四八〇人以下 ５００＋５×（児童数－４０）

四八一人以上 ２７００＋３×（児童数－４８０）

ロ　運動場の面積

児童数 面積（平方メートル）
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一人以上二四〇人以下 ２４００

二四一人以上七二〇人以下 ２４００＋１０×（児童数－２４０）

七二一人以上 ７２００
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昭和三十七年文部省令第三十二号

高等学校通信教育規程

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第四十五条第四項の規定に基づき、高等学校通信

教育規程（昭和三十一年文部省令第三十三号）の全部を改正する省令を次のように定める。

（趣旨）

第一条　高等学校の通信制の課程については、学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第

十一号）に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。

２　この省令で定める基準は、高等学校の通信制の課程において教育を行うために必要な最低の

基準とする。

３　通信制の課程を置く高等学校の設置者は、通信制の課程の編制、施設、設備等がこの省令で定

める基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに

努めなければならない。

（通信教育の方法等）

第二条　高等学校の通信制の課程で行なう教育（以下「通信教育」という。）は、添削指導、面接指

導及び試験の方法により行なうものとする。

２　通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送その他の多様なメディアを利用した指導等

の方法を加えて行なうことができる。

３　通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとす

る。

（協力校）

第三条　通信制の課程を置く高等学校（以下「実施校」という。）の設置者は、当該実施校の行なう

通信教育について協力する高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下「協力校」という。）

を設けることができる。この場合において、当該協力校が他の設置者が設置する高等学校（中等教

育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。）であるときは、実施校の設置者は、当該高

等学校の設置者の同意を得なければならない。

２　協力校は、実施校の設置者の定めるところにより実施校の行なう面接指導及び試験等に協力す

るものとする。

（通信制の課程の規模）

第四条　実施校における通信制の課程に係る収容定員は、二百四十人以上とする。ただし、特別の

事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

（教諭の数等）

第五条　実施校における通信制の課程に係る副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭の数は、

五人以上とし、かつ、教育上支障がないものとする。

２　前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもつてこ

れに代えることができる。

３　実施校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができ

る。

（事務職員の数）

第六条　実施校には、生徒数に応じ、相当数の通信制の課程に係る事務職員を置かなければなら

ない。

（施設及び設備の一般的基準）

第七条　実施校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなけれ

ばならない。

（校舎の面積）

第八条　通信制の課程のみを置く高等学校（以下「独立校」という。）の校舎の面積は、一、二〇〇

平方メートル以上とする。ただし、次条第四項の規定により、他の学校等の施設を兼用する場合又

は地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
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（校舎に備えるべき施設）

第九条　実施校の校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。

一　教室（普通教室、特別教室等とする。）

二　図書室、保健室

三　職員室

２　前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。

３　全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校における第一項第一号及び第二号に掲げる

施設については、当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で行なう教

育の用に供する施設を兼用することができる。

４　独立校における第一項第一号及び第二号に掲げる施設については、当該独立校と同一の敷地

内又は当該独立校の敷地の隣接地に所在する他の学校等の当該各号に掲げる施設に相当する

施設を兼用することができる。

（校具及び教具）

第十条　実施校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類

及び数の校具及び教具を備えなければならない。

２　前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

（他の学校等の施設及び設備の使用）

第十一条　実施校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等

の施設及び設備を使用することができる。

（定時制の課程又は他の通信制の課程との併修）

第十二条　実施校の校長は、当該実施校の通信制の課程の生徒が、当該校長の定めるところによ

り当該高等学校の定時制の課程又は他の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の定時

制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位

数を当該実施校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

２　定時制の課程を置く高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程の生徒が、当該校長の

定めるところにより当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校（中等教育学校の後期課程

を含む。）の通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を

当該定時制の課程を置く高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加え

ることができる。

３　前二項の規定により、高等学校の通信制の課程又は定時制の課程の生徒（以下「生徒」とい

う。）が当該高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程又は他の高等学校（中等教育学校

の後期課程を含む。以下この項において同じ。）の定時制の課程若しくは通信制の課程において

一部の科目の単位を修得する場合においては、当該生徒が一部の科目の単位を修得しようとする

課程を置く高等学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。

４　第一項又は第二項の場合においては、学校教育法施行規則第九十七条の規定は適用しない。

附　則　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　実施校の校長は、当分の間、入学資格のない者で特定の科目を履修しようとする者があるとき

は、その者が相当年齢に達し、かつ、当該科目を履修することができると認めた場合に限り、特科

生として当該科目の受講を許可することができる。

３　この省令施行の際、現に存する高等学校の通信制の課程のうち生徒収容定員が三百人未満の

ものについては、当分の間、第四条の規定にかかわらず、同条の規定によらないことができる。ただ

し、その現に存する生徒収容定員を下ることとなつてはならない。

４　この省令施行の際、現に存する高等学校の通信制の課程のうち生徒数が三百人未満のものの

通信教育を担当する専任の教員の数及び専任の事務職員の数の基準は、第五条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。

附　則　（昭和四九年八月八日文部省令第三八号）

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日（昭和四十九年九月一日）から施行

する。
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附　則　（平成五年三月一〇日文部省令第六号）

この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項第五号の改正規定は公布の

日から施行する。

附　則　（平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号）　抄

１　この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月三一日文部科学省令第二一号）

（施行期日等）

１　この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現に存する高等学校の通信制の課程における第九条に規定する事項につ

いては、当分の間、なお従前の例によることができる。

附　則　（平成一八年三月三〇日文部科学省令第六号）

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号）

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十二月二十六日）か

ら施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二

十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条

第一項、第二項及び第三項、第七十一条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第三

項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項及び第三項並びに第百二十五条第

二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計

調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条及び第六十九

条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項及び第三項並びに第六条の改

正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設

置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項及び第二項の改

正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項及び第二項の改正規定並びに第四十七条中

高等学校設置基準第八条第一項及び第二項並びに第九条の改正規定（副校長、主幹教諭又は指

導教諭に係る部分に限る。）は、平成二十年四月一日から施行する。
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※添付資料については，文部科学省ＨＰから閲覧可能です。
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平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 １ 日

茨城県総務部総務課私学振興室

私立学校における重大事態対応マニュアル

目 次
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３ 重大事態発生の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

４ 重大事態の調査主体及び調査組織について・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

５ 事実関係を明確にするための調査の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
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【別紙資料】

○（様式１）私立学校における重大事態の発生について（報告）・・・・・・・・・・ ７

○（様式２）私立学校における重大事態の調査結果について（報告）・・・・・・・・ ８

○私立学校における重大事態対応フロー図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
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１

１ はじめに

当該「私立学校における重大事態対応マニュアル」は，いじめ防止対策推進法（平成

25 年 9 月 28 日施行。以下「法」という。）第 28 条に定める「重大事態」が，本県の私

立学校において発生した場合における，私立学校の設置者又はその設置する学校（以下

「学校等」という。）及び茨城県がとるべき措置等を定め，「重大事態」に係る対応を迅

速かつ適正に実施することを目的とするものである。

なお，本書の内容及び解釈等は，法，「いじめの防止等のための基本的な方針」（平成

25 年 10 月 11 日文部科学大臣決定。以下「国の基本方針」という。）及び「茨城県いじ

め防止基本方針」（平成 26 年 3 月 26 日茨城県策定。以下「県の基本方針」という。）等

に基づくものである。

２ 重大事態とは

（１）法第 28 条第 1項の規定

（２）法第 28 条第 1項に定める重大事態の解釈

①各号の「いじめにより」の解釈

各号に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめに

あることを意味する。

②第 1号の「生命，心身又は財産に重大な被害」の解釈

いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断。

【具体例】

・児童生徒が自殺を企図した場合

・身体に重大な障害を負った場合

・金品等に重大な被害を被った場合

・精神性の疾患を発症した場合 など

③第 2号の「相当の期間」の解釈

年間 30 日を目安とする。

④その他

いじめを受けた児童生徒又はその保護者からいじめを原因として重大事態に至ったと

いう申し立てがあった場合は，学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態と

はいえない」と考えていたとしても，重大事態が発生したものとして報告・調査等に当

たる。（いじめ防止対策推進法案に対する付帯決議(平成 25 年 6 月 19 日衆議院文部科学

委員会)に基づく）

第 28 条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以下「重大事態」

という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校

の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事

態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある

と認めるとき。

2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている

疑いがあると認めるとき。
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２

３ 重大事態発生の報告

・学校において重大事態が発生した場合（発生した疑いがある場合）は，当該学校長

は速やかに当該学校の設置者に報告するとともに，本県私立学校の所轄庁である茨

城県知事（茨城県総務部総務課私学振興室あて）へ報告する。（法第 31 条第 1項）

・茨城県知事への報告にあたっては，様式１「私立学校における重大事態の発生につ

いて（報告）」に基づき，重大事態の概要（発生時点で把握している内容）を報告す

る。なお，当該様式に書ききれない場合などは別に詳細をまとめるなどのほか，必

要な資料等は別に添付すること。

・学校等においては，重大事態の発生時における速やかな対応を図るため，報告方法，

報告を受け付ける担当部署，調査の体制等，対応の流れをあらかじめ定めておく必

要がある。

４ 重大事態の調査主体及び調査組織について

学校において重大事態が発生した場合（発生した疑いがある場合）には，直ちに学校

の設置者（私立学校の場合はその学校を設置する学校法人）に報告し，学校の設置者は，

その事案の調査を行う主体や，どのような調査組織とするか判断する。

（１）調査主体について

・学校が主体となって行う場合と，学校の設置者が主体となって行う場合が考えら

れる。

・重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られな

いと学校の設置者が判断する場合や学校の教育活動に支障が生じるおそれがある

ような場合は，学校の設置者において調査を実施すべきである。

・学校が調査を行う場合であっても，第 28 条第 3項に基づき，学校の設置者は，学

校に対して必要な指導，人的措置も含めた適切な支援を行わなければならない。

（２）調査を行うための組織について

学校等は，いじめ事案が重大事態であると判断したときは，当該重大事態に係る調

査を行うため，速やかに，その下に組織を設ける。（法第 28 条第 1項）

・弁護士や精神科医，学識経験者，心理や福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有

する者であって，当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を

有しない者（第三者）について，職能団体や大学，学会からの推薦等により参加を

図ることにより，当該調査の公平性・中立性を確保するように努める。（いじめ防止

対策推進法案に対する付帯決議(平成25年 6月 19日衆議院文部科学委員会及び平成

25 年 6 月 20 日参議院文教科学委員会)に基づく）

・学校が調査の主体となる場合，調査を行うための組織を重大事態の発生の都度設け

ることも考えられるが，それでは迅速性に欠ける恐れがあるため，法第 22 条に基づ

第 28条

3 第 1 項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査

及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

第 31条 学校法人（私立学校法（昭和 24 年法律第 270 号）第 3 条に規定する学校法人をいう。以下こ

の条において同じ。）が設置する学校は、第 28条第 1 項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨

を、当該学校を所轄する都道府県知事（以下この条において単に「都道府県知事」という。）に報告し

なければならない。
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３

き学校に必ず設置される「いじめの防止等の対策のための組織」を母体として，当

該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法によることも考えられ

る。

※「「いじめの防止等の対策のための組織」（法第 22 条）及び「重大事態に係る調査を

行うための組織」（法第 28 条）の設置に当たり，その構成員となる外部専門家の推

薦を職能団体に依頼する場合は，各団体が設置する窓口（下表参照）と調整を行う。

なお，各団体に連携・協力を依頼するにあたっての最初の連絡ルートは，以下のと

おりとして，茨城県総務部総務課私学振興室を介して連絡をとることとする。

【最初の連絡ルート】

私立学校 → （設置者である学校法人） → 茨城県総務部総務課私学振興室 → 職能団体

（最初の連絡以降も私学振興室を介する必要があるかどうかは，個別に職能団体と調整。）

【各職能団体連絡窓口】

団体名 郵便番号 住所 電話番号 FAX 番号

茨城県弁護士会 310-0062 水戸市大町 2-2-75 029-221-3501 029-227-7747

茨城県医師会 310-0852 水戸市笠原町字上組 489 029-241-8446 029-243-5071

茨城県臨床

心理士会

305-8574 つくば市天王台 1-1-1

筑波大学体育系 坂本研究室内

－ 029-853-6361

茨城県精神保健

福祉士会

300-2645 つくば市上郷 7563-67

(社福)創志会 つくばライフ

サポートセンター内 気付

029-847-7980 029-875-5341

(一社)茨城県

社会福祉士会

310-0851 水戸市千波町 1918

茨城県総合福祉会館 5F

029-244-9030 －

５ 事実関係を明確にするための調査の実施

（１）調査の目的等

・当該調査は，当該重大事態への対処や同種の事態の発生防止を図ることを目的と

して行うものであり，民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接

の目的するものではない。

・学校等自身に，たとえ不都合なことがあったとしても，事実にしっかりと向き合

おうとする姿勢が重要であり，学校等は，調査組織等に積極的に資料を提供する

とともに，調査結果を重んじ，主体的に再発防止に取り組まなければならない。

（２）「事実関係を明確にする」の解釈

・重大事態に至る要因となったいじめ行為が，いつ（いつ頃から），誰から行われ，

どのような態様であったか，いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にど

のような問題があったか，学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係

を，可能な限り網羅的に明確にする。

・この際には，因果関係の特定を急ぐべきではなく，客観的な事実関係を速やかに

調査すべきである。

第 22 条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複

数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの

防止等の対策のための組織を置くものとする。
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（３）具体的な調査の手法

①いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが可能な場合

・いじめを受けた児童生徒から十分に事情や心情を聴き取る。

・在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。

・いじめを受けた児童生徒や情報を提供してくれた児童生徒を守ることを最優先とし

た調査の実施が必要。（例えば，質問票の使用に当たり，個別事案が広く明らかにな

り，いじめを受けた児童生徒の学校復帰が阻害されることなどがないように配慮す

る。）

②いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合

・児童生徒の入院や死亡など，いじめを受けた児童生徒からの聴き取りが不可能な場

合は，当該児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し，保護者と調査の内容等

を協議のうえ，早急に調査に着手する。

・在籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。

※いじめが要因として疑われる自殺の背景調査についての留意事項等

以下の事項に留意のうえ，「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の指針」（改訂

版）（児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議）を参考とする。

・自殺をした児童生徒の遺族の要望・意見を十分に聴取し，できる限りの配慮と説明

を行う。

・在校生及びその保護者に対しても，できる限りの配慮と説明を行う。

・自殺の要因にいじめの疑いがある場合は，遺族に対して，在校生へのアンケート調

査や一斉聴き取り調査を含む詳しい調査の実施を提案。

・詳しい調査を行うに当たり，調査の目的・目標，調査を行う組織の構成等，調査の

概ねの期間や方法，入手した資料の取扱い，遺族に対する説明の在り方や調査結果

の公表に関する方針などについて，できる限り，遺族と合意しておくことが必要。

・調査組織は，弁護士や精神科医，学識経験者，心理や福祉の専門家等の専門的知識

及び経験を有する者であって，当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別

の利害関係を有する者ではない者（第三者）について，職能団体や大学，学会から

の推薦等により参加を図ることにより，当該調査の公平性・中立性を確保するよう

に努める。

・調査においては，できる限り，偏りのない資料や情報を多く収集し，それらの信頼

性の吟味を含め，客観的かつ総合的に分析評価を行う。

・客観的な事実関係を迅速に調査するとともに，それらの事実の影響の分析評価につ

いては，専門的知識及び経験を有する者の援助が必要。

・情報発信・報道対応については，プライバシーへの配慮のうえ，正確で一貫した情

報提供が必要。

（３）調査結果の提供及び報告

①いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任

・学校等は，法第 28 条第 2項の規定に基づき，調査により明らかになった事実関係（い

じめ行為がいつ，誰から行われ，どのような態様であったか，学校がどのように対

応したか）について，いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して説明する。

第２８条

2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るい

じめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報

を適切に提供するものとする。
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・情報提供に当たっては，適時・適切な方法での経過報告を行うことが望ましい。（い

じめ防止対策推進法案に対する付帯決議(平成25年6月19日衆議院文部科学委員会)

に基づく）

・他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど，関係者の個人情報に十分配慮し，

適切に提供する。ただし，いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことが

無いように留意する。

・質問紙調査を行う場合には，調査に先立ち，調査結果をいじめを受けた児童生徒又

はその保護者に提供する場合があることを，調査対象となる在校生やその保護者に

説明する等の措置が必要。（いじめ防止対策推進法案に対する付帯決議(平成 25 年 6

月 20 日参議院文教科学委員会)に基づく）

・学校が調査を行う場合において，学校の設置者は，情報の提供の内容・方法・時期

などについて必要な指導及び支援を行う。

②調査結果の報告

・学校等が行った調査結果については，本県私立学校の所轄庁である茨城県知事（茨

城県総務部総務課私学振興室あて）へ報告する。

・茨城県知事への報告にあたっては，様式２「私立学校における重大事態の調査結果

について（報告）」に基づき，調査結果を報告する。なお，当該様式に書ききれない

場合などは別に詳細をまとめるなどのほか，質問紙調査等を行った場合は，その集

計結果等を添付するなどして，調査の詳細を報告することとする。

・いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には，いじめを受けた児童

生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け，調査結果の報告に添えて

茨城県知事へ送付する。

・その他，茨城県知事への報告にあたって必要な資料等があれば，茨城県総務部総務

課私学振興室の指示に従い必要な資料の提出等を速やかに行う。

６ 調査結果の報告を受けた茨城県知事による再調査及び措置

（１）再調査の実施

・学校等が行った調査結果について，報告を受けた茨城県知事は，その内容を精査し

たうえで，当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生

防止のため必要があると認めるときは，再調査を行うことができる。（法第 31 条 2

項）

・再調査は，茨城県の付属機関である「茨城県いじめ再調査委員会」（以下「再調査委

員会」という。）により行う。

・再調査委員会は，法律，医療，心理，いじめ・自殺，犯罪予防等の分野から専門的

知識を有する 5名の委員で組織する。

・なお，同委員は，当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は利害関係を有する

者ではない者（第三者）について，職能団体や大学，学会から推薦等を受け，再調

査の公平性・中立性を確保している。

第 31条

2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事

態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法

により、第 28条第 1 項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
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・再調査委員会は，当該重大事態に係る資料の提供を求めるなどして，学校等が行っ

た調査結果の精査や分析等を行う。

・再調査においても，いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して，情報を適切

に提供する責任があるものと認識して，適時・適切な方法で，調査の進捗状況等及

び調査結果を説明する。

②再調査の結果を踏まえた措置等

・本県私立学校の所轄庁である茨城県知事に対して，本法により新たな権限が与えら

れるものではないが，私立学校法の規定等に定める権限に基づき，当該重大事態へ

の対処又は同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる。

・学校等は，茨城県知事が行う措置に対して協力し，当該重大事態への対処又は同種

の事態の発生の防止を図る必要がある。

７ 重大事態対応フロー

別紙により「私立学校における重大事態対応フロー図」を添付するので，教職員等に周

知するなどして，重大事態発生時の対応に遺漏の無いように努めること。

８ その他

本書に定める内容のほか，各学校において，いじめ問題に関する疑義が生じた場合は，

学校等は茨城県（総務部総務課私学振興室）と協力して当該問題の解決に努めることとす

る。

第 31条

3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法人又はその設置す

る学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要

な措置を講ずることができるよう、私立学校法第六条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置

を講ずるものとする。

4 前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使することができる権

限を新たに与えるものと解釈してはならない。
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7

（様式１）

第 号

平成 年 月 日

茨城県知事 橋本 昌 殿

（茨城県総務部総務課私学振興室扱い）

学校名（又は学校法人名）

学校長名（又は理事長名） 印

私立学校における重大事態の発生について（報告）

○○学校において，いじめ防止対策推進法（以下「法」という。）第 28 条第 1 項に定める重大事態

が発生したため，法第 31 条第 1項の規定に基づき，下記のとおり報告します。

記

学校又は学校法

人の担当者名
TEL E-mail

○被害生徒について

・学年 ・学級 ・氏名 ・性別 ・年齢

○重大事態認知日 ○重大事態認知方法

○重大事態の区分（いずれかに○）

・法第 28条第 1項第 1号該当（生命，心身，財産への重大な被害）

・法第 28条第 1項第 2号該当（長期欠席）

○重大事態の態様

※重大事態に該当するいじめの態様について可能な限り詳細に記載

○被害生徒の状況

※被害生徒の現在の状況について詳細に記載（長期欠席の場合はいじめに起因する欠席の日数

等を含む）

○重大事態の事実関係を明確にするための調査（法第 28 条第 1 項）の実施方針等

・調査期間（予定） H . . ～H . . ・調査組織設置主体 ※学校又は学校法人

・調査組織の構成員

（役職・氏名） ※うち外部専門家

・調査方法 ※被害児童生徒・保護者，教職員，関係する児童生徒・保護者等からの聴き取り及びアンケート等調

査の方法を詳細に記載

○被害生徒へ

の支援の方針

注)当該様式に書ききれない場合などは別に詳細をまとめる。また，必要な資料等は別に添付すること。
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8

（様式２）

第 号

平成 年 月 日

茨城県知事 橋本 昌 殿

（茨城県総務部総務課私学振興室扱い）

学校名（又は学校法人名）

学校長名（又は理事長名） 印

私立学校における重大事態の調査結果について（報告）

平成○○年○月○日付け○○第○○号で報告した，いじめ防止対策推進法（以下「法」という。）第

28 条第 1項に定める重大事態について，その調査結果を下記のとおり報告します。

記

学校又は学校法

人の担当者名
TEL E-mail

○被害生徒について

・学年 ・学級 ・氏名 ・性別 ・年齢

○加害生徒について

・学年 ・学級 ・氏名 ・性別 ・年齢

○重大事態の区分（いずれかに○）

・法第 28条第 1項第 1号該当（生命，心身，財産への重大な被害）

・法第 28条第 1項第 2号該当（長期欠席）

○重大事態の事実関係を明確にするための調査（法第 28 条第 1 項）の実施結果

・調査期間 H . . ～H . . ・調査組織設置主体 ※学校又は学校法人

・調査組織の構成員

（役職・氏名）
※うち外部専門家

・調査方法 ※被害児童生徒・保護者，教職員，関係する児童生徒・保護者等からの聴き取り及びアンケート等

調査の方法を詳細に記載
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・調査結果（い

じめの態様等）

※重大事態に至る要因となったいじめ行為が，いつ（いつ頃から），誰から行われ，どのような態

様であったか，いじめを生んだ背景事情，児童生徒の人間関係，学校の対応等の事実関係を客観的

に記載

・被害生徒及び

保護者への調査

結果報告内容

※調査結果について，被害生徒及び保護者に対して報告・提供を行った内容を記載

・調査結果に関

する被害生徒及

び保護者の意見

※被害生徒及び保護者が希望する場合に，調査結果の報告を行ったうえでの，被害生徒及び保護者

の意見について記載

○被害生徒への

支援の内容

○加害生徒への

指導等の内容

○再発防止のた

めの対策等

○その他

注)当該様式に書ききれない場合などは別に詳細をまとめる。また，必要な資料等は別に添付すること。
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○ 学校は，重大事態が発生した場合，その概要を速やかに，設置者及び茨城県（総務部総務課私学振
興室）に報告

重大事態とは
ア）「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」（児童生徒が自殺を企図した場合等）
イ）「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」（年間３０日を目安。一定期間連続して欠席してい
るような場合などは、迅速に調査に着手）

※「児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき」

①学校等は「重大事態に係る調査を行うための組織」（いじめ防止対策推進法（以下「法」という。）
第28条）を設置し，事実を明確にするための調査を実施

※ いじめ行為の事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。
※ 因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査する。
※ たとえ調査主体に不都合なことがあったとしても、事実にしっかりと向き合う。
※ この組織構成については，学校が設置する「いじめの防止等の対策のための組織」（法第22条）を母体とするこ

とも可能であるが，専門的知識及び経験を有する者であって，当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は
特別の利害関係を有しない者の参加を図り，公平性・中立性を確保するように努める。

②いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供

※ 調査により明らかになった事実関係について、情報を適切に提供（適時・適切な方法で、経過報告があること
が望ましい）。

※ 関係者の個人情報に十分配慮。ただし、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠るようなことがあってはなら
ない。

学校（又は学校法人）（以下「学校等」）が行う調査等

（別紙）【私立学校における重大事態対応フロー図】

重大事態発生の報告

ない。
※ 得られたアンケートは、いじめられた児童生徒や保護者に提供する場合があることを念頭におき、調査に先立

ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置が必要。

③調査結果を茨城県知事（総務部総務課私学振興室）に報告

※ いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の
所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。

④調査結果を踏まえた必要な措置

①茨城県いじめ再調査委員会（学識経験者等5人で構成）による再調査（法第31条）

※ 学校等は当該調査が，重大事態に対処するためのものであるとともに，同種の事態の発生防止に資するため
のものであることを認識し，いじめの発生防止のための必要な措置を講ずる。

茨城県知事が行う再調査

※ 学校等が行った調査結果について，当該報告に係る重大事態への対処または同種の事態の発生防止
のために必要があると認めるときは，再調査を行うことができる。

※ 私立学校法第6条の権限に基づき資料の提供等を求め，学校等が行った調査結果等の精査や分析を行う。
※ 学校等は「茨城県いじめ再調査委員会」の調査が円滑に遂行されるよう協力する。

②学校等が行う調査同様，いじめを受けた児童生徒及びその保護者に情報を適切に提供

③調査結果を踏まえた必要な措置

※ 茨城県知事は，再調査の結果を踏まえ，私立学校法の規定等に定める権限に基づき，当該重大事態への
対処又は同種の事態の発生防止のために必要な措置を講ずる。

10
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総 第 ７ ８ ３ 号  

平成２５年１１月２９日  

 

各私立学校法人 理事長 殿 

 

茨城県総務部総務課長   

 

 

体罰の発生防止の徹底等について（通知） 

 

 

このことについては，平成２５年８月１９日付け総第３９８号の通知（別添参照）な

どにより，体罰根絶のための取組の徹底について，従来から周知を図ってきたところで

あります。 

しかしながら，今年度，既に，県内の私立学校５校で体罰事案が発生しており，その

うち運動部監督による体罰事案については，先般，新聞，テレビ等で大きく報道された

ところであります。 

全国的に体罰防止に向けた取組が進められている中，本県の私立学校において，体罰

が行われていたことは誠に遺憾であり，私学教育全体の信頼失墜にもつながる問題とも

なります。 

各学校においては，「体罰は，学校教育法第１１条において禁止される行為であり，

児童生徒の心身に深刻な悪影響を与えるなど，決して許されない行為」であることを教

職員等に周知するとともに，これまでの取組みを再度検証し，体罰を未然に防止するた

めの組織的な取組や徹底した実態把握，体罰が発生した場合の早期対応や再発防止策の

実施など，体罰根絶に向けた取組みを徹底されるよう，改めて要請します。 

 また，今後，学校に体罰の報告・相談があった場合には，直ちに，関係する児童生徒

や教員等から状況を聴取し，その概要を別紙様式により茨城県総務部総務課私学振興室

へ報告するとともに，被害児童生徒の受けた心身の苦痛等からの回復のため真摯な対応

及び体罰を行った教員等に対しては厳正な処分等を行うよう願います。 

なお，重大な事案については，当該事案の公表を行うなど，社会に対する説明責任を

適切に果たされるよう願います。 

総務部総務課私学振興室 

担当 細貝 

TEL 029-301-2249 

FAX 029-301-2259 

E-mail somu6@pref.ibaraki.lg.jp 
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【別紙様式】 

  年  月  日  

 

茨城県総務部総務課長 殿 

 

学校名 

学校長名            

 

体罰事案の発生について（報告） 

 

上記のことについて，下記のとおり報告いたします。 

 

記 

被害生徒について 学年・組  氏名  

加害教職員等につ

いて 
役 職  氏名 

 

事案認識日  事案認識のきっかけ  

実態把握の方法  

体罰の態様（体罰発

生の経過等を含め

詳細に記載） 

 

学 

校 

の 

対 

応 

被害生徒の

保護 

 

加害教職員

等の処分 

 

再発防止に

向けた取組 

 

その他  
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